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◎ 第 1回ア レルギー疾患対策作業班での主な指摘事項

【骨子案に関する指摘事項】

○ 方向性の中にある、基本的診療技術に対しては、ガイドライン等に基づいたという
趣旨を加えるべきではないか。

○ 研究開発等の推進には、予防という観点も盛 り込む必要があるのではないか。

○ 診療所と病院の間において、情報交換や連携を図ることも重要ではないか。

[各施策に関する指摘事項】

(医療等の提供 )

○ 医療体制の構築
。 国 。地方自治体の役害1を 明確にすべきではないか。
・ 診療情報の共有化に関する取組についても検討が必要ではないか。
・ 喘息死ゼロ作戦の実施により、喘息死の減少が進んでいる。
。 職域間 (医師、看護師、薬斉1師等)の連携も記載すべきである。
・ 高齢者介護施設等において、吸入ステロィド薬の投与が普及していない。
・ 医療計画における4疾病5事業にアレルギー疾患を位置付けてはどうか。

人材育成

かか りつけ医の育成は、医師会が中心的役割を担う。

かか りつけ医に標準的な治療方法を普及するため、学会が作成 したガィ ドライン
の中か らかかりつけ医が必要なものをエッセンスとして抜き出したものを取 りま
とめ、普及することが必要である。

ガイ ドラインに基づく治療方法の普及は不十分であり、今後はかかりつけ医に対
して、どの様にガイ ドラインに基づいた適切な治療方法を普及するかが重要である。
医師以外の医療従事者の育成も、引き続き重要である。

○



(情報提供 。相談体制 )

○ 自己管 理の促進

。 厚労 科研で作成 した自己管理マニュアルをもつと配布できるような方法を

考えるべ きである。

。 患者 目線 を踏まえたガイ ドラインや、患者 自己管理マニュアル等が作成されてい

る。それ らの活用や普及が今後よ リー層重要である。

○ 情報提 供体制の確保

口 患者 か らの二―ズとしては、医療機関及びサー ビスの選択にかかる情報の提供に

対す る要望が圧イ至1的 に多いので、その受けIlllが欲 ししヽ。

○ 相談体 制の確保

口 患者 会も患者等か らの相談対応 を独 自に行 つているので、その取組につしヽても

報告書 に記載 して欲 しい。

・ 学校 保健の分野の中では、ア レルギー疾患対策は大きい比重を占めるわけでは

ないが 、ア レルギーが増えているという点では、重要視 している。必要な情報を入

手で きる体制を作 って欲 しい。

・ 薬剤 師も患者等か らの相談に積極的に対応 していく必要がある。

(研究開発 等の推進 )

・ 患者 のデータベース構築は重要である。

・ 治療 法の開発は必要であるが、予防も患者 を減 らすとしヽう意味では重要である。

【施策の言平価 等に関する指摘事項】

○ 到達 目標 を定めてはどうか。



こで》膨ヽ

◎ 基本的方向性について

◎ 具体的方策につしヽて 可.医療の提供等
〇 アレルギー疾患に必要な医療体制の確立

「喘息死ゼ回作戦」の推進
〇 人材育成
〇 専門情報の提供
2.1青報提供琳目談体tllの確保
〇 自己管理に資する情報提供の促進
○ 効果的目効率能な1青報提供
〇 多様な相談体tllの確保口充実
3.研究開発及び医薬品等開発の推進
〇 効果的かつ効率的な研究推進体制の構築
〇 研究日標の明確イL
O医 薬馳等の開発促進等

施策の評価等

■

〇

〇

２
．
３
．
〇

〇

〇

今後のアレルギー疾患対策の曰標
最終的目標
当面の目標
国と地方公共団体との適切な役害り分担を連携体lllの 確立
当面の方向性
医療の提供等
情報提供口相言炎体lllの確保
研究開発及び医薬品等開発の推進

◎ 施策の評価につしヽて
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アレルギー疾患対策の現状と問題点

(1)我が国におけるアレルギー疾患対策の現状

ア アレルギー疾患の疫学

(ア )ア レルギー疾患の罹患者数

2008年 の全国小児喘息の有症率は、6～ 7歳で138%。 13～ 14歳 で950/0、 1618

歳で8_3%で あった。また幼稚園児での喘鳴有症率は199%で あつた。さらに成人

におしヽて、2006年 における全国11箇 所における有病率調査では成人喘息有病率 (医

師によ り診断された喘息)は 54%、 最近 1年間の喘鳴症状のある喘息有症率は9_4%

であった。また同時調査での全国―般住民における鼻ア レルギー症状を有する (花

粉症を含む)頻度は47.20/0で あることも判明した (以上厚生労働科学赤澤班2010

報告 )。 またア トピー性皮膚炎は 4ヶ 月から6歳では12%前後認め、成人のア トピー

性皮膚炎も20～ 30歳代で9%前後の頻度で認められることが明らかとなっている

(厚生労働研究、ア トピー皮膚炎治療ガイ ドライン2008よ り)。 これらの結果は、

わが国の全人口の約 2人に 1人が何 らかのアレルギー疾患に罹患 していることを

示 している。これは近年の国民の約 3人に一人がアレルギー疾患に罹患している状

態よりもさらに急速に増加 していることを示 している。この増加の主体はアレルギ

ー性鼻炎 (花粉症を含む)と 喘息の増加によると考えられている。

(イ )ア レルギー疾患患者の動向 (平成15年保健福祉動向調査より)

○ 調査の概要

平成15年国民生活基礎調査の調査地区から層化無作為抽出した全国の300地区

内におけるすべての世帯員41,159名 を調査の客体とし調査が行われた。

○ 調査の結果

本調査によると、この 1年間に、皮膚、呼吸器及び目鼻のいずれかにアレルギ

ー様症状があったと回答 した者は全体の359%で 、このうち、ア レルギ下と診断

された者は全体の147%で あった。したがつて、ア レルギー様症状のある者で医

療機関においてア レルギー診断を受けた者の割合は半分に至っていない。

また、今後のア レルギ丁疾患対策について要望があると答えた者は全体の575

%で、その主な内容は、「医療機関 (病院・診療所)にアレルギー専門の医師を

' 配置 してほしい」、「ア レルギーに対する医薬品の開発に力を入れてほ しい」、

「ア レルギーに関する情報を積極的に提供 してほしい」であつた。

(ウ )個別疾患ごとの状況

○ 気管支喘息

i     小児での有症率は 2005γ 2008年 時点で、 6～ 7歳で 138%、 13-14歳 で

95%、 16-18歳 で 8.3%、 幼稚園児での喘鳴有症率は 199%である (厚生労

働科学研究赤澤班 2010報告書 )。 気管支喘息は小児、成人ともにここ 10～ 20

～ 1～
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年間で急増している (ア レルギー疾患診断治療ガィ ドライン 2010)。 小児喘息

はここ 20年で約 3倍の増加を示 し、2002年 までは少なくとも急増 していたが

(ア レルギー疾患診断治療ガイ ドライン 2010)、 2005年以降の調査で横ばいか

ら微増にとどまったとする報告がある (厚生労働科学研究 赤澤班 2010報告

書 )。 今後の経時的調査が必要である。成人 (20～ 44歳 )に おける国内初の全

国 11箇所大規模疫学調査 (2006年調査)では、喘息有病率は 54%、 最近 1

年間の喘鳴症状のある喘息有症率は 940/0で あった (厚生労働科学研究赤澤班

報告書 2010、 および FukutOmi et al.153280-287:2010 1AAI)。 経年的調査

研究は、大規模な研究はなしヽものの、定点調査 (静 岡県藤枝市 )に おいて、医

師により診断された喘息有病率は、1985年が 2.1%(中 川ら)、 1999年が 39%
(大田ら)、 2005年が 6.9%と 急増 している (Fukutomi et al A1 2011印 昂1

中)。 今後も正確な経年的な調査が必要である一方、50歳以上における喘息有

病率調査は、COPDな どの混入の問題があり、現状では正確な調査が世界的に

も困難とされている。そのため国内でも正確な調査はないが、青年壮年期と比

較 してやや多い有症率と考えられている。

以上、国民全体では少なくとも約 800万人が気管支喘息に罹患 していると考

えられる。

○ アレルギー性鼻炎 口花粉症

花粉症は世界的に、特に先進国において増加 している。通年性ア レルギー性

鼻炎は、室内アレルゲン (ハウスダス ト、ダニ、ペッ ト、真菌など)が主な原

因であるが、季節性鼻ア レルギー、特に花粉症は花粉抗原が原因となるため、

国内でも地域差が大きい。2005年 に行われた ECRHSを 用いた全国疫学調査で

は、花粉症を含む鼻アレルギーの頻度は成人で 472%であった (厚生労働科

学研究 赤澤班 2010報告書 )。 2o10年 に行われた全国 Web調 査でも (対象 :

全国約 4万人の 20歳か ら44歳 の県庁所在地住民)、 472%で あった (厚生労

働科学研究 赤澤班 2011報告書 掲載予定 )。 全国の耳鼻科医とその家族にお

けるアレルギー性鼻炎有病率調査において、1998年 と 2008年 の比較では、ア

レルギー鼻炎全体は 29、 8%か ら 394%に増加、スギ花粉症 も 162%か ら

26:5%に 増加 しており、鼻アレルギー診療ガイ ドラインではその増加傾向が示

唆されている。(鼻アレルギT診療ガイ ドライン 2009)。 通年性鼻炎は若年層

に多く、一方、スギ花粉症は若年から中年層に幅広く認められるが、近年では

小児期の発症が目立っている。

以上、スギ花粉症を含むアレルギー性鼻炎は、国民の40%以上が罹患して

いると考えられ、今後も増加することが予想される。

○ ア トピー性皮膚炎

2000～ 2008年 において、保健所、小学校、大学における医師健診による有

ん2～
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症率調査が報告されている (ア トピー性皮膚炎治療ガイ ドライン 2008)。 そこ

では、4歳児が 12.80/0、 1歳半が 98%、 3歳児が 132%、 小学 1年生が 118%、

小学 6年生が 10.6%、 大学生が820/0で あつた。また成人では、20歳代が 940/0。

30歳代が 83%、 40歳代が 48%。 50～ 60歳代が 250/0で あつた。また重症度

では、学童から 30歳代までに中等症以上の比較的重症例がそれぞれの層で多

く (20%以上)含まれていた (ア トピー性皮膚炎治療ガイ ドライン 2008)。 小

学生においては年次推移が示されており、全学年におしヽて 1992年 と 2002年 と

の比較では、やや減少 してしヽた (ア レルギー疾患診断治療ガイ ドライン 2010)。

以上、国民の約 1害Jがア トピー性皮膚炎に罹患 していると考えられる。ただ

し、ア トピー性皮膚炎に対する大規模かつ詳細な研究、最新の報告はないため、

その推移に関 しては今後の検討課題である。

○ 食物アレルギー

食物アレルギーは原因抗原の種類あるいは加齢により耐性化するため有病

率 も各年齢で異なる。わが国の大規模有病率調査から、乳幼児有病率は5～

10%、 学童期は 1～ 2%と考 えられる。成人の大規模な調査はないため不明で

ある (ア レルギー疾患診断治療ガイ ドライン2010)。 近年は、全年齢層での重

症例の増加、成人での新規発症例が目立っている。

(工 )ア レルギー関連死

平成15年人口動態統計によると、アレルギー疾患に関連 した死亡者数は3,754

名で、そのうち「喘息」による死亡は3,701名 (986%)、 「スズメバチ、ジガ

バチおよびミツバチとの接触」による死亡は24名 (06%)、 「有害食物反応に

よるアナフィラキシーシヨック」による死亡は3名 (0_1%)で あつたが、平成

21年人口動態統計では、アレルギー疾患に関連した死亡者数は2,190名 であり、

「喘息」による死亡は2,139名 (97_6%)、 「スズメバチ、ジガバチおよびミツ

バチ との接触」による死亡は13名 (0.6%)、 「有害食物反応によるアナフィラ

キシーショック」による死亡は 4名 (0.2%)で あり、ア レルギー関連死は喘息

死を中心に減少傾向であつた。

イ 主なア レルギー疾患対策の経緯

(ア )厚生労働省におけるアレルギー疾患対策

厚生労働省においては、平成17年に、厚生科学審議会疾病対策部会 リウマチ 。ア

レルギー対策委員会においてア レルギー疾患対策の基本的方向性から、重点的に推

進すべき具体的施策に及ぶ幅広い事項について議論を重ね、取 りまとめられた「リ

ウマチ 。ア レルギー対策委員会報告書」等を踏まえ、「アレルギー疾患対策の方向

性等」 (平成17年 10月 31日 付け健疾発第1031002号 )を発出 し、国民に安心 。安全

な生活を提供できる社会づくりを目指 し、アレルギー疾患対策を総合的かつ体系的

～3～
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に推進 してきた。

○ 医療の提供等に関する取組等

○

平成18年度から、「喘息死ゼ回作戦」として地域における喘息死を減少させ

ることを目的に、平成22年度からは、対象疾患をリウマチ及びアレルギー疾患

に拡大 して、その新規患者数を減少させることを目的に、医療従事者の研修会

の開催等のリウマチ・アレルギー特別対策事業を実施 している。

質の保たれた均―な治療の普及のために、厚生労働科学研究費補助金などを

通 じて、関係学会等と連携 し、診療ガイ ドライン等を作成して医療機関等に配

布 している。

平成 8年から医療法上の標榜科としてアレルギー科を新たに定めた。平成14

年時点でのアレルギー科の標榜施設は病院と診療所を合わせて4,480施設、平

成20年時点では6,750施 設と増加 している。

情報提供 。相談体制の確保に関する取組等

厚生労働科学研究費補助金により、各種アレルギー疾患の自己管理手法につ

いてわかりやす く解説 したセルフケアマニュアルを作成し、ホームページ等を

通 じて、広く国民に情報を提供 している。

平成16年から厚生労働省のホームページ上に「リウマチ・アレルギー情報」

のページを開設し、正 しい情報の普及の強化に努めている。

(http://www.mhlw go.jp/new― infO/kobetu/kenkou/ryり machi/index.html)

免疫アレルギー疾患等予防 :治療研究推進事業においては、日本予防医学財

団に委託し国民を対象としたア レルギーシンポジウム を開催 している。

都道府県等の保健師等を対象にした「リウマチ・ア レルギー相談員養成研修

会」等を実施 し、地域における相談体制の確保促進を図っている。

平成19年から、アレルギー疾患に関する各種一般・専門情報の提供を行うと

ともに、電話相談等を通 じてアレルギー疾患患者やその家族の悩みや不安に

的確に対応することにより、その生活の一層の支援を図ることを目的に (財 )

日本予防医学協会に委託 し、「アレルギー相談センター事業」を (財)日 本予

防医学協会に委託 して実施 してし`る。

研究開発等の推進に関する取組等

厚生労働科学研究費補助金により、平成 4年度から、アレルギー疾患につい

てその病因口病態解明及び治療法の開発等に関する総合的な研究を実施してい

る。

平成12年 10月 に国立相模原病院 (現 (独 )国立病院機構相模原病院)に臨床

研究センターを開設 し、アレルギー疾患に関する臨床研究を進めている。さら

に、平成16年 3月 に研究協力協定を締結 し、それに基づき4月 から (独)理化

学研究所横浜研究所免疫・アレルギー科学総合研究センター との間でスギ花粉

○
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症のワクチン開発等の共同研究が実施されてしヽる。

○ その他の事項

。 食物アレルギー疾患を有する者の健康被害の発生を防止する観点から、アレ

ルギー物質を含む食品に関する表示について、アナフィラキシーをは じめとし

たアレルギー反応を惹起することが知られてしヽる物質を含む加工食品のうち、

特 に発症数、重篤度から勘案 して表示する必要性の高い小麦、そば、卵、享L及

び落花生の 5品 目を原材料とする加工食品につし`ては、これらを原材料として

含む旨を記載することを食品衛生法で義務づけている (平成13年か ら施行)。

さらに、平成20年から対象を拡大 してえび及びかにについても記載を義務づけ

てしヽる。また、その他アレルギーの発症が見られる20品 目につしヽても、法的な

義務は課されていないものの、ア レルギー疾患を有する者への情報提供の一環

と して、これ らの食品を原材料として含む旨を可能な限り表示するよう努める

よう、平成13年から推奨している。こうした制度を周知するため、パンフレッ

トやホームページ等を活用 した情報提供を行つている。

ロ エピネフリンは、その交感神経束1激作用により、気管支痙攣の治療や急性低

血圧・アナフィラキシーシヨックの補助治療等に世界中で使用されており、こ

れ を自己注射するための緊急処置キッ トとして、エピネフリン自己注射用キッ

トが開発されている。厚生労働省は、平成15年 、蜂毒に起因するアナフィラキ

シーショックの補助治療剤としての輸入承認を行い、平成17年 3月 、蜂毒に限

らず食物及び薬物等に起因するアナフィラキシーについて新規効能追加の承

認 を行い、医師が患者、保護者またはそれに代わ り得る適切な者に適切に指導

することを前提 とした使用が可能 となっている。

・ 社会問題化 している花粉症の諸問題について検討を行うため、文音F科学省、

厚生労働省、農林水産省、気象庁、環境省で構成する「花粉症に関する関係省

庁担当者連絡会議」を設置 し、適宜、必要な情報交換等を行 つている。

(イ )地方公共団体におけるアレルギー疾患対策

都道府県においては、アレルギー疾患対策は、地域の特性に応 じて自治事務 とし

て取 り組まれており、具体的には、住民に対する普及啓発や相談窓回の設置などの

取組が行われている。しかし、市町村や関係団体等との連携を図つているところが

少ないなど、各都道府県間の取組には格差があり、その対策は必ず しも十分なもの

にはなつていない。またt医療計画上ア レルギー疾患対策を定めているところは少

ない。

(ウ )ア レルギー疾患に関する専門医療等

医療の水準を高めること、患者や患者の家族から見て医療施設や医師個人の専門

を承知 して診療を受けられるようにすること、医療施設及び医師が本目互にその専門
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をす ぐ判るようにすること等に役立つことを目的として、昭和62年 10月 、日本アレ

ルギー学会によリアレルギー認定医制度が制定され、平成16年 11月 から専門医制

度に一本化 された。平成22年現在でア レルギー専門医は2,965名 (う ち指導医496

名)が認定 されている。日本アレルギー学会の認定施設数は、273施 設460科である。

また、ア レルギー疾患には、呼吸器領域、耳鼻咽喉科領域、皮膚科領域、小児科

領域等で診療される疾患が含まれてお り、それぞれの領域の専門医等もアレルギー

疾患の診療において重要な役割を担つてしヽる。平成22年現在での各学会認定の専門

医師数は、日本呼吸器学会が4,364名 、日本皮膚科学会が5,744名 、日本耳鼻咽喉科

学会が8,601名 、日本小児科学会が14,106名 である。

(工 )関係団体等による取組

日本医師会におしヽては、医師の生涯教育においてアレルギー疾患を取 り上げ、ま

た地域の医師会によっては、アレルギー疾患にかかる病診連携体制の構築に取 り組

むなど、医療体制の確保に資するための様々な取組が行われている。

日本ア レルギー学会等関連学会においては、前述の様な診療ガイ ドライン等の改

訂や、専門医 口指導医等の育成、疾患の病態解明や治療法の開発等の研究推進等の

取組を実施 している。

また、患者会等においては、患者目線での普及啓発として、患者 自己管理マニュ

アル策定への参画、患者間における相互協力・患者相談の実施、国を含めた公共団

体等での体験講演などの活動が行われている。

(2)ア レルギー疾患対策における課題

我が国においては以上のようなアレルギー疾患対策を実施 し、欧米のアレルギー診療

水準との格差はないが、患者への医療の提供等について、患者の二―ズに対応できてい

ない部分があ り、課題を残 しているといえる。

ア 医療の提供等に関する課題

○ 体系的・計画的な医療の提供について

アレルギー診療の可能な医療機関の立地については地域により様々であるが、そ

の実情や在 り方について、地域において体系立てて計画的に把握されていないのが

現状である。

アレルギー疾患に係る専門医としては、アレルギー専門医のほか、呼吸器内科専

門医、耳鼻咽喉科専門医、皮膚科専門医、小児科専門医等が考えられるが、地域に

おける医療を体系的・計画的に提供するためには、それらの医師がそれぞれの地域
にどの程度いるか、専門医のいる医療機関がどの程度あるかを把握することも重要
であるが、現状では必ずしも十分に把握できていない。

○ 早期診断 。早期治療について

患者の重症化を防ぐためには早期診断、早期治療が重要であるが、そのためには
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発症早期の患者や軽症の患者を診療する可能性が高い、地域の医療機関の医師にお

けるア レルギー疾患管理能力の向上が重要である。

○ 多診療科との連携や医師の資質について

ア レルギー疾患の標的となる臓器は多岐にわたり、乳幼児期から高齢期まで全年

齢層が罹患する疾患群であるので、ア レルギー診療には幅広い知識が必要となるが、

現在 |ま 各診療科が縦割 りでそれぞれの診療を行つてしヽる場合が多いため、診療科間

における医療連携の構築がなされていないと指摘されている。

また、ア レルギー専門医以外のかか りつけ医によるア レルギー疾患の診療におしヽ

ては、必ず しも最新の診療ガイ ドラインに基づいた標準的な治療がなされていない

場合もあるとの指摘もある。

○ ア レルギー疾患に関連 した死亡について

人口動態統計調査によるア レルギー疾患に関連した死亡は、他の死亡原因に比較

して大幅に減少を認めており、疾患対策としては奏功 している分野であると指摘さ

れている。

しか し、前述のとおり、依然として喘息を原因として死亡する患者は平成21年の

人 口動態調査において、2,139名 おり、適切な治療により死に至ることを防 ぐこと

が可有しな疾患である喘息及び喘息死に対する積極的な取組は、今後とも必要である。

近年の喘息死の原因としては、喘息診療に対する患者の認識不足や不定期受診等、

患者側の要因が大きいとされている。その一方、診療側については、診療ガイ ドラ

インに基づいた継続的かつ計画的な治療管理が喘息死を有意に減少させるとされ

ているが、ガイ ドラインの普及は十分といえず、高齢者介護施設等の入所施設にお

しヽて吸入ステロイ ド薬が普及 していないなどの指摘もある。

イ 1青報提供・相談体制の確保に関する課題

○ 自己管理に資する情報提供について

。 ア レルギー疾患については、抗原回避等の生活環境や生活習1貫の改善、日常に

おける服薬等の疾患管理、疾患状態の客観的自己評価及び救急時対応の手法等に

ついて自ら習得 し管理することで、QOLの 向上を図ることができる。そのため、

厚生労働省においては、患者の自己管理マニュアル等の作成 口普及に努めてき

たが、現時点では必ず しもこういつた内容を踏まえた適切な疾患管理が患者自身

によつて十分に行われておらず、その普及の在り方には課題を残 している。

ロ ア レルギー疾患の治療においては、炎症を抑える薬物を長期投与することが多

く、ステロイ ド薬等の長期投与に伴 う副作用に対する留意は必要である。しか し、

過度に副作用に対する懸念を抱 くことにより、診療ガイ ドラインに基づいたステ

ロイ ド薬の適切な使用による治療をも忌避 してしまう患者やその家族も少なく

ないとの指摘がある。そのため、国等の公共団体及び日本医師会、関係学会等の
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関連団体においては、患者やその家族に対 して、適切な情報を適切な手段で提供

することにより、患者やその家族が安心して最新の知見に基づく適切な医療を享

受する機会を逸さない様にするための取組を行 うとともに、薬剤の副作用につい

て正 しい知識を普及することにより、患者が薬剤の副作用発現に早期に気づき、

合併症を併発し、より重篤な状態となることを避けることが重要である。

○ 情報提供の在り方について

インターネットの普及等により、患者自らがアレルギー疾患に関する各種の情報
を入手できるようになった。しかし、同時にいわゆる医療ビジネスや民間療法に関
する情報も普及し、中には健康に悪影響を及ぼす誤った情報や、不適切な情報等も
あり、国民にとって正ししヽ情報を取捨選択することが困難な状況にある。そのため、
国民からは、正しい情報をさらに積極的に提供してほしいとの要望もなされている。

○ 相談体制の在り方について

個人差はあるものの、アレルギー疾患患者は長期的にQOLを損なう場合があり、
また患者やその家族にも心理的負担がかかるとの指摘もあるため、アレルギー疾患
を管理する上ではカウンセリジグ等の心理的支援にも留意した適切な相談体制が
必要である。

また、国において実施している相談員養成研修会においては、アレルギー疾患に
関する適切な情報を地方公共団体に所属する保健師等に提供する等により、相談員
の養成に努めているところであるが、参加 した保健師等からは担当部署の異動等に

より、養成研修会での経験が必ずしも活用されていないとの指摘 もある。

地方公共団体における相談業務を始めとしたアレルギー疾患に関する対策が講
じられている地域とそうでない地域とでは、喘息死の比率等にも差が生じている可

能性も否定できないとの指摘もある。

ウ 研究開発及び医薬品等開発の推進に関する課題

○ 患者の実態把握について

国において対策を講じる上で必要なアレルギT疾患の罹患率や有症率等の実態
についての調査が必ずしも十分ではないとの指摘もある。

○ 予防法・根治的治療法が未確立であることについて

アレルギー疾患に関する研究の成果として、徐々に発症機序、悪化因子等の解明
が進みつつあるが、その免疫システム・病態はいまだ十分に解明されていなし`ため、
アレルギー疾患に対する完全な予防法や根治的治療法がなく、治療の中心は抗原回
避をはじめとした生活環境確保と抗炎症剤等の薬物療法による長期的な対症療法
となっているのが現状である。免疫アレルギー疾患に関する我が国の基礎研究は世
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2 今後のア レルギー疾患対策につしヽて

(1)ア レルギー疾患対策の基本的方向性

ア 今後のア レルギー疾患対策の目標

○ 最終的目標

国のア レルギー疾患対策の最終的な目標としては、アレルギー疾患に関して、予

防法及び根治的治療法を確立することにより、さらに国民の安心 口安全な生活の実

現を図ることにある。しかしなが ら、現時点において、最終的な目標を達成するた

めには、長期的な研究による成果が必要である。一方、従来実施されてきたアレル

ギー疾患対策によっても、先に述べたような医療の提供等に関する課題、情報提

供。相言炎体制の確保に関する課題及び研究開発等の推進に関する課題が指摘されて

おり、まずはこれらの問題の解決に向けて、当面の目標を定め、アレルギー疾患対

策を効果的に講 じる必要がある。

○ 当面の目標

当面の目標としては、アレルギー疾患を「自己管理可能な疾患」にすることによ

り、一層対策を推進することを目指すべきである。このため、身近なかかりうけ医

を始めとした医療関係者等の支援の下、患者及びその家族が必要な医療情報を得る

ことや相談を受けることによって、治療法を正 しく理解 し、生活環境を改善 し、ま

た自分の疾患状態を客観的に評価する等の自己管理を的確に行えるような環境を

整えることが不可欠である。

イ 国と地方公共団体との適切な役割分担 と連携体制の確立

上記ア レルギー疾患対策の目標が達成されるためには、国と地方公共団体、関係団

体等との役割分担及び連携が重要となる。国と地方公共団体の役割分担については、

アレルギー疾患の特性及び医療制度の趣旨等を考慮すれば、基本的には、都道府県は、

適切な医療体制の確保を図るとともに、市町村と連携 しつつ地域における正しい情報

の普及啓発を行うことが必要である。一方、国は地方公共団体が適切な施策を進める

ことができるよう、先進的な研究を実施 しその成果を普及する等の技術的支援を行 う

必要がある。また、このような行政における役割分担の下、厚生労働省は患者団体、

日本医師会、日本アレルギー学会、日本小児科学会等関係団体並びに関係省庁と連携

してア レルギー疾患対策を推進 していくことが必要である。

ウ 当面の方向性

○ 医療の提供等

ア レルギー疾患の多様性に鑑み、かかりつけ医と専門医療機関間のみならず、か

か りつけ医間、専門医療機関間における円滑な医療連携体制の確保を図る。医療連

携体制において中心的役割を負う、かかりつけ医が担うべき役割 を明確化し、診療
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ガイ ドラインの普及及び診療ガイ ドラインに基づいた適切な治療を行 う上での基

本的診療技術 (日 常診療上、必要不可欠で適切な技能や知識を指す。)の習得を推

進するとともに、各医療職種の人材育成の推進を図り、アレルギー疾患患者に統一

的、標準的な治療が提供できる体制の確保を目標とする。

○ 情報提供 口相談体制の確保

国及び地方公共団体は、患者を取 り巻 く生活環境等の改善を図るため、アレルギ

ー疾患 を自己管理する手法等の普及・啓発を図るとともに、関係団体や関連学会等

と連携 し、その手法等の普及啓発体制の確保を図る。

○ 研究開発及び医薬品等開発の推進

難治性アレルギー疾患に対する予防、治療方法の開発とその普及に資する研究を

推進す るとともに、適切な医療が提供できる医療体制の確保に資する研究を推進す

る。

(2)ア レルギー疾患対策の具体的方策

今後の目標を達成するため、重点的に取 り組むべき具体的方策は以下のとおりである。

ア 医療の提供等

(ア )ア レルギー疾患に必要な医療体制の確立

○ かか りつけ医を中心とした医療体制

日 国においては、アレルギー疾患に係る医療体制を確保するため、日本医師会

等医療関係団体や関係学会等と連携 して、診療ガイ ドラインの改訂及びその普

及を図ることにより、地域における診療の質の更なる向上を図る。また、地域

におけるアレルギー疾患対策の医療提供体制の在 り方としては、何 らかのア レ

ルギニ疾患に罹患する患者が非常に多く、全ての患者を専門医が診 ることは現

実的でないため、安定時には身近なかか りつけ医が対応することが望ましく、'

かか りつけ医の診療の質をさらに向上させることが望まれる。そのためには、

かか りつけ医が担う診療において必要な技能や知識等を明確化 し、その基本的

診療技術の習得を推進 していく必要がある。

・ 都道府県においては、上記のような国の取組や医療計画等を活用 して、地域

の実情に応 じたアレルギー疾患に関する医療提供体制の確保を図ることが求

められる。また、適切な地域医療を確保する観点から、地域保健医療協議会等

を通 じて関係機関との連携を十分図る必要がある。

なお、地域医療に求められる医療連携体制の例 としては、以下のようなもの

が考えられる。

病状の安定 している時期には、身近なかかりつけ医が診療に当たるが、重症

難治例に対 しては専門的な対応が必要である。そのため、アレルギー疾患に対
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する専門的。集学的な対応が可能な医療機関を地域ごとに確保することが必要

である。このような専門医療機関は、少な くとも都道府県に コカ所程度は確保

することが望まれる。なお、専門医療機関に求められる診療体制とは、アレル

ギー疾患の急性増悪期に対する適切な対応が可能であるとともに、標準的な治

療による疾患管理が困難な、いわゆる難治性のアレルギー疾患に対する専門的

な診療に習熟 した医師を有 していることを指す。このような専門医療機関は限

られていることから、専門医療機関等が互 しヽに支援できるような、専門医療機

関間での連携も重要と考えられる。

また、アレルギー疾患では、喘息の重積発作や大発作、重症感染症を併発 し

てしヽる状態あるいはアナフィラキシーショックのような、緊急を要する病態を

来す可能性もあることから、救急時対応を行う救急病院においても、アレルギ

ー疾患の緊急時対応を適切に行える医師力酒己備されていることが望まれる。
'身 近なかか りつけ医においては、一次医療機関での対応が可能な症例であっ

ても、診療科の違い等により、必ず しも最新の診療ガイ ドラインに基づいた基

本的診療技術を習得 しているとは限らないため、診療科の異なる診療所間等に

おいてt適切に患者を紹介 し合う等の連携体制を構築することが望まれる。
'壮 年期における喘息死患者の多くが不定期受診に起因していることを鑑み、

不定期受診により病状が重 くなつて受診 した患者であっても、可能な限り標準

的・統一的む治療が提供されるよう、地域において診療カルテの共有化を図る、

薬局間での連携や情報の共有化を図る、患者カー ドの所持をより啓発するなど

の、地域における標準的・統=的な治療の普及に資する取組にも期待 したい。
'診 療ガイ ドラインに基づいた標準的な医療を提供するに当たっては、医師の

みならず、看護師や薬剤師、管理栄養士等の果たすべき役割も大きいことから、

医療従事者間における相互の密接な連携も重要である。その具体的な在 り方に

ついては、その地域事情によって大きく異なることが考えられるが、それぞれ

の地域の特性を活用 した取組は、地方公共団体や地域の関係団体等との間でも

検討されることが望ましい。

・ アレルギー疾患患者において炎症を抑える薬物を長期投与することが多く、

ステロイ ド薬等の長期投与に伴う副作用に対する留意は必要である。疾患の重

症化等を防 ぐためには、診療ガイ ドラインに基づいたステ回イ ド薬の適切な使

用による治療が重要であり、患者やその家族に対 して、薬剤の薬効、用法・用

量そして副作用など適切な情報を適切な手段で提供することが必要である。そ

のためにも地域薬局薬剤師の活用も検討することが望ましい。
・ アレルギニ疾患患者において炎症を抑える薬物を長期投与することが多く、

ステロイ ド薬等の長期投与に伴う副作用に対する留意は必要である。疾患の重

症化等を防 ぐためには、診療ガイ ドラインに基づいたステロイ ド薬の適切な使

用による治療が重要であり、患者やその家族に対 して、薬剤の薬効、用法 口用

量そして副作用など適切な情報を適切な手段で提供することが必要である。そ
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のためにも地域薬局薬剤師の活用も検討することが望ましい。

○ 喘息死等を予防する医療体制 :「喘息死ゼロ作戦」の推進

近年着実に減少傾向にある喘息死の今なお残る原因として、患者倶1の 喘息診療

に対する認識不足や不定期受診等の問題、診療倶1の 診療ガイ ドラインに基づいた

標準的かつ計画的な治療管理が行われてないなどの問題が従前から指摘されて

いる。これらの問題を総合的に解消 していくため、地域において診療所等と専門

医療機関、救急病院とが連携 し、患者教育を含む適切な治療方法の普及と患者力

― ドを常に携帯 してもらうことによる医師一患者間の情報共有等を図ることヘ

のよ リー層の取組が重要である。

なお、救急病院は、基本的には、二次医療圏単位で確保されることが望まししヽ。

当該病院に求められる要件としては、高度、大規模な医療機器を備えている必要

はな く、アレルギー専門の医師の確保がなされていれば足 りると考えられている。

喘息死ゼロを目指 した取組の主な内容は以下のとお りである。

かかりつけ医への診療ガイ ドライン等に基づいた基本的診療技術の普及

患者カー ド携帯、喘息 日誌の活用等による患者の自己管理の徹底

救急時対応等における病診連携の構築

医療従事者間の密接な連携体制の確立

吸入療法を確実に行えるようにするための体制整備

(イ )人材育成

○ ア レルギー疾患の基本的診療技術を習得したかか りつけ医の育成

1 国においては、診療ガイ ドラインに基づく治療を行 うことにより、患者のQ
OLを向上させ、効率的かつ適切な医療の提供を促進できることから、日本医

師会等医療関係団体や関係学会等と連携して、診療ガイ ドライン等の普及を図

りつつ、最新の医学的知見に基づいた診療ガイ ドライン等の改訂を推進する必

要がある。また、身近なかかりつけ医が日常診療において必要な、アレルギー

疾患の基本的診療技術を取 りまとめ、その普及を図ることも重要である。

日 医学教育においては、全国の医科大学 (医学部)の教育プログラムの指針と

なる「医学教育モデル・コア・カリキュラム」において、「アレルギー疾患の

特徴とその発症を概説できる」「アナフィラキシーの症候、診断と治療を説明

できる」「薬物アレルギーを概説できる」などの到達目標を掲げていることか

ら、各大学においては、これに基づいた教育カリキュラムを策定し、その充実

を図ることが必要である。

・ 臨床研修においても、現在、経験目標の 1疾患としてアレルギー疾患が取 り

上げられており、救急対応等を始めとしたプライマリケアの基本的診療能力と

してその正しい知識及び技術の修得に資するものである。臨床研修を受けてしヽ

※
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る医師は自らア レルギー疾患 (喘息発作やアナフィラキシーショック等)の診

療について経験することが必要である。

日本 医師会が実施 している医師の生涯教育において、アレルギー疾患の基本

的診療技術を習得するためのア レルギー疾患に係る教育が充実 されることを

望みたい。

小児アレルギー診療に携わることができる人材の育成について、日本小児科

学会の取組等も望まれる。

○ アレルギー専門の医師の育成
。 ア レルギー疾患に対する診療の全国的な質の向上を図るためには、それぞれ

の地域にアレルギー専門医又は各アレルギー疾患のそれぞれの診療科 (呼吸器

科、耳鼻咽喉科、皮膚科、小児科等)の専門医が十分にいることも必要であり、

かつそのような情報が適切に更新・公開されることが望まれる。関係学会にお

いては、各アレルギー疾患を専門的に診療できる医師の適切な育成に対する取

組にも期待したい。

・ ア レルギー疾患の専門的な診療においては、全身的な管理を要すること、全

年齢層を対象とすることとなる場合も多いため、総合的なア レルギー疾患専門

の医師の存在は重要と考えられ、関係学会においてそのような専門の医師の育

成について、その備えるべき技能や具体的な育成の方法等について検討すると

ともに、適切な技能を備えた専門医師の育成がなされることが望まれる。

○ 医師以外の医療従事者の育成

保健師、看護師、薬剤師及び管理栄養士等においても、アレルギー疾患患者に

適切に対応できるよう、知識 。技能を高めておく必要がある。

保健師、看護師については日本看護協会等の研修において、急性増悪期の看

護をは じめ、患者の療養指導および相談対応など看護職に期待される役割を発揮

するよう、今後ともよリー層アレルギニ疾患に係る教育が充実されることが望ま

しい。

薬剤師については、全国の薬学大学の教育プログラムの指針となる「薬学教育

モデル・コアカリキュラム」において、「アレルギーの代表的な治療薬を挙1ず、

作業機序、臨床応用、及び主な副作用について説明できる。」「代表的なアレル

ギー・免疫疾患に関する疾患を挙げることができる。」「気管支喘息、ア トピー

性皮膚炎、アナフィラキシーショックなどの病態生理、適切な治療薬、およびそ

の使用上の注意について説明できる」などの到達目標を揚げていることから、各

大学におぃては、これに基づいた教育カリキュラムを策定し、その充実を図るこ

とが必要である。

アレルギー疾患の患者に対する適切な投薬管理や投与法の指導も、患者の症状

安定やその自己管理において非常に重要であるため、薬剤師の服薬指導等の資質
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4

5

6

7

の向上に資するような研修会等の取組が推進されることにも期待 したしヽ。

さらに、ア レルギー疾患にはアナフィラキシーを含む食物ア レルギーもあ り、

個々の患者ごとに適正な食物除去が行われることが重要であることから、管理栄

養士及び栄養士についても、アレルギー疾患患者の栄養管理に十分対応できるよ

う、日本栄養士会の研修等において今後よリー層アレルギー疾患に係る教育が充

実されることが望ま ししヽ。

8   (ウ )専門情報の提供

9      国は、アレルギー疾患に関する研究成果等を踏まえた専門的な医学情報につしヽて

lo     は、関係学会等 と協力 して必要な情報提供体制の確保を図る。また、専門医療機

11     関等か らの相談に対応できるよう、国立病院機構相模原病院の臨床研究センター

12     の相談窓口についても引き続き活用されることが望まれる。

13

14   イ 情報提供 口相談体制の確保

15   (ア )自 己管理に資する情報提供の促進

16     0 ア レルギー疾患については、患者及びその家族により次に揚げる事項を行 うこ

17      とにより、自己管理することが望まれる。

18      例 生活環境改善 (食物・住環境等に関する抗原回避、禁煙等 )

19        罹患 している疾患とその治療法の正 しい把握

20        疾患状態の客観的な自己評価

21        救急時対応等

22

23     0 国は、日本アレルギー学会等と連携 し、上記内容について厚生労働科学研究に

24      おいて作成された患者の自己管理マニュアル等を用いて、自己管理手法を積極的

25      に普及 し、患者及び患者家族が有効に活用できるように努める。

26       このような国の取組を踏まえ、都道府県等においては、都道府県医師会や関係

27      学会等と連携 して研修会を実施する等 して、保育所 口学校 (PTA等 )・ 職域 。

28      地域等における自己管理手法の普及を図ることが求められる。

29       また、市町村においては、都道府県等と同様の取組が期待され、乳幼児健診等

30      における保健指導等の場を効果的に活用 し、ア レルギー疾患の早期発見及び自己

31      管理手法の普及等を図ることが求められる。

32       さらに、学校・保育所等においては、保護者等と十分連携をとり、児童のア レ

33      ルギー疾患の状況を把握 して健康の維持 日向上を図ることが望ましい。

34       医療従事者においては、自己管理手法の普及について正 しく認識 し、医療機関

35      や薬局等において、看護師や薬剤師、管理栄養士等と医師との密接な連携のもと、

36      適切な指導が実践されることが重要である。

37

38   (イ )効果的 口効率的な情報提供

～15～



1

2

3

Z

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

135

36

37

38

○ 国民及び患者にとって必要なアレルギー疾患に関する主な情報としては、以下

のものが挙げられる。

例 アレルギー疾患に関する一般疾病情報 (病因 。病態・疫学等 )

生活環境等に関する情報 (患者の適切な生活環境確保に必要な情報等 )

適切な治療や薬剤に関する情報

最新の研究成果等に基づいた、適切な診療に関する情報

医療機関及びサービスの選択にかかる適切な情報

○ 上記の情報を効果的かつ効率的に普及するためには、ホームページのみならず、

バンフレッ ト等も活用するなど効果的かつ効率的な情報提供が必要である。

国においては、適宜、関係団体や関係学会等と連携 し、ホームページやパンフ

レッ ト等を活用 して、最新の研究成果を含む疾病情報や診療情報等を都道府県等

や医療従事者等に対 して提供する。また、免疫アレルギー等予防 。治療研究推進

事業において実施されるリウマチ 。アレルギーシンポジウムにより、アレルギー

疾患に関する上記の情報を国民に広 く啓発することが重要である。

地方公共団体においては、国等の発信する情報や、リウマチ・アレルギー特別

対策事業を活用するほか、それぞれの地域医師会等の協力を得ながら、住民が適

切な医療機関等を選択するための情報を住民に対 して提供することが望
'ま

しい。

○ その他の事項として、下記のような取組が求められる。

・ 国は、アレルギー物質を含む食品に関する表示については、科学的知見の進

展等を踏まえ、表示項目や表示方法等の見直 しを検討 していく。
日 日本ア レルギー学会が、近年、学術団体としての法人格を得て資格名を広告

することが可能となつたア レルギー専門医等についても、各臓器別疾患分野

の専門医と併せて、その普及に努めていく必要がある。

・ 未就学児童をもつ保護者へのア レルギー疾患に関する情報提供は、乳幼児期

がアレルギー疾患の好発年齢であることから特に重要である。そのひとつとし

て、市町村は、保育所等を通 じて、食を通 じた子どもの健全育成 (いわゆる「食

育」)に関する取組の中で、食物アレルギーのある子どもについても対応を進

めていくことが望ましい。なお、食育推進基本計画においては、「学校給食の

充実」に関連 して:「栄養教諭を中心として、食物アレルギー等への対応を推

進する。」と記載されている。

(ウ )多様な相談体制の確保・充実

○ 国は、地域ごとの相談レベルに格差が生 じないよう、全国共通の相談員養成研

修 プログラムを作成し、「リウマチ・アレルギー相談員養成研修会」のよりT層
の充実を図るものとする。 |

また、 (財 )日本予防医学協会において実施されている、アレルギニ相談セン
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ター事業が活用されるよう、その周知に努めるべきである。

○ 地方公共団体は、このような国の取組を踏まえ、都道府県においては体系的な

ア レルギー相談体制の構築、具体的には、一般的な健康相談等は市町村において

実施 し、標準的な治療方法等に関するより専門的な相談につしヽては都道府県、保

健所において実施する等を検討 し実施することが望ましい。

○ 都道府県や保健所においては、地域医師会、看護協会、栄養士会等と連携 し、

個々の住民の相談対応のみならず、市町村からの相談や地域での学校等における

ア レルギー疾患対策の取組への助言等の支援が期待される。

○ 患者会等における相談窓回等も、特に、経験者の体験を基にした福祉的倶1面等

の相談など、相談者のニーズに対応することが可能であり、広 く活用されること

が期待される。

ウ 研究開発及び医薬品等開発の推進

(ア )効果的かつ効率的な研究推進体制の構築

○ 研究企画・実施 。評価体制の構築に際 し、明確な目標設定、適切な研究評価等

を行 うことにより、アレルギー疾患に関する研究をより戦略的に実施 し、得 られ

た成果がより効果的に臨床応用されることが重要である。

○ 国は、政策的課題に関連するテーマも勘案 した上で、適切に公募課題に反映さ

せるとともに、研究課題の採択に当たっては免疫アレルギー疾患等予防 “治療研

究事業の中でテーマの類似 している研究課題の統廃合を図ることが必要である。

なお、国が進めるべき研究課題は、民間企業や医療機関と国との役害Jを認識 しな

が ら、研究事業の評価委員会の意見を踏まえ、課題の決定を行う。

○ 治療効果も含めたアレルギー疾患患者の動向を適切に把握することは、単に疾

病統計という視点のみならず、病因、病態、診断、治療、予後等の研究を効果的

かつ効率的に進める上で重要であることから、継続的かつ汎用性の高い患者デー

タベース等の構築も重要である。

また、小児に特化 した調査としては、同一客体を長年にわたって追跡調査する

「21世紀出生児縦断調査」が平成13年 度か ら実施されているところであり、喘息、

ア トピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎 。結膜炎、食物アレルギーの有病率につい
: 

て調査 している。本調査結果も、小児アレルギーの実態を把握する上での有用な

疫学情報のひとつであると考えられ、国は調査結果の積極的な活用につしヽて検討

する。
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(イ )研究目標の明確化

○ 当面成果を達成すべき研究分野

これまで得られた5JT究成果等を踏まえ、今後よリアレルギー疾患診療の医療の
均てん化や医療水準の向上に資するような研究成果を得 られるよ う、特に次の研

究分野を重点的に推進 してい く。
。 アレルギー疾患において、現行の標準的な治療方法による疾患管理が困難な、

あるしヽは不十分ないわゆる「難治性ア レルギー疾患」患者に対する有効な治療

方法の開発を最優先の目標とする。そのため、関係学会等と連携 し、治療の安

全性は当然担保 しつつ、より高い有効性が期待される治療方法 を開発すること

を目標とする。
口 喘息死の中心を占める高齢者喘息の実態把握やその管理手法の確立に関する

研究、不定期受診に起因する喘息死患者の抑止の方法の開発やその普及と定着

に資する研究も推進する。

・ 国は、これ らの研究から得られる成果や、成果に基づいた国等への施策提案

を踏まえ、科学的根拠に基づいた正 しい医学的知見の、かかりつけ医等への普

及を図 り、国民が必要とする適切な治療を等 しく享受できるような医療体制の

確保に資することを目指すべきである。

○ 長期目標を持って達成すべき研究分野
・ 長期目標として、アレルギー疾患の予防法と根治的治療法を開発するため、

アレルギー疾患の病態・免疫システム解析と病因解明を行い、その成果に基づ

くアレルギー疾患に対する根本的な治療法を開発することを目指す。

(ウ )医薬品等の開発促進等

○ 新 しい医薬品等の薬事法上の承認に当たっては、国は適切な外国のデータがあ

ればそれ らも活用しつつ、適切に対応する。

O 国においては、優れた医薬品等がより早 く患者の元に届 くよう治験環境の整備

に努める。特に小児に係る医薬品等については対応が十分とはいえないため、小

児に係る臨床研究の推進を図ることが望ましい。

(3)施策の評価等

国においては、適宜、有識者の意見等を聞きつつ、日標を定めて国が実施する重要な

施策の実施状況等について評価する。また、地方公共団体の実施する施策を把握するこ

とで、より的確かつ総合的なアレルギー疾患対策を講 じていくことが重要である。

また、地方公共団体においても国の施策を踏まえ、国や関係団体等との連携を図 り、

施策を効果的に実施するとともに、主要な施策について政策評価を行うことが望ま しい。

～18～



参考資料 1

リウマチ・アレルギー対策委員会の開催要項

1 開催 目

○ リウマチ及び気管支喘息、アトピー性皮膚炎、花粉症等の免疫アレルギー疾患は、

長期にわたり著しく生活に支障を来す等、国民の健康上重要な問題となっている。こ

のため、平成 17年にリウマチ対策及びアレルギー疾患対策を総合的口体系的に実施

するべくその方向性等を報告書にまとめ、リウマチ・アレルギー対策を実施してきた。

○ 近年の医療水準の向上や社会背景の変化等を踏まえ、より効果的な対策を検討す

るため、厚生科学審議会疾病対策部会リウマチ・アレルギー対策委員会 (以 下「委員

会」という。)を 開催する。

リウマチ・アレルギー対策委員会の役

○ 委員会は、 リウマチ対策及びア レルギー疾患:対 策についての有識者により、こ

れまでのリウマチ対策及びアレルギー疾患対策の評価を行うとともに、今後のリウマ

チ及びアレルギー疾患の対策の方向性及び具体的方策を検討 し、報告書 を策定す

る。

構成及び事務局

○ 委員会に参集を求める有識者は、リウマチ対策及びアレルギー疾患対策に精通した

学識を有する者とし、15名 以内で構成するものとする。

○ 会議の庶務は、健康局疾病対策課において処理する。

○ 委員会の開催に関 して必要 な事項は、委員長が定める。

作業班の設

○ 委員会の下に、リウマチ対策及びアレルギー疾患対策それぞれについて、リウマ

チ対策作業班及びアレルギー疾患対策作業班を設ける。



ア レル ギ ー 疾 患 対 策 作 業 班 開 催 要 項

(目 的 )

第 1条  アレル ギー疾患対策作 業班 (以 下「作業班」という。)は 、厚生科学審議会疾病対

策部会 リウマチ・アレルギー対策委員会 (以 下「委員会」という。)が参集を求めるアレルギ

ー疾 患対策の有 識者 により、厚 生労働省におけるアレルギー疾患対策について専門的な

検討を行うことを目的として開催する。

(検 討事項 )

第 2条  作業班 は、アレルギー疾患対策を総合的・体系的に実施するため、これまでのア

レルギー疾患対 策の評価を行うとともに、今後のアレルギー疾患対策の方向性及び具 体

的な方策を整理 し、委員会に報告する。

(作 業班の構成 )

第 3条  作業班 に参集を求める有識者は 15名 以内で構成し、アレルギー疾患対策に精通

した学識を有す るものとする。

(班 長の指名 )

第 4条  作業班 に班長を置く。班長は、作業班班員の中から互選により選出する。

(会 議の公開 )

第 5条  作業班 の会議は公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護に支障

を及ぼすおそれ がある場合又は知的財産権その他の個人若しくは団体の権利利益が不 当

に侵害されるおそれがある場合には、班長は、会議を非公開とすることができる。

2 班長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置をと

ることができる。

(議事録 )

第 6条  作業班 における議事に関して次の事項を議事録として記録するものとする。

一 会議の 日時及び場所

二 出席した作業班班員の氏名

三 議事となつた事項

2 議事録は公 開とする。ただし、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合 又

は知的財産権その他の個人若 しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれが ある

場合は、班長は、議事録の全部又は一部を非公開とすることができる。

3 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、班長は、非公開と

した部分について議事要 旨を作成し、これを公開しなければならない。



(作 業班の庶務 )

第 7条  作業班の庶務は、厚生労働省健康局疾病対策課において総括し、及び処理する。

(雑 則 )

第 8条  この開催要項に定めるほか、作業班の運営に関し必要な事項は、班長が定める。



アレルギー疾患対策
現状、評価、課題

平成22年 12月 9日

(独 )国立病院機構相模原病院

統括診療部外来部長

谷口 正実

小児アレルギー疾 患 (AR,AD,BA)の
1992年と2002年のそれぞれの学年別有症率の推移

‐ここ10年で小学生のアレルギー性鼻炎:30%増加、
アトピー皮膚炎:減少、気管支喘息:40%増加
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アレルギー疾患対策
現状、評価、課題

アレルギー疾患患者数の変化

重症例、死亡例、入院数の変化

医療費の変化

過去の対策の効果

患者からの要望

過去5年間の活動内容

今後の課題、今後行うべきこと

成人喘息は最近10年で約2倍の増加
健保組合レセプト調査(環境保全機構研究)と藤枝住民調査 (厚生科学赤澤班の1部)から
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アレルギー疾患 診断・治療ガイドライン2010より



全国の耳鼻科医とその家族における
アレルギー性鼻炎有病率 1998年と2008年の比較

アレルギー疾患 診断・治療ガイドライン2010よ り

小括①
二有病率と最近10年での変化一

日本人一般成人(20‐44歳 )における喘息、鼻アレルギー有症率
2006年全国一般住民調査(厚生科学赤澤班)よ り(Fukummiet J lAA1 2010}

男性 女性 全体

最近12か 月の喘鳴
(=喘息有症率)

医師により確認された
現在の喘息
(=喘息有病率)

花粉症を含む鼻アレルギー

9.896      9,0`ん

5.2%

45.30/0

5.6%

48.90/0

アレルギー疾患対策
現状、評価、課題

アレルギー疾患患者数の変化
重症例t死亡例、入院数の変化

医療費の変化

過去の対策の効果

患者からの要望

過去5年間の活動内容

今後の課題、今後行うべきこと
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5.4%

47.20/0

現在の有病率 10年での増加率

小児喘息 約10%～ 2倍

成人喘息 5～ 6% 3倍 (?)

花粉症+鼻アレル
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小児アトピー性皮
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年齢階級喘息死亡数男女別 (2009年 )

喘息死の85%以上は60歳以上である

アレルギー疾患 診断・治療ガイドライン2010よ り

年齢別喘息死亡率の年次推移
高齢者だけでなく30歳 以上の喘息死の減少は不十分である

小児 (0～ 19歳 )喘息死の推移
19歳以下の喘息死はここ数年著明に減少した

アレルギー疾患 診断・治療ガイドライン2010より アレルギー疾患 診断・治療ガイドライン2010よ り



【国立病院機構相模原病院における成人喘息(大 )発作入院数】

成人喘息入院、大発作入院も10年で1/3に減少
{n)
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全国国立病院機構病院24施設に通院中の成人喘息患者2524例に
おける1995年 と2006年における生涯喘息入院回数の変化

‐~発
作入院の既往がない患者が半数以上となつた

2006年 の頻度は1995年の年齢・性別分布によつて標準化
(福冨友馬ら 2010 アレルギー学会誌)

アレルギー疾患対策
現状、評価、課題

アレルギー疾患患者数の変化
重症例、死亡例、入院数の変化

医療費の変化

過去の対策の効果

患者からの要望

過去5年間の活動内容

今後の課題、今後行うべきこと
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小括②
院、死亡数の変化と課題

ここ10年で喘息入院数1/3へ、発作死1/2以下ヘ

喘息死の残された課題
一国際的には十分に低率とはいえない

★★ 高齢者喘息死 (合併症 ?喘息 ?)

★ 青壮年喘息死 (不定期通院例が主体 )

一今後、喘息有病率増加に併せて喘息死亡者数も低下しない?

重症例難治例の残存 (医療費の多くを占める)

一乳幼児喘息

一成人難治性喘息(頻度は5%以下、しかし喘息医療費全体の
50%以上を占めるとされる)

一成人アトピァ性皮膚炎
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アレルギー疾患対策

現状、評価、課題

アレルギー疾患患者数の変化

重症例、死亡例、入院数の変化

医療費の変化

過去の対策の効果

患者からの要望

過去5年間の活動内容

今後の課題、今後行うべきこと

喘息患者一人当たりの年間総喘息医療費
(某健康保険組合加入者約8万人調査:環境保全機構研究秋山班の成績から)

平成1■年から■9年にかけて一人当たりの喘息医療費は20%減少

小括③
医療費の変化と課題

ここ10年で

-1人当たりの医療費は減少(薬剤費比率は増加)

―全体の医療費は増加

重症例難治例の残存 (医療費の多くを占める)

年 会員数 (A)
認定・認定専門医

赫̈ 備  考
認定医 (B〉 認定専門医 計 (C,

4,000

●357 0 146

6.813

,475 207

,590

7,807

2000 7.934 ,794

8p53 ,925 23.9

8.340

■059 2.031 229

8,950 2.001 227

2101/10/53庄 改定

2005 9,301 2.240 2,248 242 ●円区ヘー本
`し

てttlttな し)

2006 8 2,450 250

2007 8 2,667 200

9,774 8 2.826

2009 8 2.854 2,862 290

0,859 9 2,963 2,072

日本アレルギー学会「認定医・認定専門医」の年次推移



小括④
過去の対策の効果のまとめ

喘息死の減少 (諸外国より急速な減少)10年で1/2

大発作や喘息入院の減少 :10年で1/3～ 1/2
(国立病院機構相模原病院投稿中の成績から)

発作受診回数の減少 :8年で1/2に螺鍋鰍岨レセプト確かり
ガイドラインの普及、治療法の普及
一成人喘息吸入ステロイド薬の普及 :

(Hll)350/oから(H19)520/6′ (ヽ■境保全機構秋山班レセプト研究から)

瑞希庭訊巨三嘱実曇菱 (環境保全機構秋山班レセプト研究から)

―「1個人あたり」20%減少⇔ただし薬剤費割合は増加
―総医療費の増加 (←患者数の増加の影響)

アレルギー専門医の増加 (10年で50%増加)

Qあなたは、現在の日本のぜん息治療やぜん息医療、アレルギーに

関係する医療に何か望むことはありますか?もしあればご自由にお書
きください。

一Web調査全国2010年施行、2000余例の喘息患者の声から一

A<多かつたコメント(頻度の高かつた順)>①と②が最多
①』鴨誂麟幣縞評蓼邸究。ア

レルギーを完治でき
②薬轟瞥讐凛瀬濯野以鍵昇をL難病指定にしてほしい。喘息
③

亀Z:ヒ僣鷲τlピ電ξうfキ :,し
て 理ヽ角子がない医覇昔が多い。専F]EEを

④ 病院へ通うのが大変。病院アクセスの改善。
⑤ 口需息の薬を市販してほしい。
⑥ノ;攣署鰐践話離黎[理性軸ヨ晨震融曇Fア

レ

アレルギー疾患対策
現状、評価、課題

アレルギー疾患患者数の変化

薫症例、死亡例、入院数の変化

医療費の変化

過去の対策の効果

患者からの要望

過去5年間の活動内容

今後の課題、今後行うべきこと

アレルギー疾患対策
現 状 、評 価 、課 題

アレルギー疾患患者数の変化

重症例、死亡例、入院数の変化

医療費の変化

過去の対策の効果

患者からの要望

過去5年間の活動内容

今後の課題、今後行うべきこと



リウマチ・アレルギー対策委員会 (前5年間 )

厚生科学審議会疾病対策部会専門委員会

(座長 九州大学 水田教授 )

検討事項
1.リ ウマチ・アレルギー対策の基本的方向性
2.研究の推進
3.医薬品の開発促進等
4.医療提供体制の確保
5.患者QOLの向上と自立等
6.情報提供・相談体制
7.患者を取り巻く環境の改善
8.関係機関との連携

前5年間でのアレルギー対策の現状と問題点
主なアレルギー対策の経緯

o厚
t尊鼎彗護露】顧溜諸」督けるアレルギー科の標榜4480施設u`現ω

→ 5,787施 設 (H17現在)

O普及啓発
0アレルギー物質を合む食品に関する表示について
Oアナフィラキシーに対するエピネフリンの自己注射用キット
0研究の推進
O花粉症対策における関係省庁との連携
Oシックハウス対策

,ルギー対策

“
地3舗跡論協繁

のア誦 π隼里轟 膿
瓢日本ア

"レ
ギー学ω

E(S62日 本アレルギー学会)

Oアレルギー専門医制度(H16日 本アレルギー学会)°・彎翻鋼ぽ熙亀1観1腸得 )

O認定施設 273施設377科  → 460科 (H2111現在)

0アレルギー専門医数 約16/100,000(一 般人口)

(前5年間)

アレルギー対策の基本的方向性

1.「 自己管理が可能な疾患」ヘ

2.施策の柱

①医療提供の確保

②情報提供・本目談体制の確保

③研究開発及び医薬品開発の推進
3.国と地方公共団体との役割分担と連携

免疫アレルギー疾患等予防・治療研究事業

● 免疫アレルギー疾患を有する患者は国民の30%以上に上り、増加傾向にある。
● Jヽ児から高齢者まで幅広く罹患し、00しを大きく損なうため、疾病による社会への損失が大きく、疾患対策
への社会的ニーズも高い。

くアレルギー研究の例>

くリウマチ研究の例>

>「 EBMに基づいた喘息治療ガイドライン」の策定、「患者向けの自己管理マニュアルJ

を作成するなどして、喘息死減少に寄与した (1995年 7253人 → 2008年 2348人 )。

>花粉症、アトビー性皮膚炎、食物アレルギー等に関する患者のセルフケアマニュアルを作成
すると共に、コメディカルを対象とした管理マニュアルを作成した。          ヽ
>研究班として全国12箇所で自動花粉測定器を用いたリアルタイム花粉測定を行つており、
花粉曝露と症状との関連等について、研究している。

>メトトレキサートや生物学的製剤による寛解導入療法の開発・普及により、関節リウマチの

寛解率が向上した (2000年8.50/0-2008年 3030/.)。

>より安全で効果的な滅感作原法の開発を行う。特にスギ花粉症に対する舌下免疫療法の

有効性についてエビデンスを蓄積し、早期の臨床応用を目指す。

●2015年 頃までにリウマチ、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎等の診療ガイドラインの改訂を

行い、得られた成果の普及を通じて、リウマチ・アレルギー疾患にかかる医療の標準化や均てん化を図る。



前5年間でのアレルギー対策の現状と問題点
#は世界共通の問題 点

(1)医療面の問題
○適切なアレルギー診療の可能な医療機関 →体系的計画的整備
○#早期診断・早期治療の問題 →ガイドラインによる標準的医療提供十α

Oアレルギー疾患を診療する医師の資質 →縦割り診療科の問題
○アレルギー疾患に関連した死亡 →喘息死対策

(2)情報提供・相談体制面の問題
○慢性期医療管理の問題 →自己管理を可能にする体制整備
○情報の問題 →適切な情報提供と選択
○相談の問題 →適切な相談対応窓口整備

(3)研究面の問題
○患者の実態把握 →経年的な疫学調査システム、情報収集体制整備
○#予防法が未確立 →発症・悪化因子の解明=>予防法の確立
○どの医療機関でも実施できる抗原確定診断法が未確立→正確な原因診断
○#根治的治療法が未確立 →臨床につながる基礎研究の充実

アレルギー疾患対策
現状、評価、課題

・ アレルギー疾患患者数の変化

・ 重症例、死亡例、入院数の変化

医療費の変化

過去の対策の効果

患者からの要望

過去5年間の活動内容

今後の課題、今後行うべきこと

過去〔い年間での実施状況まとめ
◎十分な成果あり、○成果あり、△やや不十分な成果 、X成果無し

・ 医療体制

―専門医療機関の整備 :△

―病診連携 :△

一人材育成:○…△
。専門医育成 :○ ～△

・ 準専門医育成 (か かりつけ医の準専門医化):△
。医師以外の専門従事者の育成 :△

・ 情報提供
一診療GLの 発↑i、 普及 :◎

一標準治療の普及:○ ～◎
― HPや講習会

‐
での情報公開、情報提供 :○

―相談体制の確保 :△ ～○

・ 研究推進 :◎ ハゴ△

今後5年|で行うべきこと ①(医療体制)
★特に必要なもの、★★そのなかで特に重要なもの

★専門医医療機関の整備、

★病診連携の整備

☆人材育成とそれに対する援助

一専門医を増やす対策、専門医教育

一★★非専肥ヨ医やかかりつけ医の準専門医化?(臨床
専門医?)

一専門看護師、専門保健師、専門薬剤師

医療の標準化



今後5年で行うべきこと②(情報提供)

★特に必要なもの、★☆そのなかで特に重要なもの

専門情報の普及、対策

一医師や医療関係者向け
0標準的治療方法の普及

・ ★原因把握や診断方法の普及

・ 相談窓口

一患者 、家族 、妊 婦 、一 般 向 け
0標準的治療、正しい治療や対応法の情報提供

・ 個々人に応じた原因への対策方法に関する情報提供

・ ★予防 (発症予防)法の情報提供

・ 相談窓口

一学校や職場への啓蒙

今後5年で行うべきこと ③(研究推進)

☆特に必要なもの、☆☆そのなかで特に重要なもの

実 態調 査 か ら根 治 治療 開発 まで、さらに発 症 予 防 ヘ

ニ☆☆基盤となる疫学研究や実態調査の開始と継続、それに対

する援助

―★増加するアレルギーの要因調査と予防法の開発

―さらなるGLの 整備、普及 (改定、新規作成など)

一★原因 (ア レルゲンなど)の 診断方法の確立、標準化

―★減感作療法 (舌下免疫療法も含め)の確立と普及

―★★根治につながる治療法の開発

―★難治アレルギーの解明、対策、治療法

一★喘息死の実態調査とその対策 (高齢者、青壮年 )

一アナフィラキシー対策、新規アレルギーヘの対応

―その他



特定非営利活動法人

アレルギー児を支える全国ネツト
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厚生労働省疾病対策課アレルギー対策作業班 蝙 メ

患者会から見た

アレルギー疾患の5年間と

現状の課題、今後への提案

特定非営利活動法人アレルギー児を支える全国ネット

「7ラジーポット」
2011.02.23
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0設立年月日 :2002年 12月 1日 (NPO法人 :2004年 9月 )

0設立メンバー :親・病棟保母・臨床心理士等7名 +顧間2名

0現会員数 :約 1500名 (登録会員/無料 )

(150名 は医療口教育・行政・メディア・企業・個人などのサポーター)

0設立の経緯 :2人の子ども力く喘息・アトピー・食物アレルギーだつた

0姿 勢 :自 ら学び、情報を収集し、蓄積し、整理して、患者自らが発信する会

保育園E幼稚園・学校などの教育機関が

アレルギーのあるお子さまが楽しく通うことが出来、

保護者・ご家族が安心して預けられる場となるように

あらゆる機関、あらゆる立場の方と、

それぞれの立場を大切にしながら連携して

社会基盤の整備をする

基

一

研究機関
他の憲者会

渕
扉 t

“アレルギー児を支える全国ネット"のコンセプト



本 日のお話

■2004・ 5年のリウマチ・アレルギー検討会の成果

喘息死ゼロ

ガイドラインの充実

■現在の課題

・ 治療口情報提供口患者の声

専門医を増やす

実地医家にGLに基づく治療を

■課題克服に向けての提案
・ 治療・情報提供口患者の声

GLに基づいた情報や科研費による成果物を、患者に

成果 :「喘息死ゼロ」

当初 目標 :喘息死2000名 から 喘息死ゼロ ヘ

ー当時、3000名 を超えていた喘息死を2000名 にすることが当初日標
―実際に、ある疾患での死亡がゼロとなることはない。・…

… 2000名 ではなく、ゼロを目指してほしい

「喘息では死なない」と言われていたが、

患者にも、実地医家にも、社会にも

実際は喘息で死ぬ方がいるということ、

しかし、ガイドラインによる治療により

「死ななくてもよい病気」になったことの理解が

広く周知されたことに患者、患者会は喜んでいます

場徊祗魏糠輻轟鵡 .轟議,島義義1轟:蒻

や
／

鰊
踊

塀

等

膵膵

ありがとうございました II

成果

碁轟:継,暴1聯鞘軋  (I蔓轟螢

成果 :ガイドラインの充実

ガイドラインの作成と充実
。エビデンスと医療者のコンセンサスによる、医療者と患者の

配嬬のない情報の共有が可能となった
・ 文科省監修 :「 学校でのアレルギー疾患に対するガイドライン

」、学校において疾患としての理解してもらうための環境整備
・ 患者が参加したガイドライン作成へと進んだ「家族と専門医

が一緒に作った小児ぜん息ハンドブック2008」

・ 各診療科ごとのガイドラインから「アレルギー疾患診断・治療
ガイドライン2007」 、さらには「2010」 へ             :

・ 専門医向けから
一研修医向け・コメディカル向け。患者向け

1簡亀趾舅鯰聯鋪儡,■



2004年 :患者視点でのガイドライン作ず
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患者さんとその象族のための
ぜんそくハンドブック2004

”な”

大きさを揃えて コミュニケーションツールとしての:ガイドライ

◇ 医療者と患者の間で最適な

0医 師にとっての標準治療と

患者にとつての標準治療は違うのかも

多くの患者にとつて

どこでもうけられる治療に

特に重症の患者、標準治療に

当てはまらない患者のために

専門医による個別治療

02:ゼんでく発作のとき,:鶯支:よ

=う
なる0?

A2:ぜんそく発作の時と鶴嗜な人の気遺 (気 管支)のようすの断面を
日に示します.

饉議r.・ 人で●●κの』|は ■1『ですが、せんそくの

人喩伴11)|:メ

“

は うにいらいらなt●2カ :たまった0.

■遣がまくなィ)て空気●40り

'■
,КなっていまJ^

02(●んそく梵作のとさ魚摯貫|=ど うtるの?        ■|11

A2:ぜんそく発体の時と健康な人の気遺(気管支}のようすの断面を

目に示します。

健艤なえでは

'■
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イ可かあつたら、の

・何かあつたら来て下さい

病院に行くタイミングと

家で見ていても大文夫な

状態を目で見てわかるよう
にイラストにした

【GL班長から】
・ あなたが、患者さんにとっ

て必要だと思うものを、思
う存分お書きください。

治療を選択するためのツール

彗轟議1,轟義

・
冨仁轟
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情報提供 一成果―
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日本小児ア切レギー学会「家 族 と専 門 医 が 一 緒 に作 幾ヒ 〆

小児ぜんそくハンドブック20081

0医療者の提供するEBMに基づく医療情報

0患者の求める、NBMを取り入れた日常生活を含めた情報提供

い学会などの医療界と患者会が一緒に普及をはかる

このハンドブックの新しい点
い 患者の求めるものを、学会がサポートして作るという、今までと

は全く異なつた視点

o作成に参加する患者の要件(日 本患者会情報センター:PIGL)

oコ=ディネートチームがいる

o→新しい作成委員会のかたちを提案

111欅影,:赫:111'3:二1裏:::計,11二,基,11111轟轟■11

新しいガイドラインの特徴
家族と専門医が一緒に作つた小児ぜんねン

ハンドブック2008(1)

患者家族から患者家族ヘ

「患者参加」から「患者との協働」ヘ

執筆者 :患者委員。医師委員は間違いを直す・本目談にのる。

日次:患者委員が必要だと思う情報を書く

監修 :専門医(アレルギー学会理事長&GL本体の作成委員長)

患者教育から患者への情報提供・情報共有

特徴的なページ:生涯にわたつて起こりうるイベントとその対応

について記入、見開きのイラストと目次として使えるように

1lRメ1鶴覇熟轟,議111:皐藉,:'義計|1轟11

・ HB2004:200011
・ HB2008:10000冊 ⇒ 実地医家に読まれている

・ 患者会が構成、執筆。

・ ガイドラインを作成している専門医と、内容を相談。

・ 日本小児アレルギー学会が、監修

【作成プロセス】(学会/研究班/市民団体の協働)

・ ガイドラインヘの参加の呼び掛けをし、
・ 応募した患者会から、担当者を出してもらい
。レポートと面接で、参加者の選考
・ 1年半の会議を通じて、顔のみえる関係が広がる

●鶴
=II轟

馴::轟凛11111:J昔 |::'」嘉,1

織
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児・ぜん健摯ン

【参加した患者会の意識、行動が変わつた】

・ ガイドラインは、医者がつくつて医者が使うもので、患者の

出る幕はない。難しくて、わからない
一参加できる団体になりたい……そのためには
一SHGから、社会への疾患の理解も日標に
一ガイドラインの位置づけが変わり、GLに基づいた情報提供が加わる

・ 患者会が依頼する講演者が変わつた

・ 顧間医の治療内容に新たに感心を持ち、考えるようになつた
。 患者会同士が、少し、顔の見える関係になつた

―ガイドラインに基づいた情報提供が、活動の中に加わる

・ 透明性と社会性が求められていることがわかつた

家族と専
場

医
:トプ写

に作う
た;lヽ

児ぜん髪艦ァ

【医療者の意識が変わつた】
・ 患者の知りたい内容がわかった
・ 患者に伝えるべき内容がわかった

・ 伝えたい内容と伝えるべき内容の違いがわかつた
・ 患者会の役割と医療職の役割は、異なる

一患者教育をするためにあるのが患者会・・ではない
― 医者の言うことを聞くように伝えるのが患者会・・ではない

・ 自ら学ぶこと、ガイドラインに基づいた情報提供等に頑張つ
ている患者会も、ある

。一人ひとりの患者と、患者会は、違うかもしれない……

・ 患者会には、生活上の知恵の蓄積がある

:轟慕:轟,,現轟基妻:1墓難凛じ蒙轟 需中事理子

患者口患者会とは

社会資源としての患者会

患者同士の集まり から 社会への理解ヘ

等PIGL:病気がありながら社会生活を営む上での専門家
平成18年度厚生労働科学研究費補助金「根拠に基づく
診療ガイドラインの適切な作成口利用口普及に向けた基盤
整備に関する研究 :「ガイドライン作成過程に患者が参加
する為のガイドライン(略称PIGL)」

(日 本患者会情報センター:URL//www.kattyakai.net)

・与栗山真理子|11‐

塀
患者会は社会資源

・ アレルギーのある子どもの気持ち

喘息があるということ

アトピー性皮膚炎があるということ

食物アレルギーがあるということ
・ アレルギーのある子の、親の気持ち

伝えなければ、分からない。

伝えるのは、私たち。

支援を得て一緒に活動
・

¶|「糧多1牌輪1轟島幕11:墓:襲:碁.:基

=:111轟

|

レイロエキスパート:

NPO法人難病のこども支援全国ネットワーク

1鶴|111,轟轟鳩ふ:名:嘉轟幕:幕:: 素摩軒



つ
／

％
聯信頼され、協働できる患者会ヘ

患者会の今後の課題 (社会との連携の中で)

患者会として、社会で果たすべき役割を考える

一まずは、患者さん
―各々の患者会の利益のみを主張しない

―アレルギー疾患だけの利益を、主張しない

一患者のために何ができるか ?を考え提案する

―患者の利益が、医療者の犠牲の上に成り立つ事のないように

一医療、行政、企業は、共に病気と戦う仲間

―でも、利益相反、利害相反することはありうることは、常に考えに

一それぞれの立場を大切に、連携し、それぞれの務めを果たす

参加する患者・支援者の位置づけ

躾専門家としての患者・支援者

・患者 :疾患や障害がある人(あつた人)、 但し医療専門職を

除く
B支援者 :家族に患者がいる人(いた人)、 患者団体等の活動

を通じて患者やその家族を支援する人

移臨床医学の専門家ではないが、自らの病気と共に社会生活

を営む生活者としての知識の蓄積を持つ『専門家』

修視点の違いを、専門家対素人、ではなく異なる知識体系(医

学と生活体験)にある専門家同士の視点の違いとして、双方
が相手の立場を尊重する

1摯1纂1赫轟嘉,暮感轟覇

'議

蜘 曇11轟:  |■手|1鶴轟轟

'彗

ittL募尋:::|:吉:'I'1碁纂111寿轟

咤:ノ

現状に対する患者からの生の声

・ アラジーポットの講演会 :2011年 2月 11日 のアンケート

・ しゃべり場 :毎 月、隔月、出張しやべり場での声

・ 電話での相談

唐:巧彗0三担C)房彗                 ・ピァサポ_夕_から
・ 他の患者会との運営者同士で集まる場、意見交換の場等で

学校保健会講師などでの質問
現状から

・ 地方自治体や保健所の講演会などでの質問
・ その他の各種講演会、研修会などでの個別相談、質問

「場」として70回 、実数として約3～ 400件

鑽 1111薔11::れ!喜嘉:音:||,二1■|:轟‐
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現状に対する患者の声 (1)

【食物アレルギー】
・ 安心、安全な食物負荷試験、減感作療法の開発
・ 実地医療機関の「質」の確保
・「何かあったとき」の実地医療機関での相談体制を「病院全

体」で、担保してほしい

エピペン

・ 保険適用してほしい

・ 高い(1年に1回、12000円 から15000円 、20000円 のところも)

。小児への認可、学校ガイドラインでの使用に感謝
・ 保険外の特別な医薬品から普通の医薬品という位置づけを

現状に対する患者の声 (3)

【喘息】
。長期慢性疾患なので、学業、仕事に影響しない診療体制を
。 医療費の負担に、地域差がある

・ ステロイドの吸入懸濁液やステロイドとβ2刺激薬の合剤、新
しい分子標的薬など、多くの新薬剤が承認、利用されるよう
になつているが、適切に利用されているか ?

・ 例えば、幼稚園ではホクナリンテープを多くの子供達が使つ

ているが、本当に適切に使われているか ?
・ 良いパンフレットが身近にほしい(通院先の病院や薬局 )

・ コントロールはできるようになつた。が、予防、完治を目指し
てほしい

一一一一　　膵

現状に対する患者の声(2)

【アトピー性皮膚炎】
・ 食物アレルギーとアトピー性皮膚炎は別な疾患。合併しいる

ことはあることが、患者、実地医家に十分浸透していない
・ アトピー性皮膚炎の症状や血液検査の結果だけで、次々と

制限食物が増やされる現状は、決して少なくない
・「ステロイドは怖い、私は絶対使わない」という医師
・ 新しい知見 :食物による感作が、皮膚を通じてなされる
・ 患者さんの不安に答える十分な説明(利 点を)

・ アレルギー疾患の中で唯―、減少しているアレルギーである
ことは、各方面のご尽力の賜物と感謝しているが、なお一層
のご尽力をお願いしたい。

||1躊義::魏副磨:盤塞:塁1靭撻盤彗1聾

実地医家から患者会への声

実地医家が、患者さんに説明の手助けになるためのツール

何かあつたら来て下さい、の何かつて何?
風邪とは違つて、アレルギーは長期慢性疾患。継続した治療
とセルフケアが必要

外来に来るとき、来なくても大丈夫なときの判断基準を

私たちは、残念ながら現状ではまだ患者さんに対して、
「先生の言うことを聞いて、おつしゃるとおりにしましょう」

というメッセージが、出せません。

今の治療は、こんな治療です。

治療目標は、ここにあります。とお伝えしています

1鶴|1111獣轟 ,あ群堪鼈 樋蠣1:蔀:轟鰊
|||lt●

`|■
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1栗 1山1某理子
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治療・研究と情報提供

課題と提案

治療 一課題―

5%の喘息患者さんが、50%の喘息医療費を

・ 喘息を十分治療できない医師が、喘息を診ているのでは?
―しゃべり場、電話、講演会での質問から

・ かかりつけ医に、まずは行く
。その先生に知識がなければ、そのまま、音の治療が続く

。患者に学ぶ機会、情報提供がされなければ、セルフケアもで

きない

。外来に、GLに基づいた情報がされていることが目安の一つ

診療の現場に、GLに基づいた情報が手に取れる状態で置

かれていること

・ インターネットを使える人ばかりではない事を理解して

■1零胤基1島11'::轟11,轟:丼

=碁
,製畢I覇|

呵
塀

治療 一課題―

GLが出来ているが、未だに、その治療が浸透していない

・ 地域の保健所で呼ばれる

, その地域の先生方と、治療について、スタンスが違うので
。だからこそ、現在の治療について話してください

。地域では当たり前で、他の治療を知る余地が無い

。パンフレットは配るが、紙の上と、生の話は違う

例えば、

・ 喘息 :喘息なんだから、これぐらいはしょうがない

・ アトピー性皮膚炎 :ステロイドを使わない治療をします

・ 食物アレルギー :心配だから、やめておきましょう

愁.1111:111ふ

'あ

:鼻1基
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:'嘉,:

治療 一課題/提案―

学会が、専門医を増やす努力を
,専門医から、実地医家への、技術移転
・ 実地医家が使えるGLを (アレルギーが得意ではない実地医

家が作成に参加)

外来小児科学会での経験から
。「ガイドラインも出来ているので、間欠型から軽症持続型の

患者さんは、先生方のところで診ていただけると、学校や仕

事を休まずに治療を継続できますので、よろしくお願いしたい

と思つています。」
・「今の栗山さんの発言に文句がある。私たちに、そんな難し

いことを押し付けないでほしい。」

=1鶴
'1轟

墓:纂1'ふ
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情報提供 一提案一 雖〆

・ 患者会と一緒に作り、患者会と一緒に普及する
・ 実地医家と一緒に作り、実地医家ど一緒に普及する
・ 看護師/薬剤師と一緒に作り、看護師/薬剤師と一緒に普及

ペイシエントエデュケーションと同時に

プロバイダーエデュケーション

ー部の医療者や医療関係者が

・ 特別な技術としてのアレルギー疾患を学ぶのではなく

・ 人口の半分に達する人にアレルギー疾患があるので

'医療職として、皆の知っている基礎知識となつてほしい

■鶴|1轟,事轟菱

"襲

悪駆諄嵯暴,轟撃轟襲

情報提供 ―提案― 膵

【GLを実地医家の先生が診療現場で使えるように】

・ 今までのような国、地方、学会、医師会、機構等による地域で

の講演会活動
―東京都のアレルギー対策委員会で、医師会の先生から、「講演会をし

た地方ほど、喘息死は減っている」とのご発言
―喘息、特に成人ぜんそくの患者向け講演会のポスターや案内を、アレ

ルギーを診ている先生の「待合室」に貼る。

・ 診療現場で、「たくさんの疾患を診なくてはいけない」実地医

家の先生が、簡単に活用出来るツールを開発

・「患者の 自己評価は甘くなる」という理解の、徹底

・ 具体的判断のできるツールとしての、実地医家向けパンフレ

ットの作成

跡

情報提供 一課題/提案―

【学校や職場への正しい情報提供】

'多くはかかりつけ医、学校医、産業医から
,かかりつけ医、学校医、産業医が、正しい情報を持つている

か、伝えられるか

それぞれの組織への働きかけが大事

医師が、しっかり治療し、

正しい疾患についての知識をしつかり伝えられない限り、

学校、職場で患者は、特別な存在となつてしまう。

・ 学校医への正しい治療についての周知
・ 産業医の活用

蜻鵬難錦:,墓轟 11:■1尋轟碁携義|

:情報提供 一課題/提案―

班会議の成果物が活用されていない

・ 環境再生保全機構の活用

・情報提供のためのパンフレットの作成

新規作成ではなく、班会議の成果物の活用を

利益相反/狭く捉えず、人材の活用を(採択で席を

外すなど)

例 :ガイドライン、セルフケアナビ、

・ 日本医療機能評価機構の活用

・ガイドラインの作成、改訂、活用されやすい形に

ガイドラインに基づいた作成物の評価

評価された作成物のHPでの公開

毅
膵

111幕婁|:
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患者にできること/医療者にできること・`ノ

患者がすること

医療者がすること

正しい情報による、正しい治療

それぞれの役割を、果たす

患者が分かりやすい、セルフケアのパンフレット

実地医家、看護師、薬剤師などの医療職が利用出来る、即

、治療に結びつく、分かりやすいパンフレット

お互いが、お互いから学らミ心

コミュニケーションツールとしてのガイドラインの活用

鶴■1轟:11凛:島轟:1,轟幕
':す

11,|■二1111

情報提供 ―提案―

アレルギー関係者が、一体となつた

情報共有のためのMLの設立
・ HPを作る(集める、だけではなく、出かけていく)

。講演会、研修会のお知らせをMLで共有する(広報先に困る)

・ 行政(国 、都道府県、自治体等)

・ 医療(学会 :専門医・研究者、医師会 :実地医家・学校医、看

護師、薬剤師など)

。メディア(新聞、TV、 医療系雑誌など)

・ 患者会 (ガイドラインに基づいた情報提供をする、学ぶ意志が

あることなど)

=跡
蓮曇鷲翼雅革翼奪窯:発琢請評璽算

患者の気持ち

一番困つていること
・ 専門医と実地医家の治療格差
・ ガイドラインがあるから、混乱するとの声が出るほど、実際に

されている治療とガイドラインの乖離がある場合も…・

。医療提供者側の問題にも、目を向けてほしい

一番望んでいること

・ 安全で確実な予防と根治の、一日も早い実現を

そして、長期慢性疾患でも

学校、仕事を休まなくて良い治療環境を

|||ヽ多14嘉幕轟1,,1年基二:昔::'|二島|111111

塀 膵
検討した対策実現のための提案

法律でのバックアップをお願いします
。対象者が、国民の半数に及ぶ疾患であること

・ 折角の施策が、後戻りせずに、実現するために

専門医は、3000名 しかいないので、増やす必要がある
一 本当は、かかりつけ医にも十分見て欲しいが・―・

専門医と実地医家との治療格差

研究と臨床の情報共有

個人、地域、疾患によつて、治療に大きな差がある

都道府県、自治体での実現は、相手任せ

「地方を回つて、実現に努‐力して,く ださい」‐ _
●
●
■

一
‰ 護韮獣t轟11,二鷹:1基1基菖111,Jし :栞

'こ

■|1皇11よ



リウマチ・アレルギー対策委員会の報告書(平成17年 )におけるアレルギー疾患対策の評価
蔽策の柱

「
威17年 策定の方向性専における日編 庭施主体 尾体的方策 奏細 嗣題点 今後の検討課題

1医療等の提供

アレルギニ

蜃薇口毎に、かかりつけE・ 専門医療機関
子の円滑な連携体日の確保を目る。
,薇ガイドラインの普及が■長である。
1息死の減少を目指し、通切な匡薇体||の

t保を回る。
'トピー性皮膚贅患者が縫崚的に医療を受

「られるよう,自 己管理が可能となるように
,策を■じる。

行政 (目 )

アレルギー痰慮管理にあ要な饉■体||の 菫薔
(嗜息死ゼロを目槽した取組み)

アレルギー疾患

"燎
に精通したかかりつけEの■咸

"薇
ガイドラインの改

'及
びその書ユ

専「1備 ||の ■供

・リウマチ'アレルギー41別 対策■葉r嗜息死ゼロ作戦」
の実施(※ )

・厚生労働省内Hprリ ウマテ アレルギー情報Jにおけ
るE彙従事●・研究

=向
け情

"の

公鵬

・喘忠・アレルギー性鼻贅.アトピー性技膚贅.“麻●
シックハウス症候■・食物アレルギーのガイドラインの
改「T、 公開

・厚生労働

`内
HPrl,ゥマチ・アレルギー僣饉Jにおけ

るE薇 従事
=・

研究
=向

け情報の公開

リウマチ アレルギー特別対策事
=r喘

ふ死ゼロ作‖」の
R籠自治体が少ない

HP公 開以外の取組がない

今後も●||●お薇ガイドライン●0改 17.公 ||を 案施.

HP公 開以外の取組がない

・専「1医療体制の整備
例 :学会等と連携した、標準的医療の

提供体制

,病診連携の整備
例 :かかりつけ医や専門E間 の連携

・医療の標準化
例 :診療ガイドラインの改訂・普及

・人材育成

例 :かかりつけ医、看護師等の育成

・専門情報の普及

例 :学会等との連携

行政 (地方自治体 )
アレルギー疾患管理にあ妥なE燎体IIの螢ロ
(喘BIゼ ロを目IIし た取組み )

・リウマチ・アレルギー特31"燎事業「喘息死ゼロ作戦J

の実施(※ )

11自 治体で、他の自治体やE“会年との連携を回つて
いる

リウマチ・アレルギー特男1対策事業への多加は、想定より
出

I療機B8

学会等の関連団体

・アレルギー疾

'管

理にあ要なE薇体IIの菫薔

・アレルギー疾息

"aに
薔通したかかりつけEの 書威

・アレルギー疾患幕「1の医師の青咸

.保●

“

、■臓

“

、お劇

“

及び管理業姜士専の医●■
●■の青咸

・じ,ガイドラインの改tr及びその

'ユ
・専P,情■の撻供

・■,1目■機関とかかりつけEnnの連携
専,lEが 2411間 体11で敦急対応が可能な施設はな

・7●全・腑習会,を実施している。
嗜

`■
■の■入ステロイド凛使用の■■率は約4■裡

Eであつた。

・専門晨について
檜導E411名 専,1属2005名

(日 本アレルギー学会)

(日 本小児アレルギー学会会員3332名 )

(日 本暉吸■学会専P,E41“名,

(日 本ユ膚科学会春P,E3,“名)

(日 本ニユロ喉科学会専r,E“0[3)
(平成22年 5月現在)

.“ 晨従事者向けのケアマニュアル
"の

責定

.■ IEアレルギーま■のガイドラインの改tr.公 3n

.(a)日立●院薔構相績鷹輌院の

“

床研究センターに
おける相饉童ロ

専「1日燎機関とかかりつけ目の

“
"遠

携のあり方

かかりつけ口に対する継腋的な椒冑 育成

.専「1日の配置のあり方

.医療従事者の■成のあり方

専「1脩薇の提供のあり方
(ガイドラインの策定が■籠したり、間隔が不定期であつた
りしている)

2情報提供・相餞体|

アレルギー
Pレルギー

'■
を自己告電する手菫手の開発を

目る。
[の手ハ等の書ユ薔発体

"の
■保を□る。

F政 (口 )

・自己雪墟手議とその修得議の■及

・アレルギー疾■に関する情報の■供

.相饉体
"の

■保

“
=労

働省内HPrリ ウマテ・アレルギー情颯」におけ
)―崚向け情||の公00

より効果的な情■提供0あり方

・国民への正しい知ltの普及
例 :ア クセスしやすいHPの 整備
参加しやすい研修会等の実施
複数ある情報資料の統合

・相談体制の整備

リウマチ・アレルギー相晨■姜咸研修会の実施(※ )

アレルギー相晨センター●婁の実施(X)
アレルギー相諫センターのより有効な活用

F政 (地方自治体)

,自 己管理手法の,A

・アレルギー豪■に出する情報の■供

,相よ体IIの籠保

,0自 治体において、t●団体■との連携を国つてい

`
25自治体で■■啓発や

`自
事彙を実籠

2,自 沿体で、相餞富口を投量

リウマ,・ アレルギーIB晨員姜咸研俸会への積極的
'加

薔療機関
F会琴の関連団体

自己管理手法とその修得法の■■

アレルギーま●に口する情■の■■

相餞体

"の
確保

研t会

“

薔会の実施やバンフレットの配布

各田菫団体におけるHPでの情

"公
開

E量機関、31連 団体が口別に対応

自己管理手法の■■・薔発の継崚

●■.一 般の方がより技しやすい情僣提Otの あリカ

E療機関、関連団体の協力.連薔

3研究開発等の推進

.アレルギー
″レルギーの凛目枷賛の|1定が可籠となる手法
鷹び●

"お
晰手臓手を|1発する。

テ欧 (口 )

アレルギー窪菫0予防法と機治的着晨菫の30発

諄■■課題の実施(※ )

各種アレルギー疾患の鰺薇ガイドラインの改

"、

E燎従

事者や
=■

を対彙とした自己,■マニュアル0作成 崚

"

・診僚ガイドライン等の改ET

例 :診断・治療ガイドライン策定

・経続的な患者デニタベース構築のあり方
例 :医療機関や学会等が構築す
べき患者データベースのあり方

・新規治療法の開発
例 :難治性喘息の治療法
アレルギー疾患の根治的

治療法

・新規医薬品の開発促進

例 :新規薬効成分の検出

他

げする。
唸

"亡
0舌下n●作●法●の鵬発を権遣する:

腑 アレルギーについて、■●●mり 息■0″
lt工しく抗

“

を知り続凛を口菫できるよう、
"贅

を
|じる。 医療機関

学会等の関連団体

■●・発壼●序の解明

その他

E薬品の開発促遺年

る情lnの収彙等

菫掟かつ雌治性のアレルギー疾患のお僚法の開発

.E薬品の開発促達に贅する研究の構遣専
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は じめ に

○ リウマチ・ア レルギー疾患の現状

・ リウマチ、気管支喘屋、、ア トピー性皮膚炎、花粉症、食物アレルギー

等 の免疫ア レルギー疾患を有する患者数は、厚生労lllll科 学研究等 によ

る と1工1民 の 30%以 上にも Lり 、今後 も1曽力1傾向にあるとされている。

。 しか しながら、一般的に、免疫ア レルギー疾患の病態は 卜分に解明さ

^ れ た とはいえず、効果的な対症療法はあるものの、根治的な治療法は

確 立されていない。

そのため、必ず しも患者の生活の質 (QuJity Of Lifei以 下「=QO LJ

とい う。)の維持 :≒ 上がIIIら llて いチ` 1′
ヽ

○ 委員会の設置の経緯等

。 これまで、厚生労flll」 省では、 リウマチ・アレルギー対策として、″F究

の 1イた進や研究成果を活用 した普及啓発等を実施 してきたが、必、ず しも

戦略的にlll進 されてはお らず、患者への医療提供等について、患者の

ニーズに対応できていない面があつた。そのため、今後の リウマチ・

ア レルギー対策を総合的かつ体系的に実施するため、厚生科イ学審議会

疾病対策部会の専門委員会 として リウマチ・ア レルギー対策委員会が

設 置され、 リウマチ対策及びア レルギーー疾患対策の方向性等について

審議 を行つた。 また、厚生労働省健康局長の私的検討会 として リウマ

チ対策検討会及びア レルギー対策検討会が設置 され、 リウマチ対策及

びア レルギー対策の方向IJl等 に関するより専門的な検討が行われた。

・ 本委員会においては、IF成 17年 3月 より現在に至るまで、① リウマ

チ・ア レルギー対策の基本的方向性、② /1jl究 の推進、③医薬 1鴇 の開発

促進等、④医療提供体制の確保、⑤患者 QOLの 向上 と自立等、⑥情

幸R提供 。相談体制、⑦患者を取 り巻 く環境の改善、③関係機関 との連

携 、等にういて議論を重ねてきた。

今般、これまでの議論・検討の結果をllxり まとめたので、ここに報告する。



I.リ ウマチ対策について

リウマチ対策の現状と問題点

(1)我が国におけるリウマチ対策の現状

(1)リ ウマチ患者の動向

本劇1(IF i!争 において、 リウマチとは関節 リウマチをい う。 11‖ き|サ[れ たり

'i`71で はあるが、その病 1大 |・ り|万 態は未だ 1分 に解 |り |さ れたとはいえず、効

果的な文lり i:城(法 は [し)る ものの、根治的な治療法が確 、アさオしていない。

そのため、症状は判1術」勺に悪化する傾向があ り、患 者によっては、強

い疼りlliや 11ド川支の機育ヒド111年 、 利li続 白勺んさ7台療 と易ヒ斉lυ )」雙′Jに 、よる市ill作 り‖イ貪

どによるQOlン の 1氏 ドがで//‐ ら,し る。

我が 111に おける1川 節 リウマチのイ「病率は 0.3i3%で 全|11患 者
‐
数は約

60ブリ人と‖「lil‐ されてお り 、人H構造の 1傷 齢化等 t)1影響 し、患 計数は
イli々 ナllりЛIす るイリ〔向にあるとされる。

(2)主 な リウマチ対策の経緯

(ア )厚生労働省におけるリウマチ対策

り:'ノ littlJll省 においては、 1ヽ4成 9イ 11に 公衆術ノ|:審議会成人病州[″ j ttl策 部

会 リウマチ対策委it会 より、「今後の リウーN/チ 対策についてJ(|l lllll報 (1「 )

として、調 査イリ「究の推進、 |グ(療 の 1珀:保 、イ|:宅 打Fれ |:サ ー ビスの充実、 |ク t戒〔

従 :|「 者の資質 lfll L、 11午 報網の確保促進とい う得[点か ら)今 後の施策のノブ|lll

ヤliが 示 され、現在 までに、免疫ア レルギー疾患 ル防・治療 llJl究
:|「

業に ,k

る リウマチの病態解 |り l、 治療法の 1珀:、ア等のための研究が llめ 喝ォ1ノ ている..

その研究成果はシンポジウム、ノくンフレッ ト等によって |1午 報提供され

るとともに、 |`え IJ吃 16イ li1 2り lか ら1字:/1り

`刊

イロ)月スーヱ、ページ 11に 「リ

ウマチ 。ア レルギー情報Jのページが |り ‖設され、 ||:し しJ青 ‖1の |キ 及のり

`tlヒ が 1文 1弓 れている。

(111′ tp://www mhlw.go.jp/ncw― in「o/kobctu/kcllkou/ryuma(ヽ hi/indox.html)

また、都道府りit等 の保健由li等 を対象に した 「リウマチ・ア レルギー桐|

談夕t養成イツ1修会Jが実施 され、1也域における相1談 14N制 の確保促進が図咤)

オしている(D

Iう:療機 1川
′
i卜 における適りJな 診断・治療法の 1:午 及のために、 |;」係学会等

,_



との連 |りちにより、「関貨iリ ウマチの診療マニュアル」 等の診療ガイ ドラ

インが作成 され、医療機関等に11己布されている。

また、平成 8旬iよ リリウマチ科の 自由標榜が認められ、
N1/・成 14年現

在、 リウマチ科σ)標榜施設は病院 と診療りTを 合わせて 4, 116施 設 と

なっている。

(イ )地方公共団体におけるリウマチ対策

都道府県におけるリウマチ対策は、地域の特性に応 じて自治事務 とし

て取 り利:lま れている。 しか しなが ら、17L時点においては、各者|∫ 道サイ干県で

リウマチ患者に関する調査等は行われてはお らず、患者の実態が十分に

把握 されていない可能性がある。 また、 リウマチに関する相談、普及啓

ラこ|こ うしヽて
'ま

 定′程度実方Lき ズしてt るもち」)、  |ま とんどグ)吉:道り♯リスにit

いて計 lllll的 かつ |´ 分な対策は行わオλていない。 (表 1)

(ウ )リ ウマチに関する専門医療等

昭和 61年 2月 、 [1本 リウマチ学会によリー般診療の質の向上をIXIる

ため リウマチ登録医制度が制定され、日召和 62年 11月 に日本 リウマチ

財 1可|に移管 された。平成 17年 6月 現在で リウマチ登録医の数 は 3, 8

58夕lで ある。また、専門医療の向 上を図るため、 日本 リウマチ学会及

び 日本整形外科学会において認定医桐l度 が導入されている。 日本 リウマ

チ学会のオ旨導医は 455イ l、 専門医 3, 337名 (平成 17イ ]■ 6月 現在 )

で、 |]本イ盗り形外科学会の認定 リウマチ医は 4, 735名:(到Z成 17年 3

月りと在)である。ただ し、 リウマチ専PЧ の医師の数については、者|∫ 道府

県 1君lで 11在があるとの指摘がある。

さるに、 リウマチ・ア レルギー疾患に関する診療、]「修、イ〕「究、憚i報

な どに関す る高度専門医療施設 として平成 12旬110月 にl lNl立 相模原病

院 (現  l lNl立 病 1完機構相模原病院)に臨床″1究センターが開設 され、平

成 16年 4月 から理化学研究所横浜研究〕T免疫・ア レルギー科|・ 学総合研

大2 『関節 リウマチの診療マニュアル (改訂版)診 l」 lの マニュアルとEBMに基づく治療

ガイ ドライン』

発行 :lμ成 16年 4月  作成 :厚生労lD」省研究lll

編集 :ll」 t智  隆弘 (相模原病院院長)他
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究センター と共|1司 で、イ〕F究 が実施さ,し ている。

(2)リ ウマチ対策における問題点

我が1呵 においてはこのよ うな リウマチ対策が実施されてきたが、これ

らの対策は必ず しも戦‖各的に1千た進されてはお らず、患 作 、の医り〈〔提夕t等

について患者のニーズに適 LJlに 対応できていない山iが ル)り 、 ||‖ 題 を残 し

ているといえる。

(1)医療面の問題

(ア )重症 リウマチに対する対策

〇 「
iりi:リ ウマチの状況

リウマチの 1こ りり1経 過を そえた場合、通常、比1咬 的りi:状 や機能障 liF

の llKい 場合 (怪症 リウマチ)と 高度な炎り1:が 持続 し|;J節 破壊が急速

に ll行 する[口1:の 場合 (「[症 リウマチ)が ルメリ、 i[り 1:リ ウマチは リ

ウマチ患者の30-40γ )を Iliめ ているといわれている。
｀

「 成 14イ 11の 患者 iラ |り 合によれば、1川 鱒iリ ウマチの患者の うち人院

治リメてを受けている患 イの1刊 合は約 20(%で あるぃ (1剰 1)ま た、｀
14成

11イ 11に 実施された リウマチ友の会の調査では、人院患 汁の うち長

り切||り (3ヶ り1以 11)人 院 した作の制合は 22.Oγ )で あ り患 者σ)Q

Olン イ氏 ドの大きな要1人 |と なっている。

〇 リウマチ診療における|||1題

|ズ カ|(技術等の進歩により、 リウマチの7台 療においては、メ トトレ

`キ サー ト (MTX)等 の抗 リウマチ薬の横ホサ′的な lll_川 及びノ
li物 学的

製斉Jの イト場 il1/び に人 |:|)J節 を中心とする外
「

1的 治療の進歩が 1劇 にDれ

てお り、寝たきリリウマチ患者の減少に1午
′」‐している。

しか しながら、 日本の リウマチ診療は総体として欧米水 ?|に と較り|:

はない ものの、ここ数イ[i抗 リウマチ薬の111発 や承認の遅れによる診

り11内 容への影響が指 l ilさ れているところである。

(MTXの ||‖題 )

他の 1司 では1☆ t)イ 1‐ 効で安 llな 薬斉Jの
‐つでル)る MTXが リウマチ

に使用されているが、我が 1可 においては、

・添付文 |!十 11投 与 !itが 8 mg/W(ヽ ckの |1刊 限つ きでの使りll
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。添付文書 lli邑 去の治療において他の抗 リウマチ剤等により十分

なり,果の得 られない場合に限 られている。

等σD制 限がある。そのため、MTXを 中心 とする治療が徹底できな

かったために重症化 した リウマチ患者がいるとの委員の意見がある。

(生物学的製剤の問題 )

このような医療の状況の中で、抗 リウマチ薬にllt抗性のあるリウ

マチに対する生物学的製斉Jの使用が可能 となったが、MTXの 増量

に制限がある現在の状況では、抗 リウマチ薬による十分な治療評価

が行われないまま、比 1交的早り明に生物学的製斉Jが 投 lJさ れる可能性

があるとの意見がある。

また、欧 米において リウマチ患者のタリ期治療の竜要性が指摘 され

ているところであ り、 日本 もこれに対応できるよ う、今後、医薬 I「II

の薬
lli法

11の承認内容の変更の検壽lや、それに伴 うll期 リウマチに

対する適り,な 診断・治療法の確立が課題 となっている。

(イ )治療法の有効性評価と新薬導入

現在使われている薬斉」や治療法の効果の評価 (|lj販 後医薬品lの 効能評

イ1「 )については、医薬謂Iの 内容に応 じた全例調査を義務づけてお り、

特 に生物学的製剤の使用による結核等の感染症の問題や問質性肺炎等

その他の有害事象を検出す る体制を整えているところであるが、この

システムでイ|}ら れる知1見 をよ り効果的に臨床研究や新薬開発に繋げる

ことができないかとの意見がある。

また、海外からの新業導入 (lJll発及び承認)が遅いことか ら、欧米諸

国に比べて |´ 分な治療ができていないとの意見がある。

(ウ )患者の実態把握

リウマチ患者の実態については、必ず しも十分に把握 されてお らず、

有効な治療法の確立に必要な調査や情報収集が不十分である。

(工 )適切なリウマチ診療の可能な医療機関

リウマチ診療の可能な医療機関の立地にういては地域により様 々であ

るが、より身近な医療機関で リウマチ診療が行われることが望まれる。



(オ )リ ウマチの診療に従事する医師の更なる資質の向上

り'F/littllll省 では、厚生労llll省 研究り[と 学会等との連 |りちにより作成 した

診力|[ガ イ ドラインの普及を|メ|つ ているが、必、ず しも全ての |クモ療機関に

おいて診り1(ガ ィ ドラインを活りIJし た |り要準的な医療の 11と 供がなされては

いない.

また、リウマチは全身の各臓器にわたる病変を対象 とする疾患である

ため、暉FI‖ lυ)医 師の育1茂 にル)た っては、内科医、性形外科 |ウモ等が縦伸|

りで診療 。教育を行 うことなく、中I広 い知|「itを 予ギ得する必要がある.

(2)研究面の問題

リウマチの疫学、発りi:予 防法の確サ、 |ILりり1診‖J「 法や新ん1治療法υ)|り‖発
/や

卜については、[IJを 中心に不ri極 的な取 り利lみ が進められているが、その

り

'i態

ノ
ゃ卜は未だ 卜分に解 l月 されているとはいえない。

イ〃F究 実施状況 としては、 |り 1確 /1さ ||夕要設定とその1・17サ茂度をi直 |「1に li14111iす

る千本|liJが 不 |‐ 分であるとの1旨詢liが ある。
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2.今後の リウマチ対策について

(1)リ ウマチ対策の基本的方向性

(1)今後の リウマチ対策の 目標

匡|の リウマチ対策の 日標 としては、 リウマチに関する予防・治療法を

確立 し、 IJ・l民 の安心・安全な生活の実現を1叉 |る ことにある。

しか しなが ら、現段階では先に述べた① リウマチ医療、② リウマチ患

者の QOlン 、③ O「 究の 1イた進 といった点について問題点があるため、これ

らの問題の解決を図るためには、施策の優先日標を定め、 リウマチ対策

をり」果的に言|十 じるZ、要がある。

「リウマチ重庄化防 :L策 ″〕1竺進」

約 60万人といわれているリウマチ患者の約 30-40%が ll症 リウ

マ チ といわれている。 リウマチの根治的な治療法が確立されていない

状況の中で、その 上下肢の疼痛、機能障害の進行 を防止 し患者の41活

の質を向 Lさ せ るためには、早期診断法や有効性の高い治療法開発の

推進、適 切な医療を効率的に提供できる体制の確立、相談や情報提供

等患者 をlIIり 巻 く環境 を惟備 し、 リウマチ lln症 化防止を 11指す Z、 要が

あ る。今後、 リウマチ活動り切わJり切における早り切治療法の確 立によ り、

可能な限 り入院患者数 を減少又は人院り明間を短縮することによつて、

患者の QOlン の向上を図る。

このような取 り糸[lみ に重点を lιtき つつ、長リリl的 視点に立って リウマチ

疾患の 予防及び根治的な治療法の確立のための初F究の更なる推進等を進

め、リウマチの克服を目指す。

(2)国 と地方公共団体との適切な役割分担と連携体制の確立

上記 リウマチ対策の 日1票 が達成 されるためには、国と1也 方公共団体、

関係 |ユ1体等における役割分担及び連携が重要となる。

1工|と 地方公共 1丁1体 の役害1分担については、リウマチの特性及び医療制

度の趣 旨等を考慮すオuゴ、基本的には、都道府県は、適 L‐
J」 な医療体制の

確保 を図るとともに、市‖|「村 と連携 しつつ地域において正 しい情報の普

及啓発を行 うことが必、要である。一方、国は地方公共団体が適切な施策

を進 めることができるよう、先進的な411究 を実施 し、その成果を普及す

る等の必、要な技術的支援を行 うZ、要がある。
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また、このような行政における役1い 1分担の ド、りlII生 ブ

`′

llll省 は患 者
‐
川 llN、

「1本 医師会、 日本 リウマチ学会、 日本整形外科学会、日本小児科学会、

日本 リウマチサ‖|ヽ‖等 1川係 IJl llN並 びに 1別係省庁 と連|りちして リウマチ対策を

|イた進 していくことが必要で3/1る 。

(2)リ ウマチ対策の具体的方策

11記 のプJI占 llゾ |:を J:tf本 的に達り成す るため、

日途に重点的に lllttlを 行 うナt14N的 方策は以

今後の方lfllヤ |:

今後 5イ li(｀ 14成 22イ li度 )を
ドのとお りでル)る 。

(D  Iだ房(午トグ)提夕:

現 |1寺 点では、 リウマチに|;Jす る完全な r′ りJ法ゃ恨治的な治リメ〔法は |り‖

発されていない. このため、 ルツJ法や治療法の
|サ‖発は i[要 であるが、 1だ

に患者のQOlン の向 llを 図るために、
｀
%1白 iは 1月 111破壊の進展円l l11を 目指

した「
[りi:|ヒ l1/」 |11に ll点 をおき、 リウマチ 7舌 llJりり|に 速ゃかに

′
りL解導人を1文 |

る初り切治療を実施するととt)に 、人 lil対 節を中心とする外牟1的 治療の進

歩等を踏まえ、 可能な11く り人1塊患者を力l支 少 させ、 又は人ド完して 1)短 サリ|で

退院 し

`li会

復ムl:で きるよう、通りjな人院 |ク

`療

を〃1供する。

その際、 りjりりll;‖ 節炎を|‖:患 しているりふ計の リウマチ『監夕lll診 断を的 1珀 :

に実施―
l~る ことに `上 り、 |ILり UI診‖,「 を実施司

―
ることが望主オしるて、

⊂) ||li 1411是 1共
。

111謬〔体||メ |

lll及 びj也 方公共11l llNは 、患 者を1反 り巻 くノ|:活助り,[等 の改善を図るため、

忠 静「1己 管り|!手 法の修イ||:、 1青 報|ナ亡供 14・ |li」 の確仙tゃ相1談 14・ |liJの 確保のた

めの対策をiliじ る。

○ イリ「究1用 発等の‖た進

リウマチ丈l策研究の基本的方1占 ||プ liと しては、 li Lリリ1診 μサi・ 11り切治療等に

よぅ Flり illヒ の 1/」 |11に 対するllitり 利lみにlTl点 をおくととt)に 、有効な治療

選|りく法のための情報収集llk制 について検 li、lす る。

なお、長リリ1的

`サ

せ点に、アち、 リウマチの r′ 防法と根治的な治療法の
|り‖発

を進め、1止 終的にはリウマチの克||は を目指す。

―ヽ ―



(1)医療等の提供

(ア )かか りつけ医を中心とした医療体制の確立

○  リウマチ管J llに ,ど、要な医療体制

。 国においては、 リウマチにかかる医療体 |卜 Jを 確保するため、 ||

本医師会等医療関係団体や関係学会等 と連携 して、診療ガイ ドラ

インの改訂及びその普及により、地域の診療 レベルの不均衡の足

i]:を 図 る。 また、地域における リウマチ対策の医療提供体 |卜Jの あ

り方について事例集を作成・配布 し、都道府 県等への普及に努め

る。

。 このようなIIIの 取組みを踏まえ、欄;道府 県においては、|夕こ療計

i董 i等 を活夕「;し て、地;或 における リウ■‐テに |;れ
^る

医療 liIIli」 のf:litt

を図ることが求められる。また、辿り]な 地域医療の確保の観点か

ら、地域保健医療対策協議会等の場を通 じ、関係機関との連 |りtを

121る 必要がある。

。 リウマチ患者に対 しては、安定期には リウマチに精通 した身近

なかか りつけ医が診療 し、 Fl症難治例や著 しい増悪1時 には専PЧ 的

な対応が必要である。そのため、基本的には医療 1丞1毎 に リウマチ

診療の専 ll l機能を有 している医療機関が必、要である。また、 リウ

マチはほぼ全身の臓器に係わる疾患であることか ら、このような

専l ll医 療機関等を支援できるよう都道府県に 1カ リTは集学的な診

療体‖i」 を有 している病院を確保す るZ、 要がある。また、小児 リウ

マチの医療体制の確保については、
`と

、要に応 じて、周辺都道府県

と連 |りちしてその確保を隊|る 。

・ 機能障害の回復や低下を円]lLす るため、 リウマチのリハ ビリテ

ーシ ョンを行 うことができる環境の確保を図 り、併せて難病患者

等居宅生活支援事業の活用を図る。その際、地方公共団体にあつ

ては、高齢者が寝たきり状態になることを予防するために実施 し

ている地域 リハ ビリテーション推進事業、老人保健法に基づ く機

能訓練の活用や介護保険制度に基づく介護サー ビスの活用等 も考

慮 し、地域 における リハビリテーション体制の確保に留意する。
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(イ )人材育成

○ リウマチ診療に精通 したかか りつけ |'く の育成
。 診,1(ガイ ドラインにりlに づく治療を行 うことにより、患 作のQO
Lを 向 Jlさ せ、効 '半

i白くJか つ辿り」な |,t城〔の|チ亡供をイlL進 できるとりえ

らオしることから、 1月 においては、 日本 |べ 自li会 等 |ク(療 関係 |ヽJ1/1kや |;‖

係学会等 と連 |りちして、診虜(ガ イ ドラインの普及を図ることで、 リ

ウマチ診療に精通 したかか りつけ |クくの育成に努めるD

。
|クモ学教育においては、全111の |え 科大学 (|クぎI部 )の教育プログ

ラムの11旨 11と なる 「
|クtrr教育モデル・コア・カ リキュラムJに お

いて、「
1月 1市 リウマチの病態 /1lFI!、 りiルt、 診‖Ji、 治療とり⌒ビリテ

ーシ ョンをi3ι lり |で きる」等のチ1達 H夕「 を掲げていることか ら、各

大学においては、これにり1:づ ぃた教育カリキュラムを策定 し、そ

の充実を 1女 |る ことが4に 要ヽでよ)る 。

・
1踊F床〕F修 において t)、 現イ|:、 経 1険 HIり要の 1り′(忠 として リウマチ

が‖文り 11げ られてお り、プライマ リケアのり1:本 的診療能力として

その |liし い知|1講t及 てが技倒子の修イ|「 が,kめ 喝ォしてぃる.1囁 I財 (イツ「1参 を受

けている |ズ 白liは |′ |ら リウマチ診サ

'(に

ついて経 1険 する.と、要がある。

・ 日本 |りこ|‖ li会 において実方Lし ている|ク(11iの ノ
liッ |:教 育においては、

今後 と 1).〕ミリ ‐
肝|リ ウマチに係 る教育が充実さオじることを望みた

い 。

小児 リウマチ診り1(に |り与われる人材υ)台成について

学会の取 り組みが望まれる5

||イくノトリ己FI

〇 リウマチ専|||lυ )|,(白 liの 育成

・ リウマチ診療υD質 の ||り L及 び都道り「「りIt lll]に おけるリウマチ専||ll

の |ク(師の備I在り亡|liを 1文 |る ため、関係学会におけるリウマチ 1年
|lllの

|ク1自 liが lli Llり に台サJtさ オしることが望まオじる。 また、 リウマチ1診力気は

全朋茂器に |;‖ わる診療 となるたN)総 合的な リウマチ 1年
1111の |ク:白liの 存

イ|:が ll要 とそえられ、|)J係 学会において、そυ)よ うな |IFIIIIの
1矢 白li

υ)台サJlcに ついて|′ミI;、 1司
~る

ことがマ4ま オ■る(D



。 また、 日本 リウマチ学会の専門 1須 と日本整形外科学会の認定 リ

ウマチ医の認定の基4Lや 方法等においては、専 PЧ Iえ の在 り方 を踏

まえつつ、当面求められる専門的な薬物治療や手術の予後に関す

る知l識等両分野に共通 しうる事項か ら、統 ‐していくことが望ま

しい。

○ 保健 mi、 看護師、薬斉J師等において も、 リウマチ患者に適りJに対

応できるよう、力1識・技能を高めてお く必要がある。また、保健師、

看護自Fに ついては、 日本7~護 協会の研修において、今後 ともよリー

層 リウマチにかかる教育が充実され ることが望ましい。

(ウ )診療の質の向上

o 診療ガイ ドライン

・ リウマチ医療を提供する医療機関が、通りJな治療法の選択や薬剤

投与による副作用の早期発見等の適 り]な 医療が実施できるよ う、

早‐期 リウマチの診断及び治療を含 めた診療ガイ ドラインの改訂及

びその普及を図る必要がある。併せて、有害事象の矢Π見を略まえ、

生物学的製斉Jの 適正使用ガイ ドラインの作成について検討す る必

要がある。

。 小児 リウマチの診療の質の向 Lが 図れるよう、小児 リウマチの診

療ガイ ドラインの作成について検言1を行 うZ、要がある。

○  クリティカルパス

・ リウマチ患者が入院治療を受けた場合、適切な入院医療を促進

す るため、 リウマチ診療を行 う病院は、病態別重症度月1の ク リテ

ィカルパスの普及に努めるべきである。

〇 専門情報の提供

・ リウマチに関する研究成果等を踏まえた専PЧ 的な医学情報につ

いては、国は関係学会等 と協力 して必要な情報提供体制の確保を

図る。 また、専FЧ 医療機関等か らの相談に対応できるようIII立病

1完 1幾構 l・ l模原病院臨床研究センターに相談窓口を設置する。



(2)1青 幸反提イ共。相談体市J

(ア )自 己管理の促進

〇 自己管理|!す る内容

患者及び忠 汁家族が11り llす ることが早4ま れる }i/th J「項は以 ドのとお

りである。

. ノ
117高 11の 711意 ノ無

。 り夫患の「
[サ1:|ヒ 予防法、治りI(法 及び出illイ41川 に |;‖ 司

~る
||:し いクJl詰t

。
 |′ 1己 の疾 |ふ 71l llljlプ Lに |;‖ 司

~る
||:し い「11111i法

〇  |′ 1己 11ノ |!の 修得法の普及

・ 1可 は、 日本 リウマチ学会等 と連携 し、 lll記 内容について効果的

な教育資材等を作1戊 し、出
`道

り付りIい卜や |だ戒〔従 ll「 者等に配布する。

。 このような111の 11又 糸|[を 踏 まえ、用∫i並 サ向
:り

ltイヰにおいては、「リウマ

チ 。ア レルギー相談 rt養 成研 1参 」を活り||し 、例
`道

府 りit lI山 li会 ゃ

1月 係学会等 と辿 |りちヒ́て研修会を実方Lす る等 して、り隋セ域ゃ l也域等

における |:1己 11り |!手 法の 1午 及を|ズ |る ことが求められる。

。 また、 |l illll‐ 付においても、都道府りltノゃ卜と同様の収利lと して、偽t

1//1指 導等の場を効果的に活りllし 、 リウマチの ||1己 11り |!手 法の普

及等を1文 |る ことが求 A/11,れ る。

・
|ク|力|(従

II「

者においては |′ 1己 11メ |!手 法の 1午 及について正 しく認 ilt

し、 |ズ カ:(機 |,‖ において|:旨 導を実践することが望ましい。

(イ )情報提供体制の確保

○ IJLt及 びlよ者
‐
にとって4に、要な情報

国民及び患者にとって必要な リウマチに関する |:な情報は次のとお

りである.

・ リウマチに|;‖ する ・般疾り

'ill「

‖1

・ 通り」な治療や薬剤に1判する情報

・ イツ「究成果等に|;Jす る最新診療情‖(
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・ 医療機関及びサー ビスの選択にかかる情報

〇 情報提供手段

・ 正 しい
|｀背報 を効果的かつ効率的に普及するためには、インター

ネ ッ トのみならず、パンフレッ ト等を活用 した情報提供が必、要で

ある。

。国においては、適宜関係学会等 と連携 し、ホームページやパ ン

フ レッ ト等を活用 して、最新の研究成果を含む疾病憚i報や診療 1背

報等を都道府県等や医療従事者等に対 して提供する。

‐地方公共LI体 に1=い ては、匡1等 の」当信デ
~る

情 111を ,Iサ 興づ
~ろ

ほか、

それぞれの地域医師会等の協力を得ながら、医療機関等に関す る

情報を住民に対 して提供することが望ましい。

(ウ )相談体制の確保

。 国は、地域毎の相談 レベルに格差が生 じないよう、全国共通の

l・l談員養成研修プログラムを作成 し、
「リウマチ・ア レルギー村

:1談

員養成∂F修 会」の充実を |ヌ|る 。

。 このような国のllXttlを 踏 まえ、都道府県においては体系的な リ

ウマチ本H談 体制のlFl築 、具体的には、一般的な健康相談等は市‖11´

村において実施 し、より専P11的 な相談については保健所において

実施する等を検許lし 実施することが望ましい。その際、難病相談

・支援センター との連 |りちについて留意する。 また、保健所におい

ては、地域医ni会 等 と連 Jりちし、lllll々 の住民の相談対応のみならず、

市町村への技術的支援や地域での企業等におけるリウマチ対策の

取組への助言等の支援が期待 される。

(3)研究開発及び医薬品開発の推進

(ア )効果的かつ効率的な研究推進体制の構築

・ リウマチに関する研究をより戦略的に実施するためには、研究

企画 。実施・評価体制の構築に際 し、明確な日標設定、適切な研



究浄Fl‖ i及び効】t的 なフィー ドバックが rl要でぁる。

111はイリF究の採 |りくに当たつて免疫ア レルギー疾患予りj・ 治りI(0「 究

事業の中でテーマの類似 している研究課題の統廃合を進めるとと

もに、政策的 i,t題 に関連するテーマを|り1確 |ヒ し公募課題に反 1映 さ

せ る必要がある。なお、 11可 が進めていくべき研究課題は、Ltl‖J企

業とIJと の役1刷 を認「Itし ながら、″F究 llf業 の li平 伸li委 員会の意見を

)望iま え、F,(題 の決定を行う。

。 イ「効な治療法選択のための情倒lllktt14・ 1刷 の検 li、 |

治りI〔 効 果 tD含 めた リウマチ患 4の「llj lf:|を 通りJに把 |り1:す ることは、

i11に 疾患統 計 とい うr)ι 点のみならず、り,i隊 |、 り,ilよ 、治療 、 ル後
′
やト

のイツ「究を効果的かつ効率的 に進める 11で 市要であることか ら、牟|

学的根拠 にり!増 づいた縦断的な定点りltt14NII刊等の |ルi築 が必要である.

(イ )研究目標の明確化

① 当面成果を達成すべき研究分野

|`え 成 22イ 111虻 Jこ でにイツ「プロ茂月tを イ||ら オLる 、よう、 次υ)イツ「グピう)り「に|1切 し

て il点 的にイリ|り
'Lを

11た illし ていく.

(関節リウマチ重症化防止)

〇 治療効果・ iFり i:度 を把|サィ:す るための指標 1/9‖‖子とイツ1究

〇 薬′年1のイ「11111f象 を1巴‖1:す るための研究

〇  |ILササ|リ ウマチの実態1巴 |り|:と 診断 。治り,(プノ
‐
法の1珀 :ヽア

関f市破壊等が進行する|キ 打にりL解導入を目指す |ILリ リ|1月節 リウマチの的確な診

‖J「 と迪切4ミ 7台居(の 1訛 :ヾぇ

○  !プ リ明における 予後の 予測とそれに基づく治りI(リノ
‐
泄tの |り ‖発

〇 外
「

1白勺治療法の
|りH発

手術辿応、リハビリテーションの辿応基準の確 アヽをすすめ関節機能の|[II復

のためのプログラム確、アを ||1旨すとともに、|だ療り|1具等の
|り H発 も進める。

ン

長期的目標を持って達成すべき研究分野

llittυ )「 Flり i:|ヒ |り
jlLに

|;‖

~l~る
lllFグじに‖又り糸ll`ア

^つ
′
D、 り商隊|。 り

',1よ

 (`色り史

ステム等)に 1対 する更なる研究を進めて リウマチの克サ1反 を目指す .

②
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(関 節 リウマチの予防法と根治的な治療法の確立 )

○  リウマチの病因 。病態に関する研究

・ リウマチの遺伝的要因、環境要医|の 分 r‐機構に関する研究

・ リウマチの免疫抑制に関する研究

・ リウマチの骨 。
1吹骨破壊抑制等に関する研究

○  リウマチの先端的治療に関する研究

・ 各病態に応 じた治療法の確立 (疾患制御の効果についての介人

試験のデザインとその評価等や費用対りJ呆分イリ千等 )

③  その他の必要な研究

O 発売上危険

'I「

にじ];し 研究

il]確 な患者数の把 |り1の みな らず、病仄|イツ「究が推 illさ れ るよ う発

症危険因 ■の検索のための疫学研究の実施を検討する。

O rL会的にもlll要 である高齢者の開節障害について、遺伝的素因、

関節構造の不4整 、i邑 負荷、加齢等の因子を含めた病態解明を進め

る必要がある。

(ウ )医薬品の開発促進等

。 日本は欧米と比 1交 してMTXの 用 htが 違 う点において、患者は

治療法の選択‖支が狭め られているとの指摘があることか ら、 1政 米

程度の医療水準が確保 され るよう、新薬開発のf/t進 が図 られてい

く必、要がある。 また、安全催L。 有効性を確保 しつつ、 l lNlは 、適り]

な外 |工|データがあればそれ らも活用 しなが ら、医薬謂]の 薬事法上

1/D承 認に当たつて適切に対応 していく必要がある。

。 国においては、優れた医薬品がより早 く患者のもとに届 くよう

治験環境の確保に努めるとともに、有害事象 を的確に把握できる

よう医薬品の市販後調査の在 り方を検討する必、要がある。

(4)施 策の評価等

〇 政策評価

。 国においては、国が実施する重要な施策の実施状況等について評



111iし 、また、地方公共 |ヽ月14Nの 実施する施策を|:巴 1着 :す ることによ り、

より的確かつ総合的な リウマチ対策をillじ てい くことが l‐ 要であ

る.ま た、1也 方公共IJ llNに おいて も国の施策を踏 まえ、連 |りちを模

索 し、施策を効果的に実施するとともに、 |:要 な施策について政

策評 4‖ iを 行 うことが望ましい。
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Ⅱ.ア レルギー対策につい

1.ア レルギー対策の現状 と問題点

(1)我が国におけるアレルギー対策の現状

(1)ア レルギー疾患患者の動向

○ 疫学研究

平成 4年度か ら6年度にかけて実施 された厚/1科 学研究の全国調査

(「 ア レルギー疾患の疫学的研究J(班長 :関 lLl電 力病院 」i河春 1封先生))

によると、何 らかのア レルギー疾患を有する者は、平L児 ;28.9%、
ガリ古:39.1%、 小児 ;35.2%、 成人 ;29.1%で あつた。こ

れ らの結果は、我が 1工1全 人 |]の約 3人に 1人 がlfら かのア レルギー疾患

に1離患 していることを示 している。

○ 平成 15イト保 1/tll福 1杓 LllJ」 1向 調査 ア レルギー様りた状

・ 調査の概要

平成 15イ ]■ 1工1民 生活基礎調査の調査地区から層化無作為1lL出 した全

1工|の 300地 区内におけるすべての llり |ヤ 員41, 159名 を調査の客

体 とし司月査が行わオした。

・ ア レルギー様症状があった者とその診断があった者の状況

本調査によると、この 1イ |=F11に 、皮膚、ドF吸器及び 日鼻の各症状の

いずれかのア レルギー様 7111状 があった者は全体の 35 9%で 、この

うち、ア レルギー診断のあった者は全14Nの 14.7%で あった。 lyL在

ア レルギー様 7111状 のある者で 1羞 療機関においてア レルギー診断を受け

た者の早刊合は半分に至つていない。 (IX1 2・ |ヌ13)

・ ア レルギー疾患力1策への要望J
三li

今後のア レルギー疾患対策について要望があると答えた者は全体の

57.5%で 、その主な内容は、「医療機関 (病院・診療ワT)に ア レル

ギー専 P月 の医師を配置 してほしい」、「ア レルギーに対司
~る

医薬品lの 開

発に力を入れてほ しい」、「ア レルギーに関する情報を積極的に提供 し

てほ しい」であつた。 (表 3)
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⊂) 作り]||〃〔チ出tfl」 σ)ツtttt '3

。  気 1lγ 支 ||:′自、

気41'支 |lli迎、はノトリ己。成人ともイli々 ナ|フリ|1傾 1占 |に あり、 /ト リこの|||:′ 自、はi出

去 30イ 11111」 で 1%か ら5(/)に 、りJlc人 の
||ケ ′日、は l%か ら3%に 1曽 ノ」||し 、

Jりιイ|:約 J00万 人が気管支喘息に柏:j患 していると考えしォLる .(1又14)

・ ア レルギー
|プ |:鼻 炎・花粉症

花粉症の原 1川 や発症状況は各地方の相1物 の種類や花粉の数によって

サ1:な る.レ|え ばスギ花粉りi:は |と 粉が飛ばない北海道ゃ沖溜Lではほとん

ど見ら,し ない.

｀
|ス サ,支 13年に実施 さォtたサ|イ

‐
|1月 法人日本アレルギーー協会の全1可 illl 14・ に

〕ミれ |ザ 、スギ花粉りi:の イ]‐ 病率は、全国 1`4均 で約 12γ)で あった.

1ヽ4成 7イ 11に スギ花粉りi:に ついて千葉県で実方Lさ れた調査によると、
/卜 |IIだ

/1ノ 11の感

“

[率 、 ′こりiキ半iは くヽ材ゞ白勺にイ
11曲令力` Lが るにつれて 11ケ |‐ し、

20～ 40歳 までの ilFILイ 11で は感作率は 60%)を′ヒえ、抗体陽ヤ|:任 の

チ蚤りi:'半ζも55(/)を ′ヒえてビークを示す。 しか し50歳以 11で は、プリ|1山令

とともにォよ作
'ネ

く、 イヽり1:率 はとt)に 力!支少J~る .

・ ア トビー|プ |:皮 だ1炎

ワ′トビー1プ |:皮 岸I炎 のイ1り 1:率 は、 1ヽ4成 Jイ |=厚生省児薔[家 1起りij l寸 Fイ1断
/li

l引(の 全 |11調 査によると、乳児 6 6%、  1歳 ｀
14児 5 3%、  3メ Iヽ 児

8.0%で ル)つ たt,

|`え 成 12イ li度 から 1-1年度にかけてサIF生 労 llllお1学研究で実施された

全国 l〕 |り 査 (「 ア トビー性皮膚炎の患 者数の実態及び発り1:。 悪化に及ぼ

司
~環

,光 1人I Fυ )I]‖ 査に関づ
~る

イリ1究 」 (liイ千イツ「グ七作 :|||イくデ|サ ||:広 ||も 大メ
ドタl

キ
｀
本教1受 ))に Jミ ると、 4ヶ りl児 ;12.8(/)、  l歳 半児 ;9.8(/,、
31ヽ り己: 13.2(/)、 ノト

デ
il lイ 11/ll; l l.8%、 ノ

lヽ 学 6イ liノ li: 10.

6(/,、 大学生 ;8.2%で ある。これ らυD結果からみると、本り11の 有

りi:率 は｀
|え 成 4イ 11の 副11査結身tと 比 1交 するとなおナ11り JIIイげ〔向にあるようにみ

えるが、「Li調 イドの診‖,iり 1に 」tが 同 で́あったか否かの検証はなされてお

らず、 |11糸Lに 比ll咬することは妥
1`1で

ないとの意見も,ら る。

+3｀
|え

jlc 1 4イ liリ ウマチ・アレルギー対策委員会 「リウマチ・アレルギー研究 |・ 111卜 」 `kり



名古屋地区においては、 |1召 和 56イ[「 か ら幼児 。学童 (3～ 15歳 )を

対象 とした縦断調査が実施 され、l1/」 和 56年の有症率は 2.9%で あ

ったが、平成 4年 には 6.6%に 増りJΠ した。 しか し、平成 4年以降は

有意な増力‖はみ られないことが報告されている。

・ 食物ア レルギー

平成 ]2年度か ら 14年度に厚劃i ttlfllJ科 学研究で実施 された調査

(「 Tl~篤 な食物ア レルギーの全国 ll l査 に関する研究」 (分 lll研 究者 :飯

倉洋治 1昭 和大学医学剖∫教授))に よると、食物ア レルギーを起こす原

1人 |と しては、鶏卵 (約 39%)、 牛乳 。平L製品l(約 16%)等 である。

また、平成 15年度から 17年度の厚生労働科学イフ「究 「食物等によ

るアラ
‐フィラキシー‐反ルさ」クルi(1人 i4//J質 (ア レルゲン)のィ確定、 II坊 `I

知法の確 立に関す る研究J(lill研 究者 :海老澤元宏国 立病院機構 lN l

模
":〔

り

',院

臨床研究センターア レルギー性疾患研究部長)等によると、

食物アレルギーは小児に多い病気であるが、学童り切、成人にも認めら

れ、その制合は、乳児が 10%、 3歳児が 4～ 5%、 学童期が 2～ 3

%、 成人が 1～ 2%と いわオしている。

○ ア レルギー関連死

平成 15年 人日動態統計によると、ア レルギー疾患に関連 した死 亡者

数は 3, 754イ lで 、その うち 「喘泡、」による死亡は 3, 701名 (9

8.6%)、 「スズメバチ、ジガバチおよび ミツバチ との接触Jに よる死

亡は 24″l(0.6%)、 「有害食物反応によるアナフ ィラキシーショッ

クJに よる死亡は 3″l(0.1%)で あった。 (図 5)
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(2)主 なア レルギー対策の経緯

(ア )厚生労働省におけるアレルギー対策

○ り

'i院

及び診療所におけるア レルギー科の標榜

。 平成 8イ |=、より|クモリメ(法 上の標榜科 としてア レル ギーFIが 認 められ

た。平成 14イ li現 在のア レル ギーFIの 標榜施設は病院 と診りI(所 を

あわせて 4, 480施 設 となっている.

○ 1午及 。
4卒 発

・ 厚 41ittlrll省 では、イツF究成果 を活りIJし た 普及啓 発と して、次の施

策を行つてきた。

① 均 ‐な治療υ)1午 及のために、 1周 係学会等とil lり ちし、診りI:ガ イ

ドライン等を作成 して|クモリ療機関等に|1己
′4i

②  各flrア レルギー疾患についてわか りゃす く解「りtし たバンフレ

ッ トを作りJえ し、広く一般 1可 L(に 11i劇 (を 提夕t

O |`′ 成 1‐1年 には、ア レルギー疾患のこれ までυ)イリ1究成果をと

りまとめた 「リウマチ・ア レルギーリ「究 |′ l ill」 を作成 し、都道

りITり ItⅢ}ン |ヽ1己

`i

。 また、都道府りit等 の保健山li等 を文l象 に した 「リウマチ・アレル

ギー桐1談 it養成研修会Jノ斗を実施 し、地域における||1談 llk制 の確

保促illを IXIっ ているt,

・ ｀
|え成 16イ l112月 か らサIIイ |:労 llll省 のホーヱ、ページ 11に 「リウマ

チ 。ア レルギー|lli‖ tJ σ)ページを |り‖設 し、 |liし い情報1/11午 及のり1キ

イヒに努めている。

(http//wwwnlhiw3oiP/new_in%/kObetu/kenkOu/1γ unlachiハ ndex hinll)

・ 1`4成 17イ 11春 は、全IJl白勺に傷[測 史 111, 2千立を角
′卜う多さの花|`)

が飛 1枚 すると r′ 測 されていたため、厚ノ
li tt lllll省 はイと粉の飛 1枚 が本

格化する|)有 か ら「緊急対策」 として、 i11し い情報にりiに づ く |と 粉りi:

の r′ 防ぺD IILリ リ1治療の史なる徹lltを 進めてきた,サ t体白くJに は、 ll民

に対 し、 |と |り)り 1:に |)JJ~る II:し い 111「 倒1を 提イ共―
l~る とともに、 イと半分に

できるだけさえ,さ れないよ う|:|ら 予防 し、2、 要があれば liLめ に |ク:

力|〔 機 |;Jを 受診 して もらうよう|1乎 びかけた。また、 |ク:りI(従 事者等に



〇

対 しては、辿りJな 治療がな されるよう、診療ガイ ドラインの周知|

徹底等を行つた。

ア レルギー物質を含む食171に 1月 する表示について

。 食物ア レルギー疾患を有する者の健康被害の発生を防止する観

点か ら、ア レルギーをは じめとした過イlll症 を惹起す ることが知 ら

れている物質を含む加工食‖Iの うち、特に発症数、重篤度か らlllJJ

案 して表示す るZ、 要性の高い小麦、そば、卵、平L及 び落花生の 5

品 日を原材料 とするソJII工 食諄1に ついては、これ らを原材料 として

含む旨を記 1裁す ることを食 lキlI術 /L法 で義務づけ、平成 13旬■より

施行 している。 また、その他ア レルギーの発りi三 が見られる201∫ |:

百について も、法 ll・Jな義務は llAさ ない ものの、ア レルキー疾患を

有する者への情報提供の ―環 として、当該食謂|を 原材料 として含

む旨を可能な限 り表示するよう努めるよう、同年より1イた奨 してい

る。 また、こうした制度を用知するため、パンフレッ トやホーム

ページ等を活用 している。

アナフィラキシーに対するエピネフリン自己注射用キッ ト

・ エ ピネフ リンは、その交感和|1経刺l激作用により、気管支痙攣の

治療や急性低 liL月 :・ アナフィラキシーショックの補助治療等に ll[

界中で使用 されてお り、これを自己注身寸するための緊急処置キ ッ

トがらH発 されている。本 l llに おいて峰毒に起囚するアナフィラキ

シーにより年剛]約 30人 の死 亡例が報告 されている。 一方林野庁

では、 N1/成 7年か ら職員を対象 としてアナフィラキシーショック

に対す る緊急治療楽 としてエ ピネフリン自己注射用キットを1輸 入

し、治験に準 じた使用を /11始 した。厚
`L労

イIlll省 は、
N1/成 15年、

峰毒に起因す るアナフィラキシーショックの補助治療斉1と しての

輸入承認を行い、平成 17年 3月 、蜂毒に限 らず食物及び薬物等

に起因するアナフィラキシーについて新規ガJ能追畑1の 承認を行つ

た。 このことか ら、医師のインフォーム ドコンセン トを前提 とし

た処方が可能 となった。

Of究 の|イ[進

。 厚生労働科学研究費補助金により、平成 4年度から、アレルギ

〇

○
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CI)

―疾患についてそのソ,i因 。り

'j態

解 |り l及 び治丼(法 のけ‖発
ノ
l卜 に|;対 する

糸念合白くJなイリ「り
'ヒ

がり‖女台さメしている。

。 また、｀
14成 12年 10月 にI11ヽアイ|1模サリ|〔 病院 (現  |]1、ケ:り,i院 機 |1卓

イ‖イ:吏原病院)に |“F床研究センターをけH設 し、ア レルギー疾患に関

する111床 イリF究 を進めている。 さらに、｀
14成 16年 4月 か らllll化 学

イ〕F究 |,TIず i浜イリ「究所免疫 。ア レルギー科学総合り1究センターとの ||]

でアレルギーワクチンけ‖発等の共同イリ1究が実施されている。

花粉り|「 対策における関係省庁との連 |りち

。 `li会 |||1題 イヒしている花|`)り 古:の 諸 ||||サ趣について検 i:Jを

`「

うため、

文出SFIノ
｀
羊省、厚 /li労 働省、農林水産省、気象庁、環境省で11寺 成す

る「花粉症に1川 する1別係省庁 111当 汁 ll絡会議」が設lrtさ れてお り、

4と、要な情劇i交換を行っている。

シックハウス対策

・ シックハウスリII:候 |ドFと は、 ;圧イ11の イ|:|こ の高気絆ilヒ 等に、上り、 建

労Iイオ午〉か らチこイ11司
~る

化
r/14勿

ワI年十による牢 [lkl′41女モ7/」 夕とに `よ る健爆|(1杉

イ十のことであ り、そのル|(1人|と して中 ,し による 1)の 、ア レルギーに

よるもの、その他|り |1珀:で ない もの等があげられる。り14/li ttlllJ省 に

,3い て |よ 、ル|〔 1人1解 |り J、 1丈 拠計巴|,11、 i診 ‖りi・ 治城(法
ノ
ヰに |;‖ 司

~る
イツ|クヒ等

を実施 し、 |`′ り茂16イ li 2月 には 「案内空気ワ[1/yl川〔|1多 十「イリ1究会J に

Jミ リそオしまでにサ!F/littllllFI学 イリ「究等でイ||ら れた |,trF由くJ知 |)と 等のイ

“り|!・ 1lt(1:JIの とりlた とめ //Jヾ 行われ /_`,

・ 厚 41:労 llll省 は、 r`成 13イ ll度 までに、 13種類 1/11ヒ 学物質の11

内沼t度 指 rl‐ 11:等 を策定、 |`え 成 15イ lt 4り lよ り、建築4勿 における術

生的環境の確働tに 1月 する法 rlLに りitづ く特定建築物における室内空

気中のホルムアルデ ヒ ドitの 測定の義務づけを行うとともに、 |,こ

城‖御川においてアレルゲン等を1除 去 した場t,光 ドで診‖垢、 治現(等 を

行 う「クリーンルーム」の 1啓 備等を行っている。

。 また、平成 12イ 11度 より「関係省庁連絡会,:洗 」を設置tし 、サIFノ 11

労 lllll省 は1月係省庁と連彬ちしつつ総合的な対策を1イた進している。

〇

，
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(イ )地方公共団体におけるア レルギー対策

渚|∫ 道府県におけるア レルギー対策は、地 j或 の特性に応 じて自治]f務

と して取 り組 まれている。 しか しなが ら、 illi及 啓発や相談窓 IJの 設置

な どは比 4交的 llkり 組 まれているものの、医療計画上ア レルギー文1~策 を

定 めているところは少ない。 また、 11j‖「村や関係団体等 との連彬tを 図

っているところも少ないなど、各都道府県間には1交 差があ り、その対

策 は必ず しも十う)な ものとなつていない。 (表 2)

(ウ )ア レルギーに関する専門医療等

医療の水準を高めること、 jふ 者や患者の家族か ら見て医療施設や医

11琳1人 ιう専門を承力:し て診療 を受け られるようにすること、医療施設

及 び医師がlN l互 にその専門をす ぐ判るようにすること等に役 立つ こと

を 目的 として、‖子]和 62年 10月 、 日本ア レルギー学会によリア レル

ギー認定医制度が制定され、平成 16イ 1■ 11月 から専 ll医 制度に一本

化 された。 I「ナ71c17旬■7月 現在で専門医 2,300名 (う ち指導医 4

14名 )が認定されている。学会の認定施設数は、 273施 設 377

不斗 (内 準1185利・、 ノ」ヽり己利 95科・、 月:鼻 n因‖侯利・23牟 |、 り支膚不斗33わ [、

|1艮 科 1科 )である。人 |「110万対比のア レルギー専 Pり 医数は約 1.6

で ある。今後、学会において適り]な 専 PЧ 医数の水準等を検証 しつつ、

適 りJな 認定方仁設 と専門医の柏:傷tが ,Rめ らオλる。

う
Ｚ



(2)ア レルギー対策における問題点

我がlllに おいてはこのようなア レルギー対策を1た 方Lし 、膨(米 のアレルギ

ー i診 療列く71tと υ)較 差はないが、 こォしら夫}策 は必ず しも戦‖各1向 に推進 さ,Lて

お らず、また、患 作/ヽ、の|だ 療提供等について患者のニーズに対応できてい

ない |百iが あり、|11題 を残 しているといえる.

(1)医療画の問題

○ 迪りJな ア レルギー診療の il∫ 能な|ベ リ4〔機 1月

。 ア レルギー診りI〔 の ll∫ 能 4r医 城(機 1間 の ウ11也 については地域により様

々であるが、その実情やイl:り 方に′Dい て、地l_lkに おいて llk系 アヽてて

FI IIIli由
イリに惟り|!さ れ

~Cい
4rい σDが ,見ツく

~cル
)る (1

〇 li Lり
UII診 ‖りiの ||||サ迎」

・ 患者の Tlり1:化 を|りJぐためには |ILリリ|:分 ‖,i、 |ILサ リ1治りI(が |[要 である力く、

そのためには発鶏:l iJ.リ リ|の 患 者
‐
や軽りli:υ )患 作を診療する‖∫能 |ブ |:が ||ヽ

い、1也 域の |ク:療機 1月 の医白liに おけるア レルギー疾患管理|!能 力の
1子
1111

が i■ 要である。 しか しなが喝、′ど、ず しも全ての |ク|サ〈〔機 |;‖ において診

リメ(ガ イ ドラインを7萬 川 した |り要71L的 な |ク(り,(の 提供がなされていない.

(IX1 6)

ア レルギーーリう(患 をIi夕 療する|'1白 li υ)資 TI

・ ア レルギー疾患は11:患朋茂器が

`ヽ

身綱 ll kイ |に わた り、乳幼児りり|か ら

高齢リリ|ま で全イli齢肝|が樅忠するり

'(忠

‖羊であるので、アレルギー診療

には山1広 い知liitが 必、!要 となるが、現イ|:は 各診療FIが縦1り|り でそメ1/ぞ

れの診療を行っている場合が多いの

ア レルギー疾患に |;‖ 連 した死亡

・ 脳 liL管 疾患 。悪 |ゾL新生物等 と異な り、ア レルギー疾患は 舟支的に

死に至ることが少ない病気であるが、イ
lillll約 4, Ooo人 がア レル

ギー疾患により死亡している。

とりわけ1肺
U、 死対策は1喫緊の1訓 tl題 でま)る が、わが111に おける|1桁 旭、

死は減少イげ〔向にあるとはいえ、米だ先進 1可 ‖羊において |「1いタピ亡率を

示 している。その原 1太|と しては、|1汁 旭、発作についてのlittliltィ
く足ゃ ィく

〇

○
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定り明受診等、患者側の要因が大きいとされている。また診療側では、

診療ガイ ドラインに基づいた継続的かつ計画的な治療管 llllが 喘庖、死

を有意に減少 させるとされているが、その普及は十分といえない。

(2)情報提供 口相談体制面の問題

○ 慢性り明医療管川1の 問題

・ ア レルギー疾患については、抗原回避等の生活環境や生活習性1の

改善、 日常服薬管川!、 疾患状態の客観的自己評価及び救急 H寺対応の

手法について自ら習得 し管 llllす ることで、QOLの 向上を121る こと

ができるが、現 |1寺点では必ず しもこういつた内容に関する適 LJ」 な疾

患管l llが 患者 自身によつて十分に行われておらず、またその習得方

法の確立ゃ lζ及 も先ゴ
=て

はない。

・ 薬斉J高 |1伯
=用 の||ll題

ア レルギー疾患の治療においては、炎症を抑える薬物を長期投与す

ることが多いため、高1作用の問題が lTl要 である。疾患によつては診療

ガイ ドラインにおいて局所抗炎症薬が推奨されているが、患者の診療

に刻する意志に頼るところが大きいこと等から、実際には正 しい疾患

治療管jlllが 行われていないことがある。現状において必、ず しも薬斉Jの

高1作用についてIEし い知i哉 が普及 していないため、患者は薬斉」の高|1作

用発現に気づかず合併症を併発 した り、もしくは高|1作 用を恐れて怠薬

した りしていることがある。

〇 1青 報の |‖1題

・ 情報の氾濫

インターネ ットの普及等によリア レル ギー疾患に関する各種の情報

が入手できるようになった。 しかし、いわゆる医療 ビジネスや民 |‖]療

法に関する情報も普及 し、中には健康に悪影響を及ぼす誤つた情報や、

不適り
'な

情報等があり、国民が正 しい情報を取捨選択するのが困灯1な

状況にある。また、|工1民 か らは、ア レルギーに関する適切な情報をさ

らに積極的に提供 してほ しいとの要望もなされている。

0 11]談の問題

値1人 差はあるものの、ア レルギー疾患患者は長期的にQOLを 損な う
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恐れがあ り、心理的負111が かかるため、ア レルギー疾患を竹ノ|!す る 11で

はカウンセ リング等の心月|!的 支援に も留意 した適り」4rイ 11談 対応が ,ど、要で

ある。りl状 では、必ず しもすべての都道り向りt等 において、桐1談 業務をは

じめとした 1分 なア レルギーリリ〔患に関する気l策 が:IFじ られていない.ま
た、IJlに おいて実施 している本「1談 It養成研修会において 1)そ の点につい

て |一 分な対応ができているとはいえない。

(3)研究面の問題

〇 患 その実態把握

111に おいて、アレルギー患 作の実態に/)い ては′と、ず しt)1分 に1巴ツキ:さ

,■
~C ttSら

ドヽ、 イ「り〕オ貪7台り1〔 7去 υ)m:ヾえに Jと、1要 オrl青 1111又 ,た 14く |1引lが

“

:、アさォし
―cい

な い ,

O  劇りj7去がメモlil:、ア

ア レルギー疾患は遺伝要1川 と環 1ザ[要 因が 1別
′」‐しているといわれている

が、多 IJそ な原 1人|。 悪化1人 li′
‐は年齢によって もPl々 の患者に ,〕ミって もそれ

ぞオしりtな るとさオL、  ルl1/J法が

“

:ヽアしていない。

O どの |り(療機 |;‖ でも実施できる|り tル|(“ :定 li多 ‖サi法 が米 1珀:立

減感作り〈(法や |プ[原 |||1避 等のlyL原 に特異的 4r治サ

`て

を実施するためには、
ア レルギーのサリ|〔 1人1物 質の特定は

`と

、な〔の lili提 条「|:で ある。 JりιイI:、 ア レルギ

ー疾患のル|〔 因物質の確定診‖サiに は1シ tル |(の 負1「 試験が必、要で、負1肝 1卜t験 は

危険を 1｀卜うill vivo試験であるため、限 られた ||「
|lil施 設でしか

′
り(施 されて

いない。 (Jミ って、現 |1寺点では4に ずヽ しもアレルギーの原隊1物質が特定され

ていない状況で治療が実施 されている状況である。

○ 根治的治療法が米確 アヽ

ア レルギー疾患に関するイツ「究の成果 として、徐々に発り1:機序、悪 |ヒ 1人 |

r等 の解 |り lが進みつつあるが、その免疫システム・病態はぃまだ 1分 に

角ギ|り |さ オしていないため、ア レルギー疾患に気1~l~る 完全な予防法や恨治的

治療法がなく、治療の |ll′ 己ヽは抗

"i〔

|lililliを は じめとした生活戯t境 1碓:保 と|プ[

炎り1:剤等の業物療法による長リサ1的 な丼lり 1:療 法となっているのが現状でル,

る。 免疫ア レルギー疾患に関するわが国のりlに 礎研究は 1世 界水準にあると
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2.今後のアレルギー対策について

(1)ア レルギー対策の基本的方向性

(1)今後のアレルギー対策の目標

国のア レルギー対策の日標 としては、アレルギー疾患に|;‖ して、予 lly」
.

治療法を確 立し、国民υ)安′己ヽ。安全な/li活の実現を1剰 ることにある。

しか しながら、従来υ)対策では先に述べたような |り:力 |〔 1山 iで の ||‖ 題、せ、者

のQOIン の低 ドの 1用 題等がノliじ てぉ り、これ らの|||1題 の解決を図るため、

施策の優先 H標 を定め、ア レルギーカ1策 を効果的にiliじ る4と 要ヽがあるけ

「
|′ 1己 管理[可能な疾患Jヘ

患者の QOlン の維持 。
1占 l llが 図 |〕 れるよう、アレルギーーリ

'(患

の重りi:化 を

'防
するための日

'|『

ノ11活 における竹り|!や |'t城(の 提供が「随要である。このた

め、ア レルギー疾患の ||1己 41り |!を 日∫能とするたν)に は、身近なかかりつけ

|ク(を は じめとした |夕(戒 (1別 係 者Ⅲ卜υ)支援の ド、患 汁及び患 者
‐
家族が 4ビ、要な |だ

りI(情 報及び桐1談 を得て、治りI(法 を |:し くり|!解 し、ノ|:活蒻せ境を改善し、また

|′ 1分 の疾患状態を客

`り

l的 に「平1‖ iす る等の
|′ 1己管メ|!が 必要である。

なお、このような取 り利[//_に IF点 をlriき っっ、長りり1白
く
Jり1点 にヽ

'っ
てアレ

ルギー疾患の ル防及び11(治療法の確、アυ)た めの研究等の史なるJ([進 を進め

アレルギーリ

'(患

の州 IKを 目指すこととする(,

(2)国 と地方公共団体との適切な役割分担と連携体制の確立

11記 ア レルギー対策の日標が達成 されるためには、1可 と地 ル公 川、‖休、

1月 係 11114・ 衡卜との役早il分 111及 び連 |りちが IR要 と4rる 。 111と
j也 方公共 |、

11体 の役割

分111に ついては、ア レルギーリ

'(患

υ)41iJ■ 及び |ク1療 制度の趣旨等を そ|むiすれ

|ゴ 、 り:にィく白くJに は、 普|`i並 リド∫りitは 、 〕_il Llj 4ミ 医療 14く |卜 Jの 1静 :|力tを IXIる とともに、 II「

||ll‐ 村 と連 Jりちしつつ 1也 1_ltに おける ||:し い情‖tの 1午 及啓発を行うことが必要で

ある。 方́、IF]は 地ノブ公共 |:‖ llNが 適り,4t施 策を進めることができるよう、

先進的なイリF究 を実施 しその成果を 1午 及する等の 4と 要ヽな技術的支援 を行 う必

要がある。 また、 このような行政における役1∵J分 111の |(、 サlFノ liグ

`・

l」ll省 は患

者
‐
卜川体、 日本|ズ 師会、「1本 ア レルギー学会、 日本小児FI学会等 |;‖ 係 IJl14・ 並

びに |;‖ 係省庁 と連 |りtし てア レルギー対策を|(i進 してい くことが′∠、要であ

る。



(2)ア レルギー対策の具体的方策

上記の方向性を具体的に達成するため、今後 5イ [「
('|え成 22年度まで)

を目途に lTl点 的にllx組む具体的方策は以 ドのとお りである。

今後の方向性

○ 医療の提供

基本的には医療圏毎に、安定 |1寺 には身近なかか りつけ医において診療

を行 い、重症難治例や著 しい士|1悪時等には専PЧ 医療機関において適りJに

対ルトできるよう、円滑な連」りち体制の確保を図る。

また、「夕療ガイドテ インに

'i■

ザイ(FI西∴イj治療 |よ 、 従房ての志 者の出党,と

状 に よる治療 よりも患者 QOIン の向 L及 び効率的医療の提供が図 られる

ことが報告 されてお り、診療ガイ ドラインの普及が ll要である。

○ 情報提供 。相談体 |卜J

患者を取 り巻く41活環境等の改善を図るため、ア レルギー疾患を自己

管 l llす る手法等の開発を図るとともに、地方公共同1体 と連携 し、その手

法等の普及啓発14N制 の確保を図る。

○ 研究開発等の推進

ア レルギー疾患を「1己 4il llで きるよ う、忠者が自らlyL原 を回避するた

めにア レルギーの原因物質の特定が 可能 となる手法及び ll期 診断手法等

をり同発する。

また、有効な治療法に関する情報 1又 集体制について検ホ|す る。

○ 特に、各アレルギー疾患について重点的に取組む事項は以下のとお

りである。

・ 花粉症については、舌下減感作療法等の開発を推進する。

・ 喘′日、については、喘週、死の減少を目指 し、通りJな 医療体制の確保を

IΣIる 。

・ 食物ア レルギーについては、可能な限 り患者 自身が正 しく抗原を力]

り抗原を回避できるよう、対策をilヤ じる。

・ ア トピー性皮膚炎については、患者のQOLの 向上のため、患者が
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継続的に1髪 療を受けられるよう、また自己41理 |!が 日∫能 となるよ_う に方

策をil「 じる。

(1)医療の提供

(ア )かか りつけ医を中心とした医療体制の確立

〇 アレルギー疾患に必要な医療 llk制

。
1呵 においては、ア レルギー疾患にかかる医り1(体 縮1を 確 |力tす るた

め、 日本 |ク

`師
会等 1髪 療 1別 係 |ヽ‖llkや 1周 係学会等 と連 |りtし て、診り1:ガ

イ ドラインの改 ,i「 及びその 1午 及により、地域の診療 レベルのイ(均

子供iの 足 ||:を 1文|る .ま た、|IJは 地 l lkに おけるア レルギー対策υ)|フモリ1(

1足 |り tlイく||口」υ)あ リノブについて 11「

1//1集 を

“

三サ戊・llL`fし 、 都i並り向
:鴫

t等 ′、

の I午 及に努める.

。 この、ような 1可 の 1反 剰|を 路まえ、都道府坊tに おいては、 |ク〔サ

`て

li「 lllll

等を活用 して、地域におけるア レルギーリク(患に|;Jす る|ク:療提供 14・

|li」 の 1珀:保 をIXIる ことが求められる。 また、適りJな地域 |ク(療 を確 1呆

するり1点 か ら、地 lllk ttt健
|クモリ

'(協

1書t会絆を通 じて1川係機 |;Jと の連 |りt

を |う〉1文|る .と、要がル)る .

・ ア レルギーリ

'(患

患 イ
‐
に対 し́ては、安定す明にはア レルギーリ′〔患に

|li通 した身 jl~イだかか り/⊃
|り |だ が 1診嘴■l~る が、「Fり 1:史性7台 1//1ぺ

D拷:し い

111悪 ||キ には専|lll的 なキ1応 が ,ど、要で ,|)る ぃそυ)た め、 りl場 木白4Jに は |ク(

りI(|を l fl∫ にア レルギー li夕 療の |ム[||ll機 能をイ|し ている|'(療 |チ艶1判 が :Z、 要

で
`ち

り、 また、ア レルギーリ

'(患

はほぼ全身臓器に係わる疾患であ

ることか 1)、 このような 1古[|||||ク〔り1(機 1判 等を支援でき/Dよ う、‖
`道

llN∫ りltに 1カ |'「 は集学的な診城(体 |1訓 をイlし ているり

'j院

を 1珀:|,こ するZ、

要がある。なお、集学的な診療体 |1月 においては、ア レルギー |ザ |:I「

炎、|||1遭、、ア トピー
|ソ |:皮 膚炎、小児のアレルギー疾患等に |;封 して

lIIlllの |ク:自 liを イ「していることが望ましい。

illり 1:難 7台 |夕l等 に至ら・ドと

いては、 1也 Jlltυ )'l「 liliに よっ

ても1マイ意する4∠、要がある。

も ‐次医リメて機 |;‖ で文l‐ルι:で き/J分野につ

ては診療|]TIIll υ)連携体|「1の 構築につい
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○  |1附 壇、死等をラ防す る医療体制 :「‖に自、死ゼロJを 目指 して

叫れ自、死の原因 として、患者側の認識不足や不定り馴受診等の問題、診

療イナ」の診療 ガイ ドラインの利用度の||]題 等が挙げ られているため、地

j或 において診療りTと 救急病院 とが連 |りちし、患者教育を含む適 L‐ylな 治療

の普及 と患者カー ドを常に携イ片して もらうことによる医師一患者間の

情 報共有等を図ることが重要である。叫キ:遠、発作についての初Jり切対応が

可能な救急病院は、基本的には、医療 1巻111位 で確保 されることが望ま

しい。なお、 11該病院に求められる要件 としては、高度、大規模な医

療機器 を備 えているZ、 要はなく、ア レルギーロI「Чの医師の確保がなさ

れ ていれば足 りるとの意見がある。

※ 口‖:還、死ゼ ロを目指 した取組の主な内容は以下の とお りである。

。 かか りつけ医における診療ガイ ドラインの普及

・ 患者カー ド|;ち イ|卜 による患者σ)自 己11lJ!の 徹底

・ 救急 |1寺 対応等における病診連 Jりちの構築

(イ )人材育成

○ ア レルギー疾患診療に1ヽi通 したかか りつけ医の育成

。
|=|に おいては、診療ガイ ドラインに堪づ く治療を行 うことによ

り、患者のQOLン を IFll上 させ、りJ率的かつ辿切な医療の提供を

促進できることか ら、 FI本 |だ 削i会 等医療 1共l係団体や関係学会等

と連 |りちして、かか りつけ医に支lし て診療ガイ ドラインの普及を

図 りつつ、医学 。医術の進歩に応 じ診療ガイ ドラインの改言「を

図る。

医学教育においては、全国の医科大学 (医学剖∫)の教育プログ

ラムの指針 となる 「医学教育モデル・コア・カ リキュラム」に

おいて、「アレル ギー疾患の特徴 とその発症 を概 Jι できるJ「 ア

ナフィラキシーの症候、診断と治療を説明できる」「薬物ア レル

ギーを概説できる」な どの到達 目標を掲げていることか ら、各

大学においては、 これに基づいた教育カリキュラムを策定 し、

その充実を図ることが必要である。

臨床研修においても、171L在 、経験 日標の 1疾患 としてア レルギ

ー疾患が取 り上げ られてお り、救急対応等 をは じめとしたプラ



イマ リケアの基本的診療能力としてその正 しい知|「 1ヽ 及び技術の

修 IЧ=に 資するものである。 1臨 床イJ「 修を受けている医師は自らア

レルギー疾患 (喘息発作やアナフィラキシーショック等)の診

療について経験することが必要である.

。 また、日本 |クモ白li会 において実施 している|ク(1liの イ|:涯教育におい

て、
/〉

後ともよリー肝|ア レルギー疾患に係る教育が充実され る

ことを望みたい。

・  ノトリ己アレルギーヽ診力:(に 1りちオ)れ る人本イの合成に/)い て、 ||イく/1ヽ 児

イ‖キ 会の l ltり 利[み が望まれるリ

〇 ア レルギー ||「
||||の |りt白 liの 育成

ア レルギー疾患診療の質の |lll 11及 び用
`道

サ向
:り

itllllに J6け るア レル

ギー lljillllの
|ク1師の傷Jイ |:/L II:を 図るため、1川 係学会におけるア レル

ギー 11「
||||の |ク(師が辿り」に育成 されることがマ4ま れる.

また、アレルギー診り1(は ほぼ全身ll k器 に係わ り全イ
ll‖ i令 ル1に わた

るり

'(患

の診りI〔 となるため、総 fヽ 的なアレルギー :ムillllの 医山liの 存在

は 11要 とみえ_ら れ、関係学会においてそのような引 IЧ
 σ)|クく山liの 育

り」えにf)い 劇貪1卜 |―l~る ことがヤ4]三 オじる。

〇 保 1//1由 li、 看護白li、 業斉J由 li及 び1'Tり|!栄 it li等 において t)、 ア レルギ

ー疾患患 |イ に通りjに 対応できるよう、知l liい 技イiヒ を1冑 iめ てお く
`と

、要

がある。 また、働t1/7_ll由「、看護白「については |1本 看護協会の研修にお

いて、今後ともJミ リ ‐
九ヽ1ア レルギー疾患に係る教育が充実 され るこ

とが nl」
i上 しい。 さらに、ア レルギー疾患にはアナフィラキシーを含

ll・ 食4勿 ア レルギー もあ り、適 ||:な 食物除去が行われることが ll要 で

あることか ら、管りll栄 養 li・ 栄養 |:に ついても、アレルギー疾患に

1分対応できるよう、 日本栄養十会のり「修等において今後 より ´
川

アレルギー疾患に係る教育が充実されることが望ましい。

(ウ )専門情報の提供

〇 1可 は、アレルギー疾患に111す るり1究成果等を1甲iま えた ||「
||ll的 な医

学 |lli‖1に ついては、1月 係学会等 と協力 して必要な|1午 ‖1提供 llNII引」の確



保を図る。 また、専 ||り 医療機 1川 等か らの
l・ l談 に文lル L(で きるよう|]]↓

病院機 l Yl相 模原病院の臨床研究センターに相談窓 lilを 設置する。

(2)1・青報提供・相談体制

1工1及 び地方公共 III体 は、患者が生活環境等を改善するため、患者 自

己管 llll手 法の促進、悴i報提供体制や利J談体制の確保のための対策を講

じる。

(ア )自 己管理の促進

○  自己管 llllす る内容

患者及び患者家族が管llllす ることが望まれる|):な 事項は以 下の とお

:ノ  t ly9(υ 。

。 生活環境改善 (食物

・ 稚患 している疾患と

・ 疾患状態の客傷l的な

。 救急時対応

〇 ド1己 管理の習得法の普及

。 国は、 日本ア レルギー学会等 と連 Jりtし 、上記内容について効果的

な教育資材等を作成 し、都道府県等や医療従事者等にllL布する。

このような国のllx組 を踏まえ、都道府県等においては、欄S道府りit

医師会や関係学会等と連携 して研修会を実施する等 して、保育所 。

学校 (PTA等 )・ 職域や地域 (子 ども会等)等における自己管理l

手法の普及を図ることが求められる。

また、‖f町村においても、都道府県等と同様の取組が期待 され、

平L幻J児健診等における保健指導等の場を効果的に活用 し、ア レルギ

ー疾患の早期発見及び自己管理手法の普及等を図ることが求められ

る。

さらに、学校・保育所等においては、保護者等 と十分連 lj与 をとり、

児壷のア レルギー疾患の状況を把握 して健康の維持・向上を図るこ

とが望ましい。

・ll環境等に関する抗原回避、禁煙等 )

γ台現〔,去 ″
"Eし

い1巴 1着 :

自己評伸li

今年



。
|ク 1りI(従 :|「 者においては |¬ 己竹り|!手 法の普及について !Eし く,認識さ

れ、 |ク〔療機関において指導を実践することが望ましい。

(イ )情報提供体制の確保

〇 1lJ民及び患者にとって,ビ、要な情‖1

111民及び患者
‐
にとって必要な、ア レルギー疾患に1川 する |:な情‖tは

次の とお りである.

・ ア レルギー疾患に|;‖ 司
~る  苅貨リク(り ,iri‖ t(り |万 1人 |。

"i態

・疫
riた

等 )

。 /1:活 環境等に1川 する情報

(ア レルギー物質を含む食 |キ IIに 1別 する表示やシックハウスリ1:ル t

群等について、患 者
‐
が ililリリにノ11活環境を 1珀:保 できる うような

1青 倒1等 )

。 迪りJな 治療や薬却|に |;‖ する||∵ 報

。 イツFり
'ピ

サJえ 果
′
ヰに|;‖ するJ蔵力il診 リメ(|llF‖ (

。 |だ り1(機 |;J及 びサー ビスの選 1サくにかかる情報

〇  |||「 報1是イ共手「比

。 ||:し しJI午 報を効 ,́t的かつ効率的に普及するためには、インター

ネッ トυ)み ならず、ノくンフレッ ト等を汚1‐ りllす る情報|り亡供 も4Z、 要で

ル)る 。

。
1呵 においては、辿

′
|=|:|;‖ イ系学会等 と連|りちし、ホーユ、ページゃバン

フレット等を71り ||し て、∫|と 新の研究成材tを 含むり欠″illli報 や l診りI(111i

報
′
ヰを‖∫道り「∫りIt′ヰベDIク:税(従 :IT者Ⅲ卜に文|し て1足 1共司

~る
。

・  J也 ノブ公共卜川体においては、111年十υ)`吝 |li司
~る

11!i111を 古斤り‖司
~る

ほか、

それぞれのよ也域医白li会 等の協力を得ながら、医療機 |;‖ 等の選 |りくに

係るII∵ ‖1を ||:民 に 「ヽして提イ共づ
~る

ことが望ましいぃ

⊂)そ の他

。
111は 、アレルギー物質を含む食||IIに 1別 する表示については、お|

学的知1兄 のi■展等を1甲は え、表示 lり〔Hや 表示ノブ法等の /LI:[し を検

l;寸 していく。
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。 広告規制の緩和に伴い、一定の基準に適合するものとして厚生

労IIlll大 臣に届出がなされた学術団体の認定する医師等の専門性に

関する資格夕|が 広告できることとなっているが、 日本アレルギー

学会については未だ、学術 |・
ll体 としての法人格を有 していないた

め、ア レルギー診療を行 う医師の専門性に関する資格名を広告す

ることができない。 日本ア レルギー学会は、当i亥 学会の認定する

専 llll医 の夕l称を広告できるよう努めているところである。

・ 未就学児 Jlを もつ保護者へのア レルギー疾患に関する情報提供

は、平L幼 児リリ|は アレルギー疾患の//f発 年齢であることから特に重

要である。モのひとつ として、 ilittj村 は、保青所等を通 じて、良

を通 じた 了‐どもσD健全育成 (い わゆる 「食育」)に 関する取組の

中で、食物ア レルギーのある子‐どもについても対応を進めていく

ことが望ましい。

(ウ )相談体制の確保

○ 国は、地域毎の本‖談 レベルに格差が生 じないよう、全国共通の相

談員養成研修プログラムを

“

つ戊し、「リウマチ・ア レルギー相談員養

成4111修会」及び 「シックハ ウスll当 職員イ,F修会」の充実を図る。

○  このような国の収剰1を 踏まえ、都道府県においては体系的なア レ

ルギー相談 14・ 制の構築、具体的には、 一般的な健康相談等は市‖「村

において実施 し、抗原「
'1避

等に関す るより専||]的 な相1談 については

保健 lllに おいて実施する等を検言ヽ1し 実施することが望ましい。また、

保健JTに おいては、1也 域 |ズ 師会や栄養 II会 等 とi ll携 し、個々のll民

の相談刈応のみならず、 |lf町本1‐
への技術的支援や 1也 域での学校や企

業等におけるアレルギー対策のllx組へのlly」 言等の支援が期待される。

(3)研究開発及び医薬品開発の推進

(ア )効果的かつ効率的な研究推進体制の構築

○ ア レルギー疾患に関す る研究をより戦略的に実施するためには、

研究企画 。実施・評価体制の構築 として、明確な目標設定、適切な

研究評価及び効果的なフィー ドバ ックが重要である。



〇 11]は イJF究 の採 |りくに当たってテーマυ)類 似している研究 F,t題 の統廃

合を進めるととt)に 、政策的誹tサ趣に関連するテーマを|り ]確 |ヒ し公募

課題に反映させ ひと、要がある。なお、1可 が進めていく″ヽミきイツ「究課題

は、民‖|]企 業と国との役早ilを 認詰セしなが t,、 り「究 J「 業の il平 伸li委 員会

の意見を踏まえ、訓t題 の決定を行 う。

〇 泊
‐
効な治りI(法 選択のための情劇1収 集14N制 の構築の検「、

|

治療効果 も含めたア レルギー疾患患 者のJIJ向 を通りJに 把夕7:す ること

は、 |11に 疾″i統計とい うし1点のみな嘔ず、り

'il川

、病態、診断、治りI(、

ル後等の研究を効果的かつ効率的に進める 11で 重要である。 |11に おい

ては、科学的恨拠に基づいた浄従断白くJな 定メ,〔 観測 14・制等のオ片築が1と、要で

,172る .

また、小児に特化 した調査 としては、同 ・客 |イ
くを長イ11に わたって追

l助1調 でヽ司
~る 「2111L紀 |||ノ |:児糸従‖Ji調 査」力い14サ

jに 13イ li度 か ら実施さォし

ているところであり、1呵 は調査結以このI責ホ|:的 417舌川について検 iiJ司
~る

(3

(イ )研究目標の明確化

① 当面成果を達成すべき研究分野

1`4サ リ支22イ |:度 までにイJ「ザコJ比果をイl「 ら,tる よう、次のイツF究分野を 1口 I

的にイツ「究を推 illし ていく̀
.

〇 ア レルギー疾患患者 |′ 1己 41メ |!「 法の確立

。
1可 においては、アレルギー疾患を |:1己 11Jll!で きるり

'(患

とする

ためυ)「法の 1静 :、アをJ此 優先のロタ|:と する。そのため、|;‖ 係学会

等と,上 |りちし、 |ヽ′ 1茂 22イ li度 (2010イ li度 )を ||1票 に、 より齢:

りこで簡使な|シtル i〔 診‖りi法 の開発を進め、患者がアレルギーの原 1川

物質を「1常

`117高

の中で辿り」に乍γl llで きるよう、抗局〔IHI避 等の自

己管l ll「 法の確立ゃ |ILり馴診μダi法 の 1静:立等に「[点 |ヒ をlxlる 。 111は

これ喝研究成果はかか りつけ医等にそυ)技術の I午 及を図り、患

者
‐
がアレルギーの原 1大14勿 質を日常 /117舌 の中で適り1に 11理 |!す るこ

とを ||1旨 す。
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最優先研究 目標

(1)治療法の効果を正しく判定するための指標σD開発

(2)抗原特定手法の開発及び環境中|プ[原調整手法の確立

① 安全でIE確 にアレルギー疾患の原医|を 特定する検査法の

け月発

② 自宅で実施可能な環境中抗原調牲手法の開発

(3)ll症化 。
All治化予防のための早期診断法の確立

(4)自 宅で実施可能な減感作療法の開発の1イた進

自宅で行 うことができる治療法 Jll発 は、国は今後さらに研究

を進めていくべきである。特にIIIは スギ花粉症に対する舌下減

感作療法の治療法開発についての臨床イラ「究を推進し、安全IL、

有効IJlを イイE言想する。
|

② 長期目標を持つて達成すべき研究分野

○ アレルギー疾患の予防法 と根治的治療法の開発

長り明日標 としてア レルギー疾患の病態・免疫システム解析 と病因

解り1を 行い、そθD成果に基づ くア レルギー疾患の根治的治療法を開

ヴとすることをIIIは「|1旨司
~。

着実に進めていくべき研究目標

病態 。発ナii機序の解明

(1)免疫システムの解りlに よるア レルギー疾患のコン トロール

① 自然免疫 と獲得免疫等の機序の解明

② ア レルギー性炎症の中心となる細胞の確定

(2)気道等細繊 リモデ リング (不 面I逆 変化)のアレルギー疾患

への関与

ア レルギー発症 予1/」 法の確立

(1)小児のア レルギー疾患 と成人のアレルギー疾患の病態異同

の解析

(2)胎内におけるア レルギー感作予防と出生後におけるア レル

ギー発症予防 (遺伝因子と環境 1水1子 の影響に関する解析 )

(3)食物ア レルギーの予防薬の開発

７

　

一



治療法の 1引1発

(1)lLり UI治療の効果と1こ サUI予 後

(2)7台りI(|II IL光 堵711:υ)1静 :ヽ1

(3)`t疫療法 (1)NAワ クチン等)

(4)テーラーメイ ド|ク(療

引i4勿
′`
iri白勺夕:斉 1年卜υ)|

(5)力 1支感作療法等根治的治療法の効能等改 |キ のための

1川 司
~る

ム曇1樫イ〕Fり
'ビ

③ その他の必要な研究

〇 いわゆる民||り 医療の評 111i

l11に おいては、いわゆるLtllり |ク1療 をli｀ Fl‖ iし 、その評 111i糸li果 を|111(

に |1午 14受 に そヽし、 Iliし い矢||「占tσ )1午 及を図るとと1)に 、 民 |||||'モリ,(σ )|IIで

りi崎 〔たィツ「プヒ・臨以(イリ「τヒに‖又り llげ るべき7f)対(法 について 1食 li寸 を力||え

る。

〇 患 者の行 JllJ変 容に |;‖ す る研究

(ウ )医薬品の開発促進等

〇  |]iし い医薬 ||llの 薬 J「 法 Lのノ人i認 に 1`1た っては、 |11 1t iilり」なクト11l υ)

データがあればそれ らも活りIJし つつ、通りjに 対応する。

〇  1呵 においては、優れ /こ |ク1薬 ||ム がより|ILく 患 者の元に力||く よう治験

環境の整備に努める。特に小児に係るレ(薬 ||11に ついては対応が 1分

とはいえないため、小児に係る|(1床イツ1究の1千た進を1文 |る ことが望まし

い
。

(4)施策の評価等

○ 政策評111i

・ 111に おいては、IJが 実施する「l要 な施策の実施状況等についてlilえ

佃iし 、 また、1也 方公共IF川 体の実施する施策を1巴 |サiiす ることにより、

より的 1珀:かつ総合的なア レルギー対策を「‖じていくことが li要 であ

る。また、地方公共団 llNにおいて も1日 の施策を‖♯ヽまえ、連夕ちを|;[索

し、施策を効果的に実施するととt)に 、 li要 な施策について政策 liヽ F

llliを イFう ことが望ましい。

サ|1発

1充り
'i〔

に



本委員会においては、健康局長の私的検許1会 であるリウマチ対策検討会及

びア レルギー対策検討会における審議の結果を踏まえ、患者のQOLを 維持

・ 1古l_Lさ せ るとい うことに重点を置き、検 i11‐ を lrlねてきた。

具体的な検討の範レ‖としては、我が l・ lに おけるリウマチ・ア レルギー対策

を総合的かつ体系的に||た 進するための方【本的方向性から、重点的にlll進すべ

き具体的施策に及ぶ|百 広い事項が取 り上げられた。そのような議論を基に、

今般、日、地方公共同1体及び関係 1引 体等が連 |り与して、ともに進めていくべき

ll■紅[の 方向性等を示す 「リウマチ文l策 の方向性等」及び 「アレルギー疾患対

策のプデ1何 性等」を作成 した。 これ らの方向性等については、今後の学術等の

進歩に応 し、通i lll検 きiを力||え 、之、要かあると認められるときは、これを変

更 していくもσDと する。

従前 より、我が国におけるリウマチ・ア レルギー対策は、必ず しも戦略的

に実施 されてきたとは言えなかった。今般、このような形で報告書がとりま

とめられたことは、議論を尽 くしきれなかった点、至 らない点もあるとは思

われるものの、我が国におけるリウマチ・ア レルギー対策を推進する上で大

きな前進となることであろ う。

本報告甲キの成果が十11分 に活月1さ れ、 リウマチ対策については、関係者の

協力の トリウマチカ1策が円滑に実施 され、 リウマチに対づ
~る

的確な予l1/J対策

が「‖じられ、「リウマチゼ ロ」 となる日が来ることをりUl待する。 また、この

取剰1の 成果が 「今後の リウマチ対策について」 (中 ‖]報告)(平成 9年 8月 2

9日 )において、今後の対策の方向性の中で位置づけられている変形性関節

力i:対策 にも役立つことを期待 したい。

また、ア レルギー対策についても、今後のアレルギー対策がよリー層円湘
′

に実施 され、
「]民に安心・安全なJi活 を提供する社会づ くりが達成 されるこ

とを期待 したい。
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<厚生科学審議会疾病対策部会 リウマチ ロアレルギー対策委員会委員名簿>

秋山 一男  独立行政法人 111ウ :り

'i院

機構相1棋原病院臨床研究センター長

岡谷 恵子  `上 1川 法人 |1本 7~護 協会専務ノ|!事

,世 綱1 降り」、 `Jt立 行政法人国サ病院機 llll相 模ル|:″ il坑長

○水 |||「
｀
F代  りL州 大学り

'i院

長

lll・ 1市‖久ノj朴1 聖マ リアンナ |クモ科大学螂[り

'i治

療イツ「究センター長

橋本 |,:也  F111ヽ‖法人日本 |りく師会常任理l!il「

||||ll サリlr  llF森 りlt 1//1川せf lll杓 |:部 |ケモ師確保対策 Iγ :

山本 ケ||||: 広「り大学夕1誉 教授

(li l出
ll嶼  ○日|は 委 l tl()
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<リ ウマチ対策検討会委員名簿>

岡谷 恵 子  社IJI法人 日本看護協会専務理事

○越 槽 隆弘  独立行政法人 l lNl立 病院機 llll相 棋原病院長

戸 ||1 芳昭  慶ナ志義塾大学 1医 学‖∫教授

llh岡 久寿樹  型マ リアンナ医科大学州1病治療研究センター長

橋本 信也  社 |:‖ 法人 日本医ni会 常任 l ll事

宮坂 信之  東京医科歯牟「大学教授

山中 刀lr^青 森県健康福ねL部 医mi確保対策賄
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<ア レルギー対策検討会委員名簿>

7也 IH ,り |  1可 立保1/yll l'1り Iい1学院建築 (中i生 部長

岡 7ヽ  恵 r  Fli卜 ‖法人 日本看 li隻 協会専務lll'|「

栗山典理|!r‐ 特lLり |:|)1不 ll活 動法ξ人アレルギー児を支える全111ネ ット

アラジーボットIも[務り|!!|「

「ル1崎  修次  杏林大学教授

|ヽ

・
川 tL r ttI卜 J市 保健福打lil lJ ttt1//11ク :リス(湘

`保

1//1予 防課長

橋本  ||;也  r111ヽ |1法 人 |1本 |ク(山 li会 ,|:イ 千りIFI「

丸り11 英 1 )り1人堂人rIIク(学部教授

|||||| サリlr  JFィムミリ:tt」:川(打

`杓

L湘∫|ク:由 lil珀 :働t対策lri

山本美代 r  ll本栄養 |:会 (千 葉||「宮野木保台l,T総括 l:任栄養 |:)

イずil‖  俊 |`′  横浜||「 立大学大学院 |ク(学イツ「究牟1教授

-12-
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<リ ウマチ・ア レルギー対策委員会等の開催日程 と議題>

生科学審議会疾病対策部会 リウマチ・ア レルギー対策委員

(第 1回 は平成 14年度開催 )

第 2回 (平成 17年 3月 7日 )

○ リウマチ・ア レルギー対策委員会等の設置について

○ リウマチ・ア レルギー対策の現状について

○ 委員か らのプ レゼンテーション

・ ア レルギー対策研究及び医療の現状と問題点について (秋 山委員 )

。 リウマチ対策研究及び医療の現状 と問題点について (越智委員)

第 3回 (平成 17年 8月 26日 )

○ リウマチ・ア レルギー対策委員会報告書作成

○ リウマチ対策の方向性等作成

○ ア レルギー疾患対策の方向性等作成

リウマチ対策

第 1回 (平成 17年 4月 12日 )

○ リウマチ対策検討会の設置等について

○ リウマチ対策の現状について

。 抗 リウマチ薬の臨床評llll方法に関するガイ ドライン (案 )

(医 薬食謂I局 審査管川!課 )

○ 委員か らのプ レゼンテーション

。 今後の リウマチ対策について (越智17i/・ 長 )

・ 市販後調査システムについて (西岡委員 )

○ リウマチ対策の論点整理について

。 基本的方向性について

。 研究の推進について

。 医薬 IIIlの 開発促進等について

第 2回 (平成 17年 5月 17日 )

○ 委員か らのプ レゼンテーション
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。 日本の1月 節 リウマチ診り

'(を

|IL界 水準と比 1交 して

(山 本委員、γf坂 委 it、 lLl l司 委 it、 ,「 山委員)

。 噺tの リウ
‐x/チ文1策 における現 1人 (と litttサ題 (||||1委 It)

〇 リウマチ対策の論点幣り|!に ついて

。
|キ打lill議

[|「 について

。
|,1療 提供 14・ |卜」の1“‖青について

・ 患 :占 QOI´ 1/m lrll 11と
|′ 1立等について

。 lli報 |り1供・相 i談 体|1月 について

第 3回 (平成 17年 6月 28日 )

〇 参考人からのプレゼンテーション

・ リウマチ患 計の′
た態について

(長 谷川参 そ人 i r11111法 人日本 リウマチ友の会会長)

〇 リウマチ対策報告ユ|(案)的{成

第 4回 (平成 17年 7月 29日 )

〇 リウマチキl策検討会‖t ili 11「 (案 )“ :成

〇 リウマチ対策指針 (案 )“ :成

レルギー対策検討

第 1回 (平 成 17年 3月 29日 )

〇 アレルギー対策検 li寸 会の設置:等 について

〇 アレルギー丼l策のJりι状について

。 ア レルギー物質を含む食||IIに |)」 する表示について

(食 l冒 l安 全部りlに 準審査l訓()

。 シックハウス女1策 について (1//1川〔九:1/1171千 イ卓iノ |ィ‖t)

〇 アレルギー対策の論点イさり|!に ついて

。 基本的方向性について

。 |え 療提夕t体 |1司 のイ

“

備について

° 患者QOIン の|lll ll等 について

第 2回 (平成 17年 4月 21日 )

○ 委l・1か ら)の ブ レゼンテーション
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。 日本のアレルギー診療を‖t界水準 と比較 して

(古 江委員、岡本委員、イリ貞田委員 )

, 県のア レルギー対策における現状 と課題 (山 中委員 )

○ ア レルギー対策の論点整llllに ついて

。 前回議事について

。 情報提供 。相談体制について

第 3回 (平成 17年 5月 31日 )

○ 委員からのプ レゼンテーション

・ 患者をll~4り 巻 く環境の改善

(栗 山委員、丸山委員、池日]委 員)

・ llii′Ё、死等予 1/Jの ための地域医房(に つい (

(堀場参考人 :大垣市民病院 |1乎 吸器科劇∫長 )

○ ア レルギー対策の論点整Jlに ついて

。 前回議事について

。 忠者を取 り巻 く環境の改善について

。 医薬 1早lの 開発促進等について

・ DF究 の1(た進について

第 4回 (平成 17年 6月 21日 )

○ ア レルギー対策報告書 (案)について

第 5回 (平成 17年 8月 1日 )

○ ア レルギー対策報告書 (案)について

○ ア レルギー対策指針 (案 )について
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<本報告書における用語の解説>

○ ア レルギー

異物が 14NIノ]に 侵入したときに、体を
′
キろうと司

~る
防御 (免疫)反ル部が、 llkに

不利に作用 し、かゆみ、くしゃみ、炎りi:、 1計 ′日、等の様々なlll状 をり|き 起こす

こと

○ 都道府県等

都道府 りit、 lヵt健 ,,Tを 設置する|lf及 び特別区

○ 抗原

―lltに 免疫反ルさにJl〕 いてり,|〔 1人 |と なる4勿質を抗力i(と いう。 |、午にアレルギー疾患

にJ6け るル|(1人14勿 [′[を ア レルゲンとい )́(|

○ 感作率

り1:1りぐσ)イ「無に|;Jわ r)司
」
抗力|(に 力|す る|〕 t14・ を持っている人の 1い 1合

○ 発症率

感作された人υ)う ち疾患を発り1:し た人υ)1い 1合

○ 有症率

診‖,「 のイ1‐ 無にかかわ ら,ず、りil:1りくをイ「司
~る

人の11コ1合

○ 有病率

ある|1寺 点において疾患をイ「する人の割合

○ 抗原回避

アレルギーの原因物質を避けること

○ 医療圏

|:と してり,i院 のり

'i床

の1啓 倒Iを lxlる べき地域的 |11位 として設定する |ク(療 lil´ |||||ll

υ)|メ:j或

○ 集学的

各分野の ll「
||llの |ク〔出|liが 協力して治療に 1`1た ること

○ 疾患管理

病気を良い状態に保つよう処置すること

○ 診療ガイ ドライン

概14L的 な診‖サ「と治療に1月 する指針 (本 ‖t ili lllに おいては、厚 /1:労
lflll省 り「究り[

において、関係学会等と連|りちして作サJえ された診サ〈(ガ イ ドラインを1旨す.)

○ アナフィラキシー

抗原に接触 した り、 1す(lltし た後に、数分から数 1分以内にアレルギーによる

り1:状 が体の複数のル機器や全身に現れる激 しい急ヤ|:ア レルギー
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○ アナ フィラキシーシヨック

重症アナ フィラキシーによりlil圧低下、呼吸困州[や意識 1章害を引き起こす 1/L

象

O 減感作療法

抗原のエキスを長い時間をかけ少 しずつ注井|し 、体を徐々に慣れ させていく

治療法

○ ゲノム診断法

染色体または遺伝 子の 一組を検査 して病状を判断すること

〇 テー ラーメー ド医療

各患者に応 じて最適な薬を投与する治療法

()  in viv0

生 14● 内で

○ 行動変容

行TIJlが 変わること

○ 抗 リウマチ薬

免疫に関係する剤ll胞 にlllllき かけ、Jl常 になった免疫系を元の状態に戻 して、

病状の進行を止める薬

○ 有害事象

治験薬を1交 与された彼験者に生 じたあらゆる好ましくない医療上のできごと

○ 疫学調査

病気の原因と思われる環境 1人1子 を設定 し,そ の 1人|千 が病気を引起 こす 可能性

を調べる統計的調査

○ クリティカルパス

成果 |]標 に|チ
llか ってできる限 り無駄を削減 して在院 日数を短縮す る治療方針

計画キ:卜 にて医療を行 うこと
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<リ ウマチ・アレルギー疾患に関する図表集>
(表 1)各都道府県におけるリウマチ施策について
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(表 2)各都道府県におけるアレルギー施策について

■Ｆ場巖絆僣の働

た

訓

月

コ
イー”

夕
の
‐

ｍ
か
た

●
る
「

の

い

ヽ

Ｒ

て

の
■

め

し

の
オ

し
体

１１１

■

ｍ

＝

“

低
薇

〓

関

ト

鍼

”

”

“

“

保

―

―
　

の
町

崚

■

　

の

難

上
十

一
い
●

‐―

―
　

レ
燎

い

ア
”

つ

る

，

に

―
　
　
　
に

一　
一

件

ギ

ギ

ロ
ー
　

●

ア

ア

来

競

両

m:・l寄

(`ら ヽ

■
■



(図 1)関節リウマチ患者の入院・外来別の割合

21.0%

厚生労働省平成14年患者調査より

(図 2)ア レルギー様症状が あつた者とその診 断が あつた者 の割 合 (複数回答 )
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厚生労働省平成15年保健福祉動向調査より
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(図 3)年齢階級別にみ たアレルギー様症状があった者 の割合 (複数回答 )
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厚生労働省平成 :5年保彙福祉動向調査より

(表 3)アレルギー性疾患対策への要望の割合(12歳以上・複数回答 )

厚生労働省平成15年保健福祉動向調査より
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(図4)小児喘息の有病率の推移

7「  :｀

●

F― o●  :

ふ :国 甲 |1/ ●
NJlm

‐ ■

メ

っ:ぬ リレイlbttta

ご ご ご ござ ぎ ゛ ごぎごご Jご ご ごご ごびごダ

検討会秋山委員提出資料より抜粋

(図 5)アレルギー疾患に関連する死亡の 内訳について
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厚生労働省平成 15年 人口動態統計より
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<リ ウマチ・アレルギー疾患に係わる診療ガイドライン等について>

厚生労 lllll省 においては、厚生労イ動科学研究の中で、リウマチ・アレルギー

疾患の診療ガイ ドライン等の学会等への作成支援を行い、医療従事者や 一般

国民に対する普及啓発に努めているところであり、以下にその一覧を示す。

1 関節 リウマチ

『 1列 節リウマチの診療マニュアル (改訂サ1反)診断のマニュアルとEBM
に基づく治療ガイ ドライン』 (*メく)К

)

ソ巻イT:]Zり戎164F4月

イ/1-成 :厚生ヴタ働省研究班

編集 :越智 隆弘 (l・ Fl模原病院院長)他

2 ア トピー性皮膚炎

『ア トピー性皮膚炎治療ガイ ドライン2005』 (*)

うとイ丁:平成 1 7イ「
=

作成 :分担研究「ア トピー性皮膚炎治療ガイ ドラインの作成」

監修 :河野 陽一 (千葉大学大学院医学研究院小児病態学教授)

山本 垢
l´

‖Jf(広 島大学夕l誉教授 )

『ア トピー性皮膚炎―よりよい治療のためのE13Mデータ集』(*)

,巻 イテ :[「 1戎 1 741二

作成 :古江 増隆 (九州大学大学1院医学研究院皮膚科学教授 )

3 アレルギー性鼻炎

『鼻アレルギー診療ガイ ドライン 2002年 版 (改言]´ 第4版 )』 (*J()

うとイ子 : lZ「え1 4イ干:

作成 :鼻アレルギー診療ガイ ドライン作成委員会

編集羅i問 :奥 田 稔 (日 本医科大学名誉教授)

4  ‖市′自、

『科学的根1処 に晃づく (EBM)H附起、診療ガイ ドライン』(1く 1()

うとイ千:]ZI或 ]3旬1

作成 :宮本 ‖召J二 (日 本臨床,′レルキ―ヾ疾患イ〕「究りT長・東京大学//n誉教授)

-53-



『 I]BA/1に り洪づぃた|;tl喘 旭、薬r/p適 ll:イ lセ リ||ガイ ドライン』(**)

発イJ■  1141茂 1 13イ li

イ4三 成 :|:4/li′ソ
`´

働省|ケモ療1支術「1411「総合り1究叫li′自、ガイ ドラインリ[

lγi修 :111本 ‖召i11(卜 1本 lri床ワ
′レルキ―゙疾患研究ナ〕「長 °

1〔京大学夕1誉教授)

『
―般臨床医のためのI]13Mに 基づいた|1請 旭、治りI(ガ イドライン』 (**1く )

イと子「 : 1ヽ4サ Jに 1 6イ li

作サ茂 :′I:沐 ‖召||:(日 本臨床う′レルキ
や―疾患イリF究所長 。東京大学71誉教授)

他

『 I]13Mに 基づいた患者と|'(バイ υ)バー トリーーシップのための‖|1旭、診り,(

ガイドライン (小 児川)』 (*)OК )

イとイJl : 1`41Jえ 1 6イ ll

作成 :キ if本 ‖′イ|li(日 本臨床7′ レルギ 疾患llll究 サ〕i長・束り|(大 学夕1誉教授)

1山

『 It 13 Mに り!増 づぃた患汁と|ズ 療者υ)パー トリーーシップのための ll′日、診サ{て

ガイドライン (成 人れ話)』 (**)

チとイli : |`′サJt 1 6イ li

IIf:1多 iヤ ||イく |lrィ ||:(||イ |ヾ“ 1,(7′レルキ―゙り夫∫出tイツ「プヒ′り「ルこ。
 )|〔 万(り ′ヾ`卜71イホ才安1受 )

『 ||||′留、ル防・11ノ |!ガ イドライン2003』 (*)

`と

イ「 : 1`411k 1 5イ li

“

:ljえ :サ
!11/li省｀

免疫・アレルギーリ1究り[

1浩 修 :‖女μ予 11:｀ |′ (J〔りi(ア レルキ
や一り(患イリ「究|,「

・イ
`」

1協 |ク1利 ノく1/:″
lイ本教1受 )

||「サ|: 巻史 (|liサリ11和 |||||「 L∪ |万 院長 Jりιこく,)〕
′レルキ―゙クリニヽック)

1れ本 ‖召||:(日 本臨床,'レ ルキ
十一疾患イリ1究 ,〕

「長・J(東 大学71誉 教授)

lll・illll il,I(1可 ウリ1(JIこ「〕「1何 打lil市1り

'iド

完)

5 食物アレルギー

『食物アレルギーの診llJlの 手引き2005』 (*)

Jこ

`「

 : 1`41Jえ 1 7イ li

1411′え:「 _fこ物アレルギーli多城(の Fり |き Jイ

`ミ

liヽ1委 員会

監|夕 :7111者 ギ十 ノこ宏 (桐 ‖英サ
'I(り'i院

lri財(研究しンタヽう′レ叶―゙γ11りう(忠イリ1究湘り 他
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また、平成 17イ F3月 に、厚生労l」lJ省 医薬食辞Iり11食 IllI安 全部恭4t審査課

において『ノЛ111食 IIIIに 含まれるアレルギー表示』についてパンフレット

を

“

=成
。西己布

(1()免疫アレルギー疾患 予防・治療研究事業による

(*J()医療技術評1‖ i総 合研究事業による

(H`*J()医 療技術評 41111総 合 rlll tt lli業 において作成 したものを学会等に

おいて改訂
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アレルギー疾患対策の方向1生等

ア トビー性ノ:支膚炎、気管支喘迎、、フ′レルギー̂性鼻炎及び食物アレルギー等のアレル

ギー疾患に/)い ては、皮膚、呼吸器及び日鼻υ)いずれかにアレルギー様症状があった

者が調査対象全体の 36%)鰈 健福れL動 向調査 (平成 15旬■))に 11る など、匡1民 に

とって関心1/1 11 ilい疾患となっている。さF,に 、アレルギー疾患については、効果的な

刻りil:療法llル )ろ 1)υ )υ )、 1lt7台 白勺な7台りま法が徽:立 さォしてぃ4,い た N)、 z、司
ミ
ヒ́も患fttυ )4L

活の質 (Q駈 llity O「 l′ifc:QOIン )の維持 。向上が図′)れてい /_・ い
,

また、日に■夕いては、こメしまでアレルギー対策として、|,1究の|千た進ヽ21111究 成果を活

ダ「lし た普及幣発等を実施 してきた t)の げ)、 ′ど、ず し1)戦‖各的に実施さ,′ l′ てい4は い L、 都

道府県等によ夕けるア レルギー対策にはオ:各差があるなど、我がIIIに おけるアレルギー対

策は′ビ、ずし1)十 分な 1)の とはいえない。

この.kう な認識の下、本方 占1性等は、 /〉
後 5年 fl度のアレルギー疾患対策υ)方向性

等を示すこtL等に ,に って、lll/1・ 始め、Ji也 ブデ公共団体及び関係III体 等におけるアレルギ

ー対策が戦‖各的 |、二十1[illさ オ1ノ ることをlllそ うとする1)υ )でル)る .,

参考資料6

「
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＝
剛
鵬

１

長

児

ヽ

年

卍

・
年

７

生

年

県

１

術

均

府

成

活

用

道

口
晰
∪

第 1 趣 旨

第 2 基本的方向性

1 当面のア レルギー対 策 の 目標

アレルギー疾患υ)予防法及び根治的治療法が未確立ででいる現状においては、アレ

ルギーリ失患患者のQOLの 糸J:持 ・向Jlを区|る ために、モロ11化 を予防するための医療

の提βt及 びi直 り]な 自己管理が非常に ll要である(,なお、患者本人又は家族 (以 下「患

者等」という1))に よる適り」な自己管lllを 可能とするためにil、 患者等が、身近な

かかりつけ医を始めとする医療曝1係者等の支援の下に、1に、要な情報提供・相談を受

ける機会を得ることにより、適切な自己管llの 手法
|を正 しく川!解 し、取り組む環境

を確保すζ)こ とが必要である。

このた●)、 1工|は 、予防法及び根治的7台療法のイ〕F究開発を長期的4ri現′ほか |)引 き続

き着実に取 り組む一方、今後 5年程度を目途に、当面のアレルギー疾患対策の目標

1自 己管理の手法 :主に、(1)生 活環境の改善 (食物、住環境等に関する抗原回避や、禁煙等)、
(2)疾 患状態の客観的な基準にJ_kづ く自己

評価、C嗽急 (喘息発作、アナフィキラシーショック等)時の対処法、等を指す。



として、ア レルギー疾患を 「自己管理が可能な疾患」とすることを掲げ、地方公共

団体 との役害1分担 と連1先の下に、関係団体等の協力を得ながらともに取 り組むこと

とする。

2 取り組むべき施策の柱

1の 目標を達成するためには、従前の研究開発中心の対策から、今後は、国、地

方公共団 14・及び関係団体等が適り]な 役害1分担の下、 (1)医療提供等の確保、 (2)1青報

提供・相談体制の確保、(3)研究開発等のlll進 を、取り組むべき施策の柱に据えるこ

とが必要であり、今後 5年程度、それぞれについて以下の方向性で取 り組んでいく。

(1)医療提供等の確保

患者等に身近なかかりつけ医を中心としながら、症状の安定時にはかかりつけ医

において 、重庄難治倒や著 しい1曽¥時等には専門IIす I峰「ヨ
l‐ おいて、適り]な 対応が

なされるよう、かかりつけ医と専門医療機関の円滑な連携による医療提供等の確保

を図る。

また、関係団体等の協力を得ながら、診療ガイ ドライン、専 PЧ的な医学情報の普

及、アレルギー診療に精通 した人材の 育成を進めることにより、診療 レベルの均て

ん化を図る。

○ 喘息死等を予防する医療体制 :「喘息死ゼロ」を目指して

喘,自、死は、アレルギー関連死の約 997)を占める (人 口動態統計 (平成 15年))

ことか ら、医療提供等の確保にあたつては、次の方針で行うこととする。

喘′自、死の原因としては、症状の認識不足、不定期受診等の患者側の問題 と、診

療側に診療ガイ ドラインの利用が十分に浸透 していない等の問題が挙げられてぃ

る。喘i′日、死を防ぐために、地域において、診療所と救急病院
2と の連携を図るとと

もに、i直 り]な治療法、自己管理手法等の普及を行 う。また、医師―患者間の情報

共有等を図るため、患者に常に患者カー ド・ を携帯して1)ら うことを1■奨する。

(2)情報提供・相談体制の確保の方向性

患者等に対する、①アレルギー疾患に係る正しい知J識 ・情報、②医療機関に関す

る情報、③適 LTlな 自己管理の手法についての普及啓発や相談体制の確保を行 う。

(3)研究開発等の推進の方向性

①当面 (今後 5年程度)σ)日 標と、②長期的な日標とを明確に設定 し、研究開発

をより戦略的に推進する。また、医薬 1鴇 等の開発促進等についても、引き続き取 り

組む。

2救急病院においては、医療機器の重装備化をすることなく急性発作時の初期対応が可能となることもあり、アレルギー専門の医師の

確保がなされれば、基本的に医療圏単位で確保されることが望ましい。
3か

かりつけ医以外が、喘息等の緊急時に医療を行う際に必要な情報 (①患者のかかりつけの病院名や合併症の有無、②ステロイド剤

等の薬剤の投与の有無、③副作用が認められた薬剤名、④救急時の治療と禁忌事項など)を記載したカードs

9



なお、ll lが 進めていくべき,F究課題は、事前評llll委員会の意見t)踏 まえ、民間企

業との役割の違いを認識 した上で、採択さオしることが求められる。 こυ)際、テーマ

の類似 している研究課題は統廃合を進める
`Z、

要があるととt,に 、政策的課題に関連

するテーマを明確化 し、公募課題に反映させる研究開発推i止体制を構築するリ

3 国と地方公共団体との役割分担と連携

|=|は、引 き続 き,F究開発等の推進を図るととt,に 、1也 方公共同l14Nが 医療 |り造供等の

確保べJデテ報 1/L供 °相談体制の確保1/911kり 組みを進ν)ら れる にう、研究υ)成果等にン
)

いて情幸浸提βキするなど技術的支援を「Fl′ とヽに1:旦 うことが,と、要である。
j也 方公共団体の う|)都道府県は、医療提供等υ)確衛tを XIる Lで中′とヽ白勺な役早11を It

う(と と 1)に 、 ll11:腱 提付t。 本目談 ll'‖ilの 11イ呆にノDい てIJl、 司T‖ll桐 ^。
1川イ系日l14・毎卜とi墓携 t_、

情報提供 。相談の対象者ゃ内容等に応 じて、地域における普及啓発に取 り組むこと

が,ビ、要でル)る
()

この ,上 うな国 と地方公共団体に」bけ る役割分担υ)下、厚生労 ll1711省 は患者LЛ 体、「
|

伺I師会、 日本アレルギー学会及び に1本小児FI学会等の関係 |・
llttNi1/びに関係省庁 と

連|`ち してア レルギー対策を推進 してい くこtLが jZ、 要であるt,

第 3 今後 5年程 度 におけるア レルギー疾 患対策

第 2の 2における‖支り糸[[むべき方色策の住については、国と1也方公りt団 llkυ )役割分

111を 明らかにしつつ、具体的に展けHし ていく̀
)

1 医療提供等の確保

(1)国の役割

○ 診療ガイ ドラインの普及

国は、関係団体等の協力を得て、診療ガイドラインly l普 及を進めることに ,Iミ

リ、医療機関における診療 レベルの均てん化を1図 る()4tお、診療ガィ ト
｀
ライン

は、学術等の進歩に応 じ、随時改言]を 図る ()υ )と するぃ

○ 人材の育成

ア レルギー疾患 (喘′日、発作やアナフィラキシーショック等)υ )診療経験は、

プライマ リケアの基本的診療能力として、そυ)Iし い力1識及び技術r71修得に資

する t)の であり、臨床研修において現在、アレルギー疾患が経験 日標の 1疾患

として取り Lげ らオしているところでルDる が、さらにアレルギー疾患υ影 療に精

i通 した人材の育成を図るため、国は関係団体等に対し以下のとお り協力を依頼

司
~る

。

①  日本医師会に対して、医師の生洲:教育におけるアレルギー疾患に係ろ教育



の一層の充実

②  日本薬斉」師会及び日本栄養」」会等の職育旨団体に対 して、各種研修における

ア レルギー疾患に係る教育の一層の充実

③  日本アレルギー学会等の関係学会に対 して、アレルギー専門の医師が1也域

によつては不足 しがちであること及び小児アレルギー診療に携われる医師

の確保が′ビ要であるとの意見があることに鑑み、専門の医師の育成の促進

(2)地方公共団体の役割

○ 診療ガイ ドライン等の普及、適切な地域医療の確保

都i直府県は、学会等が作成した診療ガイ ドライン等の普及を進めるととも

に、fE症難治例や著 しい増悪時には、専門的な対
‐
「きが!Z、要とさオしることから、

医療円有11■ ア し//1′ ギー診り■/7 h FIJ門 機能を有 してい利≡療機関を確4旱すること

や、これ らを支援できるよう、都道府県単位を基本に、集学的な診療体制を

有 している病院を確保することが望またしる。このため、地域における医療提

伊tttllll(身 近なかかりつけ医―専門医療機関一集学的医療機関θ)確保とこれ

弓の連携)の確保を図ることが求め喝れる。なお、 FTn症難治例等に至弓ずと

も 次́医療|`推関で対応できる分野については、地域の事 |｀背によつては診療所

等間の連携体制のllrl築 についても留意す夕ど、要がある。

○ 地域の関係団体等との連携

適 L/Jな地域医療を確保する観′ほから、地域保健医療協議会等を通じ、地域医

師会等の関係団体等との連携を十分に図ることが,2、要である。

2 情報提供・相談体制の確保に係る具体策

(1)国の役割

○ ホームページ等による情報提供

国は、厚生労働科学研究等σ)活用により、関係学会等と連携 しながら、アレ

ルギー疾患に係 る正 しい知識・情報を収集 し、ホームページ及びパンフレッ

ト等を通 じて、患者等を含む匡1民にとって必要な①アレルギー疾患に係る正

しい知識・情報
1、

②医療機関に関する情報、③適 L‐9な 自己管理の手法、を普

及啓発するための施策 (相 談体制の確保を含む。)を行 う。

○ アレルギー物質を含む食品に関する表示

ア レルギー物質を含む食品に関する表示についても、科学的知見の進展等を

踏まえ、表示項 目や表示方法等の見直しを検討 していく。また、これ らの取組

1夕Jえ ば、生活環境等に関する情報 (ア レルギー物質を含む食品に関する表示やシックハウス症候群等について、患者が適切な生活環

境を確保できるような1青報等)、 適切な治療、薬剤に関する情報、研究開発の成果等に関する最新の診療情報など



みについて、1也方公共団体、関係団体等、医療関係者に対してバンフレットの

作成等をi亜 じ、適宜情報提供する。

○ 教育教材の作成等

itt L「lな 自己管理の手法 (③)については、診療ガイ ドラインによる医療関係

者への1青報提供に力日え、患者等にもJlll解 しやすい一般向け教育パンフレット等

を様々なアレルギー疾患毎に作成 し、都道府県等や関係 |・
ll体等に伴i報提供する。

○ 研修会の実施

地域ごとυ)lN l談 レベルに格差が生じ4,い よう、欄
`道

府県等における相談体制

の確保を支援するため、都道府県等の保健師をオ|^象に 「リウマチ 。アレルギーー

相談員養成″「修会J及び 「シックハウス1■1当職員研修会」等υ)l・ l談 員養成研修

会を引き続き実施する。

○ 専門医療機関等を対象とする相談窓回の設置

`虫

7ゞ1子 Tり文法人1工1立り商1坑機 |:古本目模
"f〔

病 |1完 11l14(イリ「究 ヒンターー|(1■夕いて早it門 IIりま

機関等を対象とする相談窓日を設置する。

(2)地方公共団体の役割

○ アレルギー疾患に係る情報提供

アレルギー疾患に係る正しい知識 。情報 (①)については、日が提供する1li

l:性 を活月]し /Dつ、そオし́ぞれの1也域における1青 1:長 提イ共。相談υ)え
|‐ 象者ゃ |ノ可容等に

応 じ、市||||‐村 。関係 1工1体等とi菫 防し、1也域の実1青等に応 じた普及啓発に取り利:[

むことが1肛要である.

○ 医療機関に関する情報提供

都道府県等においては、都道府県医師会等υ)協力を得なが「)、 |三カ|(機関にいЧ
~1~る

情報 (②)を 住民に対して提供することが望ましい.

○ 適切な自己管理の手法に係る情報提供

t ilり ]な 自己管理の手法 (③)については、診療ガイ ドライン、 般向け教育

パンフレッ ト等の医療機関への普及を進めるととt)に 、市‖町
^村

1司もい cも 、lL

域保健7舌 Jll」 (乳幼児健診、各llTl研 修会等)υ )1際 に、また、学校 (P 「́ A等)・

保育所
5等

に、一般向け教育バンフレッ ト等を配布 し、i直 り]な 自己管理手法の普

及を図ることが望ましい。

○ 相談イ本制の確保

lNll談 体制σ)確保については、一般的な健康相談等は市|1句

‐
村において実施 し、

抗原回避等に関するより専門的/tN相談については保健所において実施する等、

5乳幼児期・学童期はアレルギー疾患の好発年齢であることから、学校・保育所等においては、保護者等と十分迎撹をとり、児童のア
レルギー疾患の状況を把握して健康の維持・向上を図ることが望ましい。



都道府県においては体系的なアレルギー相談体制の構築について検討 し実施す

ることが望ましい。

○ 保健所等における取組み

保健所等においては、l也域医師会や栄養士会等と連1尭 し、個々の住民の相談

対応のみならず、市 lT村への技術的支援や地域での学校や企業等におけるアレ

ルギー対策の取組への助言等の支援が期待される。

3 研究 開発 等 の推進

○ 研究推進体制の構築

国は、効果的かつ効率的な研究推進体制を構築するため、平成 22年度までに

研究成果を得 られるようFl‐ ′は的に研究を推進 していく研究分野と長川1日 標を持

´デト,H■1ベ キ¬「イ■4ヽ ll!平 オ́le,′キ1 可究り1要 をり]“:化 |_て適切にη千究を
′
りltt tて

いく。

○ 医薬品等の開発促進

医薬品等σ)Jll発促進等については、新 しい医薬 1早1の薬事法上の承認に当たって

は、1工|は適り]4r外 |二|の データがあブしばそれらも活用 しつつ、適り]に対応する。ま

た、優メした医薬IRが より早く患者 r/)元 に届くよう治験環境の整備に努める。なお、

/卜 児に係る医薬品全般の臨床lilF究の1千F進 を図る。

4 その他

○ 施策のフォローアップ

国は、1也方公共団体が実施するt)の を含め、主要な施策の実施状況等を把握 し、

より戦略的にアレルギー対策を言liじ ていくことが重要である。また、地方公共団

体において t)国 の施策を踏まえ、連携を模索 し、施策を効果的に実施するとと t)

に、主要な施策について評価を行 うことが望ましい。

○ 方向性等の見直し

国は、 「ア レルギー疾患対策の方向性等」について、適宜再検討を加え、必

要があると認められるときは、こ

'し

を変更するものとする。


